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四
　
目
次
表

五
　
写
　
真
（
二
葉
、
地
図
）

一
　
解
　
　
　
　
　
題

（
一
）
筆
者
が
広
島
商
科
大
学
（
現
広
島
修
道
大
学
）
に
縁
あ
っ
て
、
講
師

と
し
て
着
任
し
た
の
は
、
確
か
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
四
月
初
め
の
こ

と
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
当
時
は
、
ま
だ
大
学
院
生
の
新
参
者
と
し
て
、
西

も
東
も
判
ら
な
い
未
熟
な
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
当
時
は
新
幹
線
も
新

大
阪
と
東
京
間
し
か
走
っ
て
い
な
か
っ
た
頃
で
、
広
島
ま
で
郷
里
で
あ
る
京

四
八
六

二
二
〇

＜
資

料＞明
治
五
壬
申
年

『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て

─
─
松
江
地
方
裁
判
所
所
蔵
裁
判
史
料
よ
り
─
─

広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会

代
表
　
居
　
石
　
正
　
和
　

加
　
藤
　
　
　
高
・
矢
　
野
　
達
　
雄
　

紺
　
谷
　
浩
　
司
・
上
川
内
　
　
　
宏
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都
か
ら
向
う
と
す
れ
ば
、
一
旦
は
大
阪
で
新
幹
線
を
乗
り
換
え
、
山
陽
本
線

在
来
線
で
漸
く
広
島
に
到
着
す
る
と
い
う
案
配
で
、
生
ま
れ
て
初
め
て
の
長

旅
を
味
わ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

広
島
商
科
大
学
に
着
任
後
は
、
怱
忙
の
裡
に
慌
た
だ
し
く
済
み
、
そ
の
後

の
教
員
生
活
は
あ
っ
け
な
く
数
年
を
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
間
新
任
の
私
に
気
持
ち
よ
く
接
し
て
下
さ
っ
た
当
時
の
大
学
の
先
輩
の

諸
先
生
か
ら
は
、
実
に
い
ろ
い
ろ
の
人
生
訓
を
公
私
の
時
を
分
か
た
ず
そ
の

合
間
に
教
え
て
頂
い
た
こ
と
を
今
で
も
懐
か
し
く
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。

な
か
で
も
、
先
輩
の
Ｋ
教
授
か
ら
は
、
自
分
の
周
り
の
中
で
、
気
が
付
い

た
事
が
あ
れ
ば
、
思
い
切
っ
て
の
め
り
こ
む
と
よ
い
、
と
言
わ
れ
、
大
学
院

生
の
頃
か
ら
興
味
を
抱
い
て
い
た
明
治
初
期
の
法
政
の
事
情
を
地
に
足
が
着

い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
つ
め
直
す
と
面
白
い
こ
と
が
判
る
か
も
知
れ
な
い
、

と
言
わ
れ
、
そ
の
気
に
成
り
、
丁
度
、
中
国
諸
県
の
中
で
広
島
県
は
原
爆
で

多
く
が
灰
に
成
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
近
県
中
で
は
島
根
県
は
史

料
的
に
は
戦
禍
が
な
く
、
豊
富
に
残
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
い
、
明
治

期
か
ら
島
根
県
の
法
政
事
情
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
当
時
、
島
根
県
立
図
書
館
や
松
江
地
方
裁
判
所
に
出
入
り
し
、

史
料
調
査
に
明
け
暮
れ
る
日
々
が
続
き
、
少
し
ず
つ
史
料
の
多
様
な
こ
と
、

豊
富
な
こ
と
に
気
が
付
き
出
し
、
そ
の
結
果
、
広
島
か
ら
島
根
県
内
各
地
に

ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
足
を
運
び
、
多
く
の
興
味
深
い
史
料
に
接
す
る
機
会
を

得
た
。
殊
に
裁
判
史
料
に
つ
い
て
は
、
島
根
県
の
立
県
当
初
か
ら
の
も
の
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
二
）
こ
こ
に
紹
介
す
る
史
料
は
、
現
に
松
江
地
方
裁
判
所
本
庁
で
許
可
を

得
て
、
漸
く
調
査
し
え
た
も
の
で
、
史
料
的
に
は
「
明
治
五
壬
申
年
」（
一
八

七
二
）
と
表
紙
に
記
載
さ
れ
た
史
料
で
、『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』
と
い
う
標
題

が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
と
い
え
ば
、
そ
の
前
年
、
明
治
四
（
一
八

七
一
）
年
七
月
十
四
日
廃
藩
置
県
の
翌
年
早
々
で
あ
り
、
島
根
県
庁
そ
の
も

の
が
明
治
四
年
十
一
月
、
出
雲
国
の
、
松
江
、
母
里
、
広
瀬
の
各
県
お
よ
び

当
時
浜
田
県
領
で
あ
っ
た
隠
岐
国
を
合
併
し
て
成
立
、
そ
の
後
多
少
の
曲
折

を
経
て
、
出
雲
、
石
見
、
隠
岐
三
国
か
ら
成
る
県
域
が
画
定
し
て
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

（
三
）
さ
て
、
本
史
料
は
、
年
代
的
に
は
、
明
治
五
年
三
月
五
日
出
訴
（
元

松
江
県
よ
り
引
渡
）
か
ら
始
ま
り
、
壬
申
十
一
月
第
九
十
号
を
以
て
終
わ
っ

て
い
る
。
訴
訟
事
件
の
内
容
は
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
当
時
の
庶
民
の
多
様

な
法
生
活
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

当
時
、
県
庁
事
務
は
四
課
に
分
属
さ
れ
て
お
り
、
聴
訟
課
（
当
初
は
警
察

事
務
を
担
当
）
は
そ
の
一
つ
で
、
断
獄
係
、
聴
訟
係
（
民
事
裁
判
係
）
に
分

れ
て
い
た
。

こ
の
時
期
の
裁
判
担
当
官
は
、
司
法
に
精
通
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
一
、
二
名
の
名
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
専
属
の
担
当
官
が
居
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
四
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
初
年
代
の
裁
判
事
務
は
、
聴
訟
課
に
お
い
て

民
事
裁
判
事
務
と
刑
事
裁
判
事
務
と
に
ほ
ぼ
大
別
さ
れ
、
民
事
裁
判
事
務
は

聴
訟
事
務
（
聴
訟
係
）、
刑
事
裁
判
事
務
は
断
獄
事
務
（
断
獄
係
）
と
に
大
別

四
八
五

二
一
九
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さ
れ
、
聴
訟
事
務
の
内
容
は
、
売
買
や
貸
金
、
家
督
相
続
や
田
畑
境
界
争
い

な
ど
民
事
事
件
は
財
産
法
、
家
族
法
に
わ
た
り
多
様
を
き
わ
め
て
お
り
、
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
差
縺
」
事
件
に
つ
い
て
は
「
理
（
利
）
解
」

（
説
得
）
に
よ
る
「
下
げ
戻
し
」
あ
る
い
は
「
吟
味
下
げ
願
出
」
の
聞
届
け

の
形
を
と
る
な
ど
の
方
法
で
解
決
（「
解
訟
」）
に
導
い
て
い
る
、
と
い
う
の

が
、
こ
の
時
期
の
民
事
紛
争
解
決
の
主
要
な
手
法
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。

（
文
責

加
藤

高
）

二
　
史
　
　
　
　
　
料

〔
〇
〇
一
Ａ
〕【
一
】【
家
屋
鋪
差
縺
一

壬
申*   
１

三
月
五
日
出
訴
元
松
江
縣
ゟ
引
渡

雲
州
島
根
郡
枩
江
末
次
□
□
町
Ｋ
Ｔ
和
藏
ゟ
同
町
Ｍ
Ｄ

Ｙ
源
重
へ
相
掛
家
屋
鋪
差
縺
一
件
」

「
第
壹
番
」

奉

高
橋

是
知

（
朱
）

篤
ト
取
調
之
上
Ｍ
Ｄ
Ｙ
源
十
不
筋
ニ
付
来
ル
五
月
中
ニ
借
家

可
明
渡
旨
申
付
候
処
請
書
差
出
候
事

四
月
十
九
日
相
済

*  
１

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年 （

１
）
件
】

 *   
２

「
一

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
〇
二
Ａ
〕【
二
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
三
月
十
二
日
出
訴
元
松
江
縣
ゟ
引
渡

一

雲
州
飯
石
郡
□
□
町
Ｔ
Ｂ
長
右
衛
門
ゟ
同
國

（
い
い
し
）

意
宇
郡
枩
江
末
次

（
い

う
）

□
町
Ｋ
Ｄ
Ｙ
傳
助
外
弐
人
江
相
掛
貸
金
滞
一
件

「
第
二
番
」

奉

鶴
岡

重
勝

（
朱
）

訴
答
共
一
ト
通
取
調
之
上
及
利
解
置
候
処
傳
助
ゟ
千
五
百
貫
文
払
出

元
利
皆
済
之
積
内
済
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
済
口
證
書
連

暑

願
之
通
聞
届
書
類
下
渡
候
事

（
マ
マ
）五

月
廿
四
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

〔
〇
〇
三
Ａ
〕【
三
】【
鯡
〆
箱
代
金
滞
一
件
】

（
に
し
ん
）

「
壬
申
二
月
晦
日
出
訴
元
枩
江
縣
ゟ
送
リ
」

（
朱
）

出
雲
國
意
宇
郡
松
江
白
潟
□
町
商
Ｓ
Ｙ
Ｙ
善
藏
Ｕ
Ｙ
清

助
ゟ
鳥
取
縣
管
内
伯
州
日
野
郡
□
□
村
Ｋ
Ｇ
磯
吉
外
壹
人
ヘ
掛

鯡

代
金
滞
一
件
」

（
２
）
取
之

 *   
１

「
一

（
３
）
〆
箱

四
八
四

二
一
八
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「
第
三
番

奉

鶴
岡

重
勝
」

（
朱
）「

四
月
廿
日
一
ト
通
取
糺
候
上
願
書
添
書
共
ニ
相
渡
願
人
差
添
人
共

（
朱
）

　
　
　
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ヘ
差
出
候
事
」

 
「 
右
    

者
訴
答
共
取
調
中
扱
人
立
入
元
金
九
拾
両
三
分
弐
朱
余
之
処
種
々

（
朱
）差

引
も
有
之
ニ
付
金
四
拾
両
相
手
Ｋ
Ｇ
磯
吉
ゟ
差
出
候
積
ニ
テ
双
方
無

申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
済
口
證
書
連
暑
取
之
吟
味
下
以
多
し
候
段

（
い

た
）

鳥
取
縣
ゟ
申
越
其
段
願
人
Ｓ
Ｙ
Ｙ
善
藏
ゟ
も
届
出
候
ニ
付
則

聞
届
置
候
事

壬
申
六
月
三
日

相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*   
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
〇
四
Ａ
〕【
四
】【
家
財
并
田
地
差
縺
一
件
】

申*  
 
１

二
月
十
九
日
出
訴

元
枩
江
縣
ゟ
引
渡

一

雲
州
枩
江
□
□
町
Ｎ
Ｅ
Ｙ
長
右
衛
門
ゟ
同
白
潟
□
町
Ｋ
Ｍ
Ｙ
弥

右
エ
門
江
相
掛
家
財
并
田
地
差
縺
再
訴
一
件

「
第
四
番
」

（
朱
）

*  
 
１

明
治
五
壬
申
（
一
八
七
二
）
年

〔
〇
〇
五
Ａ
〕【
五
】【
貸
金
滞
一
件
】

申
三
月
廿
五
日
出
訴
前
同
断

出
雲
國
秋
鹿
郡
□
□
村
社
司
Ｔ
Ｂ
八
束
ゟ
同
國
島
根
郡
松
江

（
あ
い
か
）

□
□
町
士
族
Ｎ
Ｇ
了
庵
江
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
五
番

奉

山
川
安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
素
ゟ
親
類
之
儀
故
互
ニ
実
意
ニ
復
シ
示
談

可
致
旨
申
聞
置
候
処
相
手
Ｎ
Ｇ
了
庵
ゟ
銭
百
拾
弐
貫
廿
四
文
当
申
七

月
廿
五
日
渡
尚
銭
百
拾
弐
貫
廿
四
文
酉*   
２

正
月
晦
日
限
合
銭

弐
百
弐
拾
四
貫
四

拾
八
文
訴
訟
方
Ｔ
Ｂ
八
束
江
返
済
之
積
ニ
テ
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
之
義
願
下

歎
願
差
出
候
間
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

「
壬
申

（
朱
）

月

日

相
済
」

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
一
八
七
三
（
癸
酉
）
年

 *   
１

「
一

四
八
三

二
一
七
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〔
〇
〇
六
Ａ
〕【
六
】【
田
地
質
地
差
縺
一
件
】

申
三
月
廿
八
日
出
訴
前
同
断

出
雲
國
意
宇
郡
□
□
□
□
村
農
Ａ
Ｚ
Ｚ
東
一
郎
ゟ
同
國
島
根
郡

枩
江
末
次
□
町
Ａ
Ｚ
Ｚ
浅
右
衛
門
ヘ
掛
田
地
質
地
差
縺
一
件
」

「
第
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）訴

答
共
一
ト
通
取
調
候
処
右
田
地
ニ
付
貸
金
等
モ
有
之
素
ヨ
リ
本
末
之
間
柄

ニ
モ
有
之
間
篤
ト
示
談
仕
度
旨
返
答
方
Ａ
Ｚ
Ｚ
浅
右
エ
門
ゟ
願
出
候
ニ
付

其
段

訴
訟
方
東
一
郎
江
も
申
聞
承
知
ニ
付
示
談
掛
合
聞
届
置
候
事

右
者
田
地
不
残
元
戻
シ
ノ
積
リ
示
談
行
届
双
方
無
申
分
内
済
行
届
候
ニ
付

吟
味
下

之
儀
願
出
依
之
以
来
異
存
少
モ
無
之
旨
證
セ
シ
メ
願
之
通
聞
届
候
事

壬
申
十
月
十
二
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
〇
七
Ａ
〕【
七
】【
貸
金
滞
一
件
】

 *   
１

「
一

申
三
月
廿
五
日
出
訴
前
同
断

出
雲
國
出
雲
郡
□
□
□
村
奥
右
衛
門
ゟ
鳥
取
縣
管
下
伯
耆
國
會 
見

    （
あ
い
み
）

　
　
郡
□
町
商
Ｓ
Ｍ
Ｙ
彦
右
衛
門
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
七
番

奉

村
田

雷
藏
」

（
朱
）「

申
四
月
廿
五
日
願
書
并
添
書
相
渡
願
人
差
添
人
共
鳥
取
縣
ヘ
差
出
ス
」

（
朱
）

「
申
八
月
九
日
訴
答
共
熟
談
之
上
元
金
丈
五
ヶ
年
賦
無
利
足
ニ
テ
返
済

（
朱
）之

積
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
連
暑
済
口
證
文
取
之
願
之
通

聞
届
願
書
下
渡
候
趣
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ゟ
申
越
願
人
奥

右
衛
門
ゟ
も
其
段
届
出
候
ニ
付
聞
届
候
事
」

八
月
十
三
日
相
済
」

「
但

元
金
弐
百
両
之
内
三
拾
七
両
受
取
渡
相
済
三
拾
三
両
者

（
朱
）

酉
戌*   
２

二
ヶ
年
ニ
返
済

残
百
三
拾
両
申
ゟ
丑
年
迠*   
３

六
ヶ
年
賦
ニ
テ
皆
金
相
済
シ
候

示
談
ニ
有
之
候
事
」

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
一
八
七
三
～
七
四
年

*   
３

西
暦
一
八
七
二
～
七
七
年

 *   
１

「
一

四
八
二

二
一
六
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〔
〇
〇
八
Ａ
〕【
八
】【
養
子
差
縺
一
件
】

申
十
二
月
廿
二

訴
前
同
断

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
町
農
Ｉ
Ｈ
政
助
後
家
ゟ
才
三
郎
後

（
た
て
ぬ
い
）

家
か
る
ヘ
掛
養
子
差
縺
一
件
」

「
第
八
番

奉

高
橋
是
知
」

（
朱
）右

訴
答
共
一
ト
通
取
調
之
上
及
利
解
候
処
親
子
和
合
双
方
近
親
ノ

者
後
見
ニ
テ
熟
和
相
成
候
趣
訴
出
候
ニ
付
連
暑
済
口
證
文
取
之
届

出
之
通
聞
届
候
事

申
四
月
十
三
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
〇
九
Ａ
〕【
八

－
【
船
宿
之
儀
一
件
】

辛
未*   
１

十
二
月
三
日
致
箱

趣
元
枩
江
縣
ゟ
引
続

一

出
雲
國
秋
鹿
郡
□
□
□
商
Ｋ
Ｋ
平
左
衞
門
ゟ
同
浦

惣
十
ヘ

相
掛
船
宿
之
儀
ニ
付
愁
訴
一
件

「
第
八
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

（
４
）
日
出

 *   
１

「
一

（
５
）
２
】

（
６
）
訴
候

篤
ト
教
諭
之
上
願
人
平
左
衞
門
不
筋
ニ
付
村
役
人
江
取
扱
申
付
置
候
事

*   
１  
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

〔
〇
一
〇
Ａ
〕【
九
】【
田
地
之
儀
一
件
】

辛
未
十
二
月
裁
許
之
処
請
書
不
差
出
再
訴
之
趣
ヲ
以
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
Ｋ
Ｍ
寺
元
寺
領
同
國
楯
縫
郡
□
□
村
上
ヶ
分
ニ

（
の
う
ぎ
）

有
之
候
田
地
之
儀
ニ
付
同
村
百
姓
一
同
江
相
掛
候
差
縺
一
件
」

「
第
九
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

再
応
取
調
候
処
全
ク
寺
領
之
儀
ニ
テ
往
古
ゟ
持
主
無
之
ニ
付
今
般

御
改

正
一
般

上
地
相
成
候
上
ハ
寺
院
ニ
テ
故
障
等
ハ
無
之
筈
追
テ
直
段
御
詮
議
之
上

御
払
下
更
ニ

持
主
御
取
極
可
相
成
旨
Ｋ
Ｍ
寺
江
篤
ト
及
説
諭
候
処
承
服
致
シ
聊
異
存
無

之
旨
書
面
差
出
候
事

百
姓
惣
代
同
村
年
寄
覚
市
呼
出
シ
右
地
所
従
来
売
買
致
来
候
趣
ニ
候
得
共
元

来
朱
印
并
除
地
等
ハ
勝
手
ニ
売
買
不
相
成
之
処
相
対
売
買
仕
来
候
儀
ニ
付

地
所

取
上
ケ
更
ニ
御
払
下
ニ
テ
持
主
御
取
極
可
相
成
尤
右
地
所
ハ
荒
地
且
難
渋

 *   
１

「
一

四
八
一

二
一
五
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村
ニ
テ
先

年
開
発
出
精
い
た
し
候
義
も
有
之
間
直
段
詮
議
之
上
村
方
難
渋
不
相
成
様

ニ
シ
テ

払
下
可
相
成
旨
及
説
諭
候
処
承
服
致
シ
聊
異
存
無
之
趣
書
面
差
出
候
事

右
之
通
ニ
テ
訴
答
共
少
も
無
申
分
段
申
出
全
ク
事
跡
相
成
ニ
付
吟
味
下
い

た
し
候
上

〔
〇
一
〇
Ｂ
〕

右
之
趣
委
細
租
税
課
上
村
行
雄
ヘ
申
継
置
候
事

六
月
七
日

相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
 
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
一
一
Ａ
〕【
一
〇
】【
家
督
差
縺
一
件
】

明
治
三
巳

十
一
月
出
訴
元
枩
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
神
門
郡
□
□
□
村
Ｋ
Ｄ
勘
右
衛
門
老
母
ゟ
同
村
当
主
Ｋ
Ｄ
丹
藏

（
か
ん
ど
）

へ
掛
家
督

差
縺
一
件
」

「
第
十
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

（
７
） 
年*   
１

 *   
２

「
一

訴
答
共
一
ト
通
取
調
候
処
親
類
神
門
郡
□
□
□
村
Ｓ
Ｙ
九
一
郎
ゟ
内
済
示

談
之
儀

取
扱
度
旨
願
出
候
ニ
付
猶
訴
答
共
篤
ト
教
諭
ノ
上
願
之
通
内
済
示
談
取
扱

之
義

聞
届
置
候
事

右
□
□
□
村
Ｓ
Ｙ
九
一
郎
并
丹
藏
親
類
Ｋ
Ｂ
久
右
衛
門
両
人
扱
ニ
立
入
兄

Ｋ
Ｄ
勘
右
衛
門
儀
ハ
病
気
ニ
テ
家
督
相
続
難
致
ニ
付
弟
丹
藏
ヘ
譲
リ

為
隠
居
料
家
財
ノ
内
三
ト
通
引
受
度
旨
願
人
祖
母
并
勘
右
衛
門
ゟ

属
ニ
付
弟
丹
藏
ニ
於
テ
モ
聊
異
存
無
之
譲
渡
候
ニ
付
諸
親
類
ニ
至

迠
少
モ
異
存
〔
無
之
〕
趣
ヲ
以
済
口
證
書
差
出
シ
吟
味
下
願
出
伺
ノ
上
聞

届
候
事

「
壬
申
十
一
月
廿
五
日
相
済
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

*   
１

西
暦
一
八
七
〇
年
。
己
巳
は
明
治
二
年

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
一
二
Ａ
〕【
一
一
】【
田
地
売
買
差
縺
一
件
】

辛
未
十
二
月*  
１

出
訴
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
島
根
郡
枩
江
末
次
□
□
町
商
Ｋ
Ｍ
Ｙ
喜
兵
衛
借
家
傳
助
ゟ

同
町
Ｔ
Ｄ
文
藏
Ｍ
Ｎ
如
水
へ
掛
田
地
売
買
差
縺
一
件
」

 *   
２

「
一

四
八
〇

二
一
四
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「
第
十
一
番

奉

高
橋
是
知
」

（
朱
）

　
　
訴
答
共
一
ト
通
取
調
之
上
及
利
解
置
候
処
内
済
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味

下
ノ
儀

願
出
候
ニ
付
願
之
通
聞
届
願
書
下
渡
候
事

相
済

*  
１

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
一
三
Ａ
〕【
一
二
】【
新
宮
社
之
儀
一
件
】

辛
未
六
月
出
訴
元
松
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
村
農
Ｓ
Ｚ
後
家
か
る
ゟ
同
村
神
主
Ｓ
Ｋ
巴
ヘ

（
た
て
ぬ
い
）

掛
新
宮
社
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
十
二
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
右
新
宮
社
之
儀
者
先
年
Ｓ
Ｚ
自
己
ノ
建
立
ニ
テ
自
分

新
持
地
ニ
有
之
社
ニ
付
村
社
其
外
末
社
抔
ト
ハ
違
ヒ
神
主
ニ
テ
可
差
構
儀

無
之
候

 *   
１

「
一

Ｓ
Ｋ
巴
ヘ
及
利
解
候
処
承
服
い
た
し
已
来
右
社
木
所
持
主
ニ
テ
進
退
い

た
し
聊
異

存
無
之
段
訴
答
連
印
済
口
證
書
差
出
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
聞
届
候
事

五
月
廿
七
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
一
四
Ａ
〕【
一
三
】【
元
寺
領
持
主
之
儀
一
件
】

辛
未
十
二
月
裁
許
之
処
再
訴
之
趣
ヲ
以
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
飯
石
郡
□
□
□
村
Ｚ
Ｊ
寺
ゟ
同
村
百
姓
共
ヘ
相
掛
元
寺
領
持
主
之

儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
十
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）訴

答
共
取
調
候
処
社
寺
領
之
儀
一
般
上
地
相
成
候
上
者
夫
々
御
払
下
可

相
成
処
右

地
所
之
儀
延
宝
年
中*   
２

Ｚ
Ｊ
寺
へ
御
寄
附
相
成
候
節
検
地
相
改
帳
へ
往

古
ゟ

ノ
持
主
顕
然
い
た
し
居
候
ニ
付
右
検
地
帳
ニ
持
主
名
前
之
者
致
所
持
可

然
旨
申
諭
尤
其

後
売
買
い
た
し
慥
成
證
書
有
之
分
ハ
買
主
可
為
所
持
旨
申
諭
置
篤
ト
證

 *   
１

「
一

四
七
九

二
一
三
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書
取
調
候
得
共
證
拠
無
之
ニ
付
延
宝
二
年
検
地
帳
之
通
持
主
ト
相
心
得

候
旨
ニ
テ

　
　
訴
答
共
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
済
口
證
書
連
暑
取
之
吟
味

下
致
候
事

六
月
三
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

右
者
去
辛
未
十
月
旧
枩
江
縣
ニ
於
テ
も
前
同
様
裁
判
相
成
候
得
共

Ｚ
Ｊ
寺
不
承
服
ニ
テ
受
書
不
差
出
再
願
書
差
出
候
趣
也

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
一
六
七
三
～
八
一
年

〔
〇
一
五
Ａ
〕【
一
四
】【
貸
金
滞
一
件
】

辛
未
四
月
出
訴
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
島
根
郡
枩
江
□
□
士
族
Ｉ
Ｂ
熊
藏
ゟ
同
國
同
郡
枩
江
□
□

町
Ｋ
Ｍ
Ｙ
忠
三
郎
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
十
四
番

奉

山
川
安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
一
ト
通
取
調
之
上
戸
長
共
ヘ
取
扱
申
付
置
候
事

右
一
件
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
七
年
前
卯
年*   
２
ゟ
辛
未
十
二
月
中
迠

米
金
預
ヶ
置
勘
定
清
算
無
之
庚
午*   
３

六
月
中
都
合
二
万
二
千
貫
文

 *   
１

「
一

余
相
成
候
趣
ニ
依
テ
本
人
Ｋ
Ｍ
Ｙ
忠
三
郎
証
書
差
入
置
候
ヘ
共

誌
帳
面
証
書
金
高
ニ
不
相
成
本
人
タ
ル
忠
三
郎
ハ
病
死
受
人

タ
ル
藤
兵
衛
ハ
承
知
無
之
事
ニ
付
相
違
之
廉
々
双
方
戸
長

立
会
検
査
之
上
仲
済
致
度
趣
ニ
付
聞
届
其
後
種
々

（
マ
マ
）

〔
〇
一
五
Ｂ
〕

取
扱
候
ヘ
共
訴
答
共
承
伏
不
致
趣
ヲ
以
再
及
出
訴
依
之

篤
ト
取
調
去
ル
明
治
二
年*   
４

巳
六
月
以
前
之
分
ハ
仮
規
則
ニ
依

採
用
難
相
成
其
後
取
引
訴
答
帳
面
符
合
之
分
ハ
證
書

無
之
テ
モ
相
用
不
審
証
書
無
之
分
ハ
相
除
清
算
早
々

済
方
可
致
旨
及
理
解
候
処
一
同
承
伏
之
上
巳
年
六
月
以
前
取
引

之
分
ハ
相
互
ニ
都
テ
相
除
其
後
之
分
双
方
兆
面
符
合

（
マ
マ
）

之
分
ハ
相
用
不
審
無
之
証
書
ハ
相
互
ニ
除
キ
差
引
残

都
合
銭
三
千
五
百
六
十
七
貫
四
百
八
十
文
当
三
月
五
日
相
手

Ｋ
Ｍ
Ｙ
藤
ゟ
願
人
Ｉ
Ｂ
熊
藏
方
ヘ
可
相
渡
積
双
方
無
申
分

示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
聞
届
候
事

明
治
六
年
二
月
廿
四
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年

*   
３

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年

*   
４

西
暦
一
八
六
九
（
己
巳
）
年

四
七
八

二
一
二
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〔
〇
一
六
Ａ
〕【
一
五
】【
貸
金
并
売
掛
滞
一
件
】

辛
未*  
１

四
月
廿
四
日
出
訴
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

 
 
出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
村
農
Ｏ
助
藏
ゟ
同
國
意
宇
郡
□
□
村
農
安
兵
衛
後
家

并
同
村
百
姓
嘉
平
萬
七
□
□
町
Ｋ
Ｔ
権
市
ヘ
掛
貸
金
并
売
掛
滞
一
件
」

「
第
十
五
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

一

訴
答
共
取
調
候
処
全
ク
売
掛
残
金
ニ
テ
確
證
無
之
数
十
年
前
之
義
故

嘉
兵
衛
萬
七
Ｋ
Ｔ
権
市
ヘ
実
意
之
場
合
及
利
解
置
候
処
取
引
残
之
内

銭
貳
拾
貫
文
萬
七
よ
り
助
藏
ヘ
相
渡
し
其
余
者
取
引
無
之
示
談
行
届

候
趣
ニ
テ
吟
味
下
之
儀
願
出
候
ニ
付
聞
届
候
事

一

安
兵
衛
後
家
弟
者
元
兄
弟
合
之
義
ニ
テ
相
互
ニ
差
引
勘
定
モ
有
之
候

ヘ
共

親
類
之
義
故
実
意
之
示
談
可
致
旨
申
諭
置
候
処
金
貳
万
訴
訟
方
助
藏
ヘ

相
渡
候
積
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
願
出
之
通
聞
届
候
事

一

同
村
農
藏
七
ヘ
相
掛
家
作
差
縺
之
義
者
売
買
相
談
中
焼
失
い
た
し

候
ニ
付

双
方
之
損
毛
ト
相
成
代
銭
五
百
五
拾
五
貫
文
内
百
七
拾
七
貫
五
百
文

庫
七
ゟ
助
藏
ヘ

相
渡
外
銭
五
拾
貫
文
内
貳
拾
五
貫
文
即
日
相
渡
残
貳
拾
五
貫
文
当

申*  
３

十
二
月
十
五
日
限
相
渡
候
積
示
談
行
届
候
旨
ニ
テ
吟
味
下
願
出

候
ニ
付
聞
届
候
事

 *   
２

「
一

〔
〇
一
六
Ｂ
〕但

前
書
三
口
共
済
口
證
書
連
暑
取
之
置
候
事

右
七
月
十
二
日
相
済  
㊞ 
（
鶴
岡
）

*  
１

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*  
３

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

〔
〇
一
七
Ａ
〕【
一
六
】【
売
掛
金
差
縺
一
件
】

壬
申
二
月
四
日
出
訴
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
松
江
白
潟
□
町
Ｈ
Ｕ
為
右
衛
門
ゟ
濱
田
縣
管
内
石
州
温
泉
津
港

商
Ｎ
Ｏ
專
次
郎
外
三
人
江
掛
売
掛
金
差
縺
一
件
」

「
第
十
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
一
ト
通
取
調
之
上
願
書
并
添
書
共
相
渡
願
人
為
右
衛
門
差
添
人
共
濱
田

（
朱
）縣

ヘ
差
出
候
事
」

「
右
吟
味
中
Ｎ
Ｏ
專
次
郎
欠
庁
い
た
し
候
ニ
付
受
人
方
ヘ
返
済
方

（
朱
）申

付
金
百
両
相
渡
残
三
百
五
拾
両
七
月
中
返
済
之
積
申
付
候

趣
同
縣
大
森
出
張
所
ゟ
返
翰
到
来
願
人
ゟ
も
其
段
届
出
候
ニ
付

 *   
１

「
一

四
七
七

二
一
一



明
治
五
壬
申
年 
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て

─　　─

（
　
　
　
）

─　　─69

聞
届
置
候
事
」

「
七
月
下
旬
返
済
方
約
定
違
変
ニ
付
再
訴
ニ
相
成
候
間
又
々
添
翰

（
朱
）相

渡
濱
田
縣
ヘ
差
遣
候
事

八
月
二
日
」

〔
〇
一
七
Ｂ
〕

「
約
定
違
変
ニ
付
再
訴
入
用
元
金
共
不
残
済
方
申
付
受
取
後

（
朱
）相

互
ニ
而
返
翰
有
之
願
人
よ
り
も
其
段
届
出
候
ニ
付
聞
届
候
事

八
月
十
五
日
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
一
八
Ａ
〕【
一
七
】【
銀
談
一
件
】

旧
松
江
縣
ゟ
引
渡

一

京
都
府
管
下
西
京
□
町
Ｋ
Ｕ
Ｙ
半
次
郎
ゟ
雲
州
枩
江
□
□

町
Ｋ
Ｍ
Ｙ
覚
三
郎
Ｓ
Ｙ
Ｙ
善
藏
ヘ
掛
銀
談
一
件

「
第
十
七
番

奉
」

（
朱
）

「
一
ト
通
取
調
之
上
返
答
書
為
差
出
候
処
決
算
之
上
ハ
却
テ
先
方
ゟ
受
取

（
朱
）金

多
分
有
之
趣
ニ
付
返
答
書
相
添
其
段
京
都
府
ヘ
申
遣
置
候
ヘ
共

其
後
何
ノ
義
も
不
申
越
候
事

但
明
治
三
午*   
１

八
月
四
日
右
返
答
書
差
遣
候
」

趣
旧
松
江
縣
ゟ
申
送
リ
之

*   
１

西
暦
一
八
七
〇
年

〔
〇
一
九
Ａ
〕【
一
八
】【
売
掛
金
滞
一
件
】

旧
枩
江
縣
ゟ
附
送

一

大
坂
Ｉ
Ｍ
Ｙ
利
兵
衛
ゟ
大
原
郡
□
□
町
Ｕ
Ｙ
菊
次
郎
ヘ
掛
売
掛

金
滞
一
件

「
第
十
八
番

奉
」

（
朱
）

「
辛
未
十
月
訴
答
方
Ｕ
Ｙ
菊
次
郎
一
ト
通
取
糺
之
上
返
答
書
為
差

（
朱
）出

十
月
廿
五
日
其
段
大
坂
府
ヘ
申
遣
置
候
得
共
其
後
何
ノ
義
も

不
申
越
候
事
」

但
右
之
段
旧
松
江
縣
ゟ
申
送
相
成
候
事

〔
〇
二
〇
Ａ
〕【
一
九
】【
為
替
金
差
縺
一
件
】

旧
枩
江
縣
ゟ
附
送
リ

（
８
） 
事

四
七
六

二
一
〇
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一

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
義
一
郎
ゟ
伯
州
會
見
郡
□
□
村
半

三
郎
ヘ
掛
為
替
金
差
縺
一
件

「
第
十
九
番

奉
」

（
朱
）

「
右
者
旧
枩
江
縣
ゟ
鳥
取
縣
ヘ
及
掛
合
置
候
得
共
未
報
答
無
之
事

（
朱
）

但
義
一
郎
ゟ
差
出
候
金
子
Ｔ
Ｍ
勝
藏
願
置
候
事
」

〔
〇
二
一
Ａ
〕【
二
〇
】【
売
掛
并
為
替
古
着
差
縺
一
件
】

辛
未
九
月
出
訴
旧
松
江
縣
ゟ
附
送
リ

鳥
取
縣
管
内
伯
州
會
見
郡
□
町
商
Ｈ
Ｎ
幸
吉
ゟ
出
雲
國
意
宇
郡

（
あ
い
み
）

（
い
う
）

□
□
村
商
清
之
助
ヘ
掛
リ
売
掛
并
為
替
古
着
差
縺
一
件
」

「
第
二
十
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
申
四
月
廿
六
日
相
手
清
之
助
病
死
ニ
付
同
廿
七
日
訴
訟
方
Ｈ
Ｎ
幸

（
朱
）吉

一
ト
先
皈*   
２
村
申
付
其
段
鳥
取
縣
ヘ
申
送
候
事
」

「
其
後
Ｈ
Ｎ
幸
吉
ゟ
日
数
も
相
立
候
ニ
付
取
調
裁
判
い
た
し
呉
候
様
鳥
取
縣

（
朱
）掛

合
書
持
参
願
出
候
ニ
付
相
手
清
之
助
妻
并
村
役
人
等
呼
出
シ
取
調
候

得
共
本
人
清
之
助
死
後
幼
少
之
子
供
老
人
等
ニ
テ
村
方
一
同
ノ
厄
介
ニ
も

 *   
１

「
一

相
成

居
候
程
ノ
難
渋
ニ
付
返
弁
之
道
無
之
願
人
Ｈ
Ｎ
幸
吉
ヘ
種
々
及
利
解

　
候
処
本
人
病
死
い
た
し
候
上
者
致
方
無
之
損
毛
之
場
ニ
テ
聊
異
存

無
之
ニ
付
吟
味
下
之
儀
願
出
事
実
無
拠
義
ニ
付
願
之
通
聞
届

〔
〇
二
一
Ｂ
〕

其
段
鳥
取
縣
ヘ
申
遣
候
事

九
月
廿
八
日
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

  *   
２
「
皈
」
は
「
帰
」
と
同
字

〔
〇
二
二
Ａ
〕【
二
一
】【
貸
金
滞
一
件
】

旧
枩
江
縣
ゟ
附
送
リ

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
Ｉ
Ｓ
治
左
衛
門
ゟ
同
國
仁
多
郡
□
□

□
杢
左
衞
門
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
二
十
一
番

奉

山
川
安
國
」

（
朱
）

訴
答
示
談
之
上
当
申
九
月*   
２

半
金
来
酉
三
月*   
３

半
金
両
度
ニ
テ

皆
済
之
積
熟
談
相
成
候
ニ
付
吟
味
之
儀
見
切
御
下
願
差
出
候
ニ
付
願
ノ
通

聞
届
候
事

 *   
１

「
一

四
七
五

二
〇
九
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申
七
月
相
済

*  
１ 
朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

明
治
五
（
壬
申
）（
一
八
七
二
）
年

*   
３

明
治
六
（
癸
酉
）（
一
八
七
三
）
年

〔
〇
二
三
Ａ
〕【
二
二
】【
田
地
買
議
定
差
縺
一
件
】

辛
未
十
月
出
訴
旧
松
江
縣
ゟ
附
送
リ

出
雲
國
枩
江
白
潟
□
町
商
Ａ
Ｄ
宗
三
ゟ
同
國
神
門
郡
□
□
村
農

Ｍ
Ｙ
幸
三
郎
外
四
人
江
相
掛
田
地
買
議
定
差
縺
一
件
」

「
第
二
十
二
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
全
売
買
證
書
モ
有
之
且
去
辛
未
九
月
旧
枩
江

縣
ニ
テ
裁
許
申
付
候
義
も
有
之
ニ
付
右
ニ
依
テ
田
地
不
残
買
主
方
宗
三
江

可
相
渡
旨
及
利
解
候
処
去
辛
未
年
Ｔ
Ｇ
宗
三
ゟ
差
留
候
ニ
依
テ
違
作

相
成
候
義
も
有
之
依
之
米
四
拾
俵
宗
三
ゟ
代
金
之
外
ニ
相
渡
去
未
作
徳
米

之
儀
者
宗
三
方
ニ
テ
取
調
可
致
積
ニ
テ
地
所
引
渡
之
儀
示
談
行
届
候
ニ
付

吟
味
下
願
出
願
之
通
聞
届
今
後
異
論
無
之
旨
済
口
證
書
連
暑
取
之

（
マ
マ
）

置
候
事

六
月
十
八
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

 *   
１

「
一

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
二
四
Ａ
〕【
二
三
】【
貸
金
滞
一
件
】

旧
枩
江
縣
ゟ
附
渡

一

大
坂
府
管
内
大
坂
□
□
町
商
Ｔ
Ｄ
Ｙ
卯
兵
衛
ゟ
出
雲
國
大
原
郡

□
□
□
村
Ｙ
Ｎ
Ｙ
嘉
助
へ
掛
貸
金
滞
一
件

「
第
二
十
三
番

奉
」

（
朱
）

「
相
手
嘉
助
死
去
極
難
渋
之
者
ニ
テ
返
弁
之
道
出
来
兼
候
ニ
付
同

（
朱
）人

家
財
代
積
書
ヲ
以
大
坂
表
ヘ
及
掛
合
置
候
得
共
其
後
何
ノ
報

返
無
之
旨
申
送
ニ
相
成
候
事
」

〔
〇
二
五
Ａ
〕【
二
四
】【
貸
金
滞
一
件
】

申
三
月*  
１

出
訴
元
廣
瀬

附
送

一

出
雲
國
能
義
郡
廣
瀬
□
町
Ｉ
Ｔ
次
郎
兵
衛
ゟ
鳥
取
縣
管
内

伯
州
會
見
郡
□
□
村
Ｔ
Ｂ
友
十
郎
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件

「
第
二
十
四
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

（
９
）
縣
ゟ

四
七
四

二
〇
八
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「
申
四
月
元
廣
瀬
縣
ゟ
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ヘ
添
翰
い
た
し

（
朱
）本

人
差
出
候
趣 
」

*  
１

明
治
五
（
壬
申
）（
一
八
七
二
）
年

〔
〇
二
六
Ａ
〕【
二
五
】【
助
成
金
差
縺
一
件
】

辛
未
五
月*  
１

出
訴
元
廣
瀬
縣
ゟ
引
続

雲
州
能
義
郡
□
□
村
農
藤
右
衛
門
ゟ
同
村
農
豊
七
□
□
□
村

八
左
衞
門
両
人
江
相
掛
助
成
金
差
縺
一
件
」

「
第
二
十
五
番

奉

山
川
安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
親
類
情
実
ヲ
以
取
扱
候
義
ニ
付
八
左
衞
門
豊
七

両
人
ゟ
正
金
百
両
ニ
付
金
札
百
貳
拾
両
替
之
割
合
ヲ
以
元
金
返
済
猶
利

足
之
儀
者
双
方
共
壱
割
ニ
し
て
返
金
可
致
旨
申
付
双
方
ゟ
受
書

差
出
候
事

六
月

相
済

*  
１

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

 *   
２

「
一

〔
〇
二
七
Ａ
〕【
二
六
】【
草
山
之
儀
分
山
差
縺
一
件
】

辛
未
十
二
月
出
訴
元
廣
瀬
縣
ゟ
引
続

 
 
出
雲
國
能
義
郡
□
□
□
村
農
勝
兵
衛
外
五
十
七
人
ゟ
同
村
農
Ａ
Ｂ

八
左
衛
門
外
五
人
ヘ
掛
志
登
美
寸
須
草
山
之
儀
分
山
差
縺
一
件
」

「
第
二
十
六
番

奉

山
川
安
國
」

（
朱
）

右
者
双
方
共
呼
出
シ
取
糺
可
致
ト
存
差

遣
候
処
双
方
共
示
談
和
熟

ニ
相
成
候
ニ
付
願
書
下
ケ
兼
候
様
双
方
ゟ
申
出
当
申
六
月
事
済
ニ
相
成
候

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
二
八
Ａ
〕【
二
七
】【
酒
造
株
代
金
返
済
差
縺
一
件
】

壬
申
五
月
四
日*  
１

出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
□
□
□
村
商
Ｉ
Ｔ
政
藏
ゟ
同
國
島
根
郡
枩

江
末
次
□
町
Ａ
Ｄ
孫
兵
衛
ヘ
掛
酒
造
株
代
金
返
済
之
儀
ニ
付
差
縺

一
件
」

「
第
二
十
七
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
確
證
も
有
之
ニ
付
及
利
解
候
処
預
高
銭
七
千

 *   
１

「
一

（
　
）
１０紙
相

 *   
２

「
一

四
七
三

二
〇
七
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七
百
貫
ヲ
三
ッ
割
之
高
当
六
月
晦
日
相
渡
残
半
金
当
申
十
二
月
尚

残
金
来
酉*  
３

六
月
五
日
限
皆
済
之
積
ニ
テ
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
願

出
候

　
　
間
済
口
證
書
連
印
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

六
月
十
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*  
３

西
暦
一
八
七
三
年

〔
〇
二
九
Ａ
〕【
二
八
】【
家
屋
敷
売
払
世
話
料
等
差
縺
一
件
】

壬
申
五
月
四
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
白
潟
□
□
町
商
Ｎ
善
右
エ
門
ゟ
貫

卒
Ｈ
Ｎ
元
助
ヘ
掛
□
□
町
Ｋ
Ｐ
Ｙ
嘉
平
治
家
屋
敷
売

払
世
話
料
其
外
諸
雑
費
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
二
十
八
番

奉

村
田

曽
」

（
朱
）

五
月
七
日
一
応
聞
糺
候
処
訴
訟

都
合
之
儀
モ
有
之
ニ
付
篤
ト

説
諭
ノ
上
年
寄
忠
藏
江
取
扱
申
付
本
願
書
ハ
一
ト
先
下
戻
候
事

 *   
１

「
一

（
　
）
１１属

（
　
）
１２方
不

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
〇
Ａ
〕【
二
九
】【
貸
質
差
縺
一
件
】

元
廣
瀬
縣
ゟ
廻
ル

出
雲
國
飯
石
郡
□
□
□

三
代
吉
ゟ
同
□
Ｉ
Ｄ
松
之
助
ヘ

掛
貸
質
差
縺
一
件
」

「
第
二
十
九
番

奉

山
川
安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
及
理
解
候
処
元
銭
七
拾
貳
貫
文
外
ニ
銭
百
拾
貳
貫
百
五
拾
文
家

賃
并
利
足
ト
シ
テ
差
出
シ
合
銭
百
八
拾
四
貫
百
五
拾
文
三
代
吉
ゟ
松
太
郎
ヘ

（
マ
マ
）

相
渡
シ

内
済
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
願
出
候
間
済
口
證
文
連
暑
取
之
願
之
通
聞

届
候
事

八
月
十
七
日
相
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
一
Ａ
〕【
三
〇
】【
古
手
物
代
金
滞
一
件
】

 *   
１

「
一

四
七
二

二
〇
六
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壬
申
五
月
七
日
出
訴

一

出
雲
國
島
根
郡
松
江
末
次
□
□
町
Ｋ
Ｂ
Ｔ
Ｙ
栄
太
郎
ゟ
意
宇

　
　
郡
□
□
□
村
Ｕ
Ｎ
和
助
外
壱
人
江
掛
古
手
物
代
金
滞
一
件

「
第
三
拾
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
右
古
着
物
ハ
神
門
郡
今
市
町
Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
愛
助

偽
ニ
テ
借
取
猶
其
外
所
々
欺
取
候
義
モ
有
之
ニ
付
召
捕
吟
味
中
也

〔
〇
三
二
Ａ
〕【
三
一
】【
貸
金
滞
一
件
】

申
五
月
十
九
日*  
１

出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
末
次
□
□
町
商
Ｙ
Ｇ
庄
藏
ゟ
同
町
商
Ｎ
Ｎ

喜
三
郎
江
懸
貸
金
滞
一
件
」

「
第
三
十
一
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
證
書
モ
有
之
候
得
共
数
年
来
前
之
貸
金
ニ
テ
目
質
ト

シ
テ

預
リ
置
候
品
モ
紛
失
不
都
合
之
廉
モ
有
之
且
隣
家
之
儀
故
実
意
之
示
談

可
致
旨
種
々
及
利
解
候
処
相
手
Ｙ
Ｎ
喜
三
郎
ゟ
銭
千
貫
文
訴
訟
方
Ｙ

（
マ
マ
）

Ｇ
庄
藏
ヘ
払
出
双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
之
儀
願
出
依
之

 *   
２

「
一

済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

五
月
廿
二
日

相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

明
治
五
（
壬
申
、
一
八
七
二
）
年

*   
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
三
Ａ
〕【
三
二
】【
田
畑
差
縺
一
件
】

壬
申
五
月
廿
五
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
□
□
村
農
Ｓ
Ｄ
詳
藏
ゟ
同
國
神
門
郡
□
□
村
□
□
Ｔ

Ｓ
寺
ヘ
掛
田
畑
差
縺
一
件
」

「
第
三
拾
二
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
右
地
所
之
儀
去
辛
未
十
月*   
２

村
役
人
ゟ
Ｔ
Ｓ
寺
ヘ
示
談

上
詳
藏
叔
父
圓
平
ヘ
地
所
支
配
為
致
居
候
ニ
付
Ｔ
Ｓ
寺
ハ
最
早
関
係

無
之
段
同
寺
并
村
役
人
ゟ
申
出
依
之
右
詳
藏
帰
村
実
家
々
名
相
続

致
候
て
右
地
所
不
残
可
相
渡
尤
家
名
相
続
不
致
内
勝
手
ニ
売
地
等
ハ

不
致
様
願
人
Ｔ
Ｄ
詳
藏
并
□
□
村
役
人
并
神
門
郡
□
□
□
村
役
人

熊
藏
ヘ
利
解
お
よ
ひ
置
候
処
双
方
承
服
ニ
テ
叔
父
圓
平
其
外
親
類
ヘ
も

相
談
之
上
追
テ
決
定
ノ
始
末
可
届
出
旨
ニ
テ
帰
村
い
た
し
候
事

 *   
１

「
一

四
七
一

二
〇
五



明
治
五
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右
一
件
去
壬
申
五
月
中
双
方
共
取
調
候
処
村
役
人
取
扱
ヲ
以

同
郡
□
□
□
村
詳
藏
叔
父
Ｓ
Ｄ
平
助
方
ニ
テ
世
話
い
た
し
居

〔
〇
三
三
Ｂ
〕

候
ニ
付
詳
藏
立
戻
リ
□
□
□
村
生
家
相
続
い
た
し
候
節
ハ

差
返
シ
候
筈
ニ
付
而
ハ
彼
是
差
縺
ヶ
間
敷
義
ハ
無
之
筋
ニ
而
及

理
解
候
処
承
知
之
上
叔
父
Ｓ
Ｄ
平
助
江
相
続
仕
候
処
村
方
ヘ
立
帰

家
名
相
立
候
節
ハ
勿
論
可
差
返
と
の
事
ニ
付
以
来
右
一
件
ニ
付

聊
異
存
無
之
且
同
村
夫
蔵
名
跡
之
義
ハ
常
太
郎
二
男
ヲ
以

家
名
相
続
致
居
候
段
相
手
Ｔ
Ｓ
寺
ヨ
リ
申
立
就
而
ハ
□
□
□

村
役
人
ヲ
始
夫
蔵
方
親
類
一
同
ゟ
出
願
ニ
無
之
テ
ハ
御
取
揚
難

相
成
間
篤
ト
実
意
ヲ
運
ヒ
一
同
相
談
之
上
夫
蔵
跡
為
筋

相
成
候
様
精
々
示
談
可
致
旨
及
理
解
候
処
承
知
之
上
以
後

□
□
□
村
役
ヲ
始
夫
蔵
方
親
類
一
同
相
談
之
上
為
筋
相
成

候
様
精
々
示
談
可
仕
旨
証
書
差
出
候
ニ
付
伺
之
上

吟
味
下
聞
届
候
事

明
治
六
年
二
月

日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
一
八
七
一
年

〔
〇
三
四
Ａ
〕【
三
三
】【
一
年
神
主
差
止
候
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
四
月
関
守
Ｈ
Ｕ
泉
藏
ゟ
出
訴
ノ
趣
ヲ
以
庶
務
課
ゟ
廻
ル

出
雲
國
島
根
郡
□
□
□
百
姓
一
同
ゟ
同
所
祠
官
Ｙ
Ｙ
岩
根
ヘ
懸
リ

　
　
一
年
神
主
差
止
候
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
三
拾
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

六
月
二
日
彼
地
ヘ
出
張
取
調
候
処
祠
官
Ｙ
Ｙ
岩
根
不
宜
義
も
有
之
且
不

敬
之
書
面
差
出
候
ニ
付
篤
ト
及
糺
問
候
処
心
得
違
恐
入
候
段
伏
罪
い
た
し

候
ニ
付
同
人
義
ハ
免
職
申
付
伜
Ｙ
Ｙ
眞
矛
ヘ
祠
官
出
仕
申
付
一
年

神
主
之
義
ハ
御
規
則
ニ
依
テ
難
被
立
置
旨
教
諭
及
候
処
承
服
い
た
し

乍
去
数
多
ノ
参
詣
人
有
之
神
務
差
支
ニ
付
当
分
詞
掌
手
伝
ノ

者
壱
人
ツ
ヽ
人
撰
可
差
置
旨
御
決
定
相
成
候
事

右
之
通
ニ
テ
双
方
無
申
分
和
合
相
成
聊
異
存
無
之
旨
済
口
證
書
連
暑
差
出
候

ニ
付
吟
味
下

い
た
し
候
事

六
月
十
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
五
Ａ
〕【
三
四
】【
鑪
并
田
畑
差
縺
一
件
】

壬
申
五
月
廿
八
日
出
訴

一

出
雲
國
仁
多
郡
□
□
村
農
Ｋ
Ｔ
六
郎
左
衛
門
ゟ
同
國
飯
石
郡

 *   
１

「
一

四
七
〇

二
〇
四
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□
□
町
Ｔ
Ｂ
長
右
衛
門
ヘ
掛
鑪
并
田
畑
差
縺
一
件

「
第
三
十
四
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

〔
〇
三
六
Ａ
〕【
三
五
】【
鉄
荷
売
買
差
縺
一
件
】

壬
申
五
月
卅
日
出
訴

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
商
Ｙ
Ｍ
吉
兵
衛
ゟ
伯
州
會
見
郡
□
□

村
Ｉ
Ｙ
長
右
衛
門
ヘ
掛
鉄
荷
売
買
差
縺
一
件
」

「
第
三
十
五
番

奉

山
川

安
國
」

（
朱
）

「
一
ト
通
取
糺
候
処
證
書
等
も
慥
ニ
有
之
間
願
書
并
添
書
共
相
渡

（
朱
）願

人
差
添
人
共
米
子
鳥
取
縣
出
張
所
ヘ
差
出
候
事
」

「
右
者
吟
味
中
相
対
内
済
示
談
ニ
テ
元
金
伯
州
札
拾
貫
匁
之
内
九
貫
五
百
匁

（
朱
）

相
手
方
ゟ
差
出
残
五
百
匁
并
利
分
之
義
者
訴
訟
方
勘
弁
之
積
ニ
テ
双
方

無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
願
出
依
之
済
口
證
書
連
暑
取
之

願
之
通
聞
届
候
段
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ゟ
返
翰
有
之
其
段
願
人

ゟ
モ
申
出
候
ニ
付
聞
届
置
候
事

八
月
廿
八
日
相
済
」

 *   
１

「
一

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
七
Ａ
〕【
三
六
】【
略
売
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
十
日
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ゟ
送
ニ
相
成
候
事

鳥
取
縣
下
伯
州
會
見
郡
米
子
□
町
商
Ｎ
Ｔ
兵
三
郎
ゟ
廣
島
縣
下

備
後
國
三
上
郡
□
□
町
Ｍ
Ｈ
は
奈
娘
と
き
妹
い
ま
両
人

同
國
惠
蘇
郡
□
□
□
村
農
Ｙ
Ｋ
伊
之
助
妻
志
も
ゟ
願
ニ
依
テ

当
縣
管
内
雲
州
能
義
郡
□
□
町
Ｋ
Ｓ
Ｙ
武
兵
衛

（
マ
マ
）

Ｈ
Ｍ
Ｙ
傳
兵
衞
右
当
き
い
ま
両
人
ヘ
略

縺
一
件
」

「
第
三
十
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
鳥
取
縣
ゟ
相
廻
り
候
米
子
□
町
Ｎ
Ｔ
兵
三
郎
口
書
之
趣
ヲ
以
□
□
町
Ｎ
Ｓ

（
朱
）Ｙ

武
兵
衛
Ｈ
Ｍ
Ｙ
傳
兵
衞
并
当
起
い
ま
共
呼
出
し
及
取
調
候
処
證
書

等
も
有
之
兵
三
郎
申
口
ト
齟
齬
い
た
し
候
ニ
付
当
起
い
ま
口
書
并
始

末
書
證
書
等
写
相
添
Ｎ
Ｔ
兵
三
郎
再
吟
味
之
義
鳥
取
縣
米
子

出
張
所
ヘ
及
掛
合
候
事

但
右
当
起
い
満
両
人
義
ハ
廣
島
縣
ゟ
掛
合
之
義
も
有
之
ニ
付

村
役
人
ヘ
預
申
付
置
候
事

六
月
十
五
日
」

〔
〇
三
七
Ｂ
〕

 *   
１

「
一

（
　
）
１３売
差 四

六
九

二
〇
三



明
治
五
壬
申
年 
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）
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「
右
ハ
再
応
鳥
取
縣
ヘ
掛
合
之
末
米
子
町
Ｎ
Ｔ
兵
三
郎
略
売
ニ
相
違

（
朱
）無

之
同
縣
ゟ
罪
人
引
渡
遣
候
ニ
付
吟
味
之
上
廣
島
縣
へ
も
掛
合
置

訴
訟
之
分
相
分
候
ニ
付
断
獄
之
方
ヘ
巨
細
記
置
候
事
」

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
八
Ａ
〕【
三
七
】【
正
金
質
物
ニ
致
置
候
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
十
日
出
訴

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
町
商
Ｗ
Ｂ
千
藏
并
同
町
商
Ｋ
Ｍ
嘉
五
郎

両
人
ゟ
同
所
商
Ｉ
Ｈ
佐
吉
ヘ
掛
正
金
質
物
ニ
致
置
候
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
奉

鶴
岡

瞪

第
三
十
七
番
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
年
来
も
相
立
候
儀
ニ
テ
去
辛
未
十
二
月
出
役
并
町
役
人

内
済
取
扱
双
方
承
服
致
居
候
義
ニ
付
及
利
解
置
候
処
右
ニ
復
シ
銭
千
三
百

貳
拾
四
貫

六
百
五
拾
七
文
相
手
方
Ｉ
Ｈ
佐
吉
ゟ
訴
訟
方
Ｗ
Ｂ
千
藏
Ｋ
Ｍ
嘉
五
郎

両
人
江
相
渡
双
方
無
申
分
示
談
行
届
〔
…
…
以
下
、
次
行
の
半
ば

ま
で
抹
消
…
…
〕
候
ニ
付
吟
味
下
願
出
依
之
済
口
證
書
連
暑

取
之
願
之
通
聞
届
候
事

 *   
１

「
一

六
月
十
五
日 
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１ 
朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
三
九
Ａ
〕【
三
八
】【
唐
胡
摩
元
代
金
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
十
二
日
出
訴

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
村
Ｉ
Ｔ
祐
右
衛
門
ゟ
同
國
松
江
□
□
町

貫
属
Ａ
Ｋ
敬
左
衞
門
ヘ
掛
唐
胡
摩
元
代
金
差
縺
一
件
」

「
第
三
十
八
番

奉

山
川

安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
及
利
解
候
処
元
銭
貳
千
八
百
貫
文
八
月
十
日
限
利
分

千
七
拾
壱
貫
六
百
拾
六
文
九
月
晦
日
限
相
手
Ａ
Ｋ
敬
左
衞
門
ゟ
返
済

之
積
示
談
行
届
候
事

一

約
定
違
変
ニ
付
厳
敷
及
利
解
九
月
廿
七
日
迠
ニ
元
銭
弐
千
八
百

貫
文
返
済
相
成
候
事

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
〇
Ａ
〕【
三
九
】【
金
札
引
当
銭
借
用
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

 *   
１

「
一

四
六
八

二
〇
二
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壬
申
六
月
十
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
末
次
□
□
□
町
商
Ｍ
Ｍ
卯
右
衛
門
ゟ
同
所

　
　
白
潟
□
□
町
Ｋ
Ｍ
Ｙ
弥
助
ヘ
掛
金
札
引
当
銭
借
用
之
儀
ニ

付
差
縺
一
件
」

「
第
三
十
九
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
全
ク
質
物
ノ
取
扱
ニ
付
及
利
解
候
処
双
方
共

承
服
い
た
し
願
人
卯
右
衛
門
ゟ
元
利
取
揃
質
物
受
返
シ
候
筈
ニ
テ

半
金
貳
百
両
ハ
当
八
月
五
千
貫
ヘ
利
足
ヲ
加
受
返
シ
残
十
月
廿
日
限
元

利
取
揃
皆
済
可
致
積
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付

済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

八
月
五
日

相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
一
Ａ
〕【
四
〇
】【
酒
株
代
金
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
十
二
日
出
訴

一

出
雲
國
意
宇
郡
□
□
村
商
Ｎ
Ｍ
熊
三
郎
ゟ
同
國
島
根
郡

松
江
□
□
町
Ｋ
Ｚ
Ｙ
清
兵
衛
へ
掛
酒
株
代
金
差
縺
一
件

 *   
１

「
一

「
第
四
十
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

取
調
候
処
辛
未
四
月
中
被
告
清
兵
衛
所
持
之
酒
株
三
百
石
之
内
百
五
拾
石
価

銭
六
千
五
百
貫
文
ニ
テ
分
ケ
株
ニ
シ
テ
売
渡
其
砌
列
藩
中
分
株
売
買
不
相
成

依
テ
清
兵
衛
名
前
ニ
致
置
内
実
売
渡
表
向
ハ
三
ヶ
年
間
貸
株
之
趣
ヲ
以
旧
藩

願
済
然
ル
処
同
八
月
中
酒
株
御
改
正
鑑
札
税
金
拾
円
ニ
テ
願
次
第
許
可

相
成
依
之
原
告
ヨ
リ
ハ
主
家
ヨ
リ
清
兵
衛
所
持
ノ
酒
造
株
ニ
テ
譲
受
証
書
ニ
モ

万
一
異
事
出
来
ノ
節
ハ
元
銭
戻
シ
ニ
可
致
筈
記
載
兼
テ
約
定
之
義
ニ
付

速
ニ
元
金
取
返
シ
度
段
申
立
被
告
ヨ
リ
ハ
永
代
売
渡
後
改
正
被
仰
出
候
迚

元
金
可
差
返
筋
無
之
証
書
中
異
事
云
々
ト
記
載
有
之
ハ
他
ヨ
リ
故
障

等
申
出
ル
者
モ
候
上
元
戻
シ
可
致
ト
ノ
意
味
ニ
テ
御
改
正
ハ
一
般
之
義
ニ
付

〔
〇
四
一
Ｂ
〕

買
主
可
損
分
尤
如
何
様
ノ
義
出
来
候
共
酒
造
之
道
相
立
可
遣
條
約

就
テ
ハ
鑑
札
税
金
拾
円
ヲ
相
渡
遍
く
段
申
立
差
縺
相
成
候
義
ニ
テ

（
べ
）

右
ハ
表
向
貸
株
之
積
ヲ
以
旧
松
江
藩
ヘ
願
済
内
実
致
売
買
候
者

双
方
不
束
之
取
計
名
前
不
相
整
内
改
正
相
成
候
義
ニ
付
原
告
ニ
於
テ
モ

関
係
無
之
ト
モ
難
申
又
売
買
後
改
正
之
事
ニ
付
被
告
ヨ
リ
皆
金
可
取
返

訳
モ
無
之
証
書
モ
不
分
明
右
様
ノ
約
定
罷
在
無
程
御
改
正
之
義
ニ
付

株
金
ハ
互
ノ
損
分
ト
為
シ
半
高
銭
三
千
弐
百
五
拾
貫
文
ハ
被
告
ヨ
リ
返
金

示
談
可
致
旨
夫
々
及
理
解
候
処
一
同
承
服
之
上
金
子
取
引
之
義
者

相
対
ニ
テ
延
期
遂
示
談
済
口
証
書
差
出
ス

明
治
七
年
一
月
二
十
日
済

四
六
七

二
〇
一
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〔
〇
四
二
Ａ
〕【
四
一
】【
質
物
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
十
二
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
末
次
□
□
町
Ｉ
Ｉ
Ｙ
德
市
ゟ
同
國

意
宇
郡
枩
江
白
潟
□
町
Ｓ
Ｎ
Ｙ
德
市
ヘ
掛
質
物
差
縺
一
件
」

「
第
四
十
一
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
仲
間
合
出
銀
致
候
ニ
差
支
衣
類
相
預
ケ
置
候
処
間
モ
無

右
預
ヶ
品
主
德
市
ヘ
無
沙
汰
売
払
候
段
不
筋
之
至
ト
及
利
解
置
候

処
取
扱
人
Ｓ
Ｎ
Ｙ
德
市
質
取
主
Ａ
Ｍ
Ｙ
久
太
郎
両
人
ゟ
金
拾
五
両

銭
五
拾
貫
文
訴
訟
方
德
市
ヘ
相
渡
候
積
ニ
テ
双
方
無
申
分
示
談
行
届

候
ニ
付
吟
味
下
之
義
願
出
候
間
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届

置
候
事七

月
十
二
日

相
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
三
Ａ
〕【
四
二
】【
魚
問
屋
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
十
七
日
出
訴

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
町
Ｏ
Ｄ
栄
藏
ゟ
同
町
Ｍ
Ｄ
泰
藏

 *   
１

「
一

 *   
１

「
一

外
両
人
江
相
掛
魚
問
屋
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
四
十
二
番

奉

山
川

安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
往
古
ゟ
魚
問
屋
株
之
義
者
町
役
人
役
徳
ニ
テ
外
ニ

役
料
等
も
無
之
仕
来
ニ
テ
是
迠
年
々
銭
六
拾
貫
文
宛
年
限
中

栄
藏
ゟ
出
銭
之
積
ニ
候
処
近
来
多
分
利
益
ニ
も
相
成
且
銭
相
場
も

相
違
致
候
ニ
付
已
来
一
ヶ
年
銭
百
貫
文
ツ
ヽ
訴
訟
方
栄
藏
ゟ
村

町
役
人
方
ヘ
差
出
候
積
ニ
テ
双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下

願
出
候
依
之
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

七
月
三
日
相
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
四
Ａ
〕【
四
三
】【
田
地
差
縺
一
件
】

壬
申
五
月
十
九
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
枩
江
貫
属
卒
Ｈ
Ｎ
柳
三
郎
ゟ
同
國
神
門
郡

□
□
村
農
Ｕ
Ｎ
市
郎
左
衞
門
ヘ
掛
田
地
差
縺
一
件
」

「
第
四
十
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

 *   
１

「
一

四
六
六

二
〇
〇
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訴
答
共
取
調
候
処
地
所
年
限
中
且
約
定
不
行
届
義
も
有
之
双
方

不
都
合
之
廉
不
少
ニ
付
及
利
解
置
候
処
右
地
所
受
返
シ
候

　
積
双
方
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
依
テ
済
口
證
書
連
暑

取
之
願
之
通
聞
届
候
事

六
月
廿
三
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
五
Ａ
〕【
四
四
】【
売
惣
代
金
滞
一
件
】

壬
申
六
月
十
八
日
出
訴

鳥
取
縣
管
下
伯
耆
國
會
見
郡
□
町
商
Ｈ
Ｎ
幸
吉
外
五

人
ゟ
出
雲
國
能
義
郡
□
□
町
Ｓ
Ｅ
清
藏
ヘ
掛
売
惣
代
金

滞
一
件
」

「
第
四
十
四
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
訴
答
共
取
調
候
処
相
手
清
藏
義
不
審
之
廉
も
有
之
ニ
付
入
牢
申
付
置

（
朱
）追

々
及
糺
問
候
処
盗
金
百
五
拾
両
之
処
金
都
合
悪
敷
故
金
貳
百
五
拾

両
被
盗
取
候
趣
金
主
共
ヘ
偽
置
且
借
財
取
束
も
不
致
欠
落
い
た
し
候

段
不
埒
之
至
ニ
候
得
共
既
ニ
前
非
ヲ
悔
立
帰
候
ニ
付
逃
亡
之
罪
ハ
差
免
シ

 *   
１

「
一

盗
ま
れ
し
金
高
百
両
偽
申
出
候
段
不
束
ニ
付
不
応
ノ
怪
キ
ニ
依
テ

笞
三
十
申
付
償
金
返
済
方
之
儀
者
当
今
方
法
難
相
立
返
済

　
　
方
不
埒
ニ
付
御
規
則
ニ
依
テ
身
代
限
可
申
付
之
処
訴
訟
方
ゟ
猶
予
願

出
示
談
掛
合
之
上
追
テ
相
手
清
藏
家
業
出
精
致
シ
無
利
足
ニ
テ

追
々
返
金
可
致
旨
ニ
テ
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
済
口
證
書
連

暑
状
取
之
願
之
通
聞
届
候
上
右
滞
金
借
用
證
書
并
済
口
吟

〔
〇
四
五
Ｂ
〕

味
下
歎
願
書
共
写
相
添
委
細
鳥
取
縣
ヘ
申
遣
候
事

八
月
晦
日
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
六
Ａ
〕【
四
五
】【
親
よ
り
譲
渡
田
地
證
文
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
廿
五
日
出
訴

出
雲
國
出
雲
郡
□
□
□
村
農
Ｈ
才
次
郎
ゟ
兄
忠
四
郎
ヘ
掛
親
ゟ

譲
渡
田
地
證
文
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
四
十
五
番
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
右
ハ
兄
弟
之
間
柄
ヲ
以
彼
是
分
地
差
縺

 *   
１

「
一

四
六
五

一
九
九
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之
義
ニ
付
人
倫
上
ニ
於
テ
有
間
鋪
次
第
乍
去
弟
才
五
郎
義
ハ
一
ト
方

（
 マ
 マ
 ）

な
ら
ぬ
廃
疾
者
ニ
付
是
迠
争
論
之
義
者
相
互
ニ
捨
置

不
便
ヲ
加
ヘ
生
活
方
法
相
立
候
積
分
地
致
し
遣
し
可
申
旨

厚
ク
及
理
解
候
承
服
之
上
従
前
約
定
之
外
凡
一
反

歩
程
相
増
譲
渡
左
之
通

一

田
畑
合
五
反
四
畝
歩

但

両
所
ニ
テ

〔
〇
四
六
Ｂ
〕

一

田
畑
合
一
反
三
畝
歩
辻

但
Ｆ
Ｋ
□
ニ
于

一

屋
鋪
地
凡
一
畝
歩

但
是
ハ
便
宜
ノ
土
地
ヲ
見
立

合
三
ヶ
所
ハ
兄
Ｈ
忠
四
郎
ゟ
弟
才
五
郎
ヘ
譲
渡
し
同
人

名
前
ニ
致
シ
置
尤
相
互
ノ
為
筋
ニ
候
ヘ
ハ
向
後
右
地
所
若

売
地
又
ハ
質
入
等
致
候
節
ハ
相
談
之
上
取
斗
一
己
ノ
勝
手

ニ
ハ
決
テ
不
相
成
積
リ

一

銭
三
百
貫
文此

金
八
円
三
十
三
銭
三
厘

右
金
子
ハ
才
五
郎
家
作
譲
屋
敷
地
江
引
移
リ
候
節
為
入
用

兄
忠
四
郎
ゟ
差
遣
候
積

前
書
之
通
全
ク
廃
疾
者
ニ
付
恵
ヲ
以
譲
渡
シ
以
来
相
互
ニ
睦
敷
諸
突
合
等
ニ

至
迠
聊
無
随
心
実
意
ニ
相
談
和
順
可
致
積
双
方
無
申
分
示
談
行
届
済
口
証
書

連
署
差
出
候
ニ
付
伺
之
上
吟
味
下
聞
届
候
事

明
治
六
年
二
月
七
日
済

字
Ｋ
Ｊ
□
清
三
郎
前

同
Ｆ
Ｋ
□
政
四
郎
廻
リ
不
残

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
四
七
Ａ
〕【
四
六
】【
預
金
滞
一
件
】

壬
申
六
月
廿
五
日
出
訴

出
雲
國
神
門
郡
□
□
□
村
Ｔ
Ｋ
寺
ゟ
同
國
島
根
郡
枩
江
貫
属

士
族
Ｍ
Ｔ
道
感
同
権
太
夫
江
掛
預
金
滞
一
件
」

「
第
四
拾
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
道
感
存
生
中
預
置
候
得
共
去
辛
未

二
月
依
罪
斬
罪
ニ
相
成
同
人
弟
者
素
ゟ
権
太
夫
方
厄
介
人
之

義
ニ
テ
家
名
者
勿
論
遺
物
等
少
モ
無
之
当
主
権
太
夫
義
ハ

更
ニ
承
知
不
致
義
ニ
付
返
弁
之
道
無
之
本
人
道
感
斬
罪

相
成
上
者
致
方
無
之
段
願
人
Ｔ
Ｋ
寺
代
Ｙ
Ｓ
武
三
郎
ヘ
申
諭

尚
Ｍ
Ｔ
権
太
夫
に
も
及
説
諭
候
処
親
族
之
義
ニ
付
道
感
追
善

之
た
免
ト
シ
テ
金
五
拾
両
Ｔ
Ｋ
寺
ヘ
寄
附
可
致
旨
申
出
候
ニ
付

其
段
Ｔ
Ｋ
寺
ヘ
申
聞
候
事

九
月
廿
九
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

 *   
１

「
一

四
六
四

一
九
八
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〔
〇
四
八
Ａ
〕【
四
七
】【
山
林
売
買
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
廿
九
日
出
訴

出
雲
國
出
雲
郡
□
□
村
農
Ｗ
Ｂ
丈
兵
衛
ゟ
同
國
神
門
郡
□
□
町

農
Ａ
Ｔ
嘉
太
郎
ヘ
掛
山
林
売
買
差
縺
一
件
」

「
第
四
拾
七
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
破
談
之
義
相
互
ニ
不
行
届
約
定
證
書
等
モ
正
ニ
有
之

候
義

ニ
付
約
定
通
相
互
ニ
実
意
ヲ
以
山
木
売
払
候
方
双
方
ノ
利
益
ニ
も
可
相

成
旨

及
利
解
候
処
訴
答
共
承
服
い
た
し
当
春
来
小
山
伐
採
ノ
代
金
清
算

ノ
上
嘉
太
郎
ゟ
丈
兵
衛
ヘ
払
出
シ
残
木
伐
採
之
儀
ハ
都
テ
相
談
之
上
取

計
代
金
丈
兵
衛
六
ト
嘉
太
郎
四
ト
ノ
割
合
ヲ
以
配
分
い
た
し
候
積
ニ
テ

示
談
行
届
双
方
無
申
分
依
之
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
済
口
證
書
連
暑

取
之
願
之
通
聞
届
候
事

六
月
廿
三
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

 *   
１

「
一

〔
〇
四
九
Ａ
〕【
四
八
】【
金
談
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
廿
三
日
出
訴

出
雲
國
大
原
郡
□
□
町
Ｎ
Ｗ
Ｙ
善
市
ゟ
同
國
意
宇
郡
□
□

村
Ｉ
Ｄ
武
左
ヱ
門
ヘ
掛
金
談
差
縺
一
件
」

「
第
四
拾
八
番

奉

山
川

安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
篤
ト
及
利
解
置
候
処
訴
訟
方
善
市
立
替
銭
弐
千

弐
百
四
拾
貫
弐
百
五
拾
弐
文
之
内
半
金
当
申
八
月
廿
八
日
相
手
Ｉ
Ｄ
武

左
エ
門

ゟ
差
出
シ
跡
半
金
ハ
十
一
月
廿
八
日
返
金
ノ
約
定
ニ
テ
皆
済
外
ニ
衣
類

其
外

五
品
相
手
武
左
エ
門
借
用
致
居
候
分
ハ
直
ニ
差
返
シ
候
積
ニ
テ
双
方
無

申
分

内
済
示
談
行
届
候
段
届
出
候
ニ
付
済
口
證
書
取
之
聞
届
候
事

七
月
九
日

相
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
五
〇
Ａ
〕【
四
九
】【
縁
談
差
縺
并
縁
女
荷
物
不
相
返
ニ
付
差
縺
一
件
】

 *   
１

「
一

四
六
三

一
九
七
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壬
申
六
月
廿
七
日
出
訴

出
雲
國
神
門
郡
□
□
□
□
□
村
Ｇ
Ｓ
Ｊ
観
憧
ゟ
同
國
島
根
郡

　
　
松
江
貫
属
士
族
Ｋ
Ｚ
紋
太
夫
江
相
掛
縁
談
差
縺
并
縁
女
荷
物

不
相
返
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
四
十
九
番

奉

山
川

安
國
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
最
早
世
話
人
ノ
不
行
届
ニ
テ
妻
ト
妾
ト
ノ
心
得
違

有
之
ゟ
差
縺
候
儀
ニ
テ
篤
ト
双
方
ヘ
及
利
解
候
処
今
般
更
ニ
離
縁
之
上

荷
物
差
返
候
積
訴
答
共
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
済
口
證
書
取
之

聞
届
候
事

七
月
五
日

相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
五
一
Ａ
〕【
五
〇
】【
酒
株
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
二
日
出
訴

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
町
Ｉ
Ｂ
孫
六
ゟ
同
國
神
門
郡
□
□
町

Ｙ
Ｄ
益
右
衛
門
ヘ
掛
酒
株
差
縺
一
件
」

 *   
１

「
一

 *   
１

「
一

「
第
五
十
番

奉

山
川

安
國
」

（
朱
）

　
　
右
者
出
願
後
示
談
掛
合
之
上
借
受
居
候
酒
株
当
申
夏
造
ゟ

株
主
Ｙ
Ｄ
益
右
衛
門
方
ヘ
差
返
シ
双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
段

届
出
願
人
Ｉ
Ｂ
孫
六
ゟ
願
下
之
義
願
出
候
ニ
付
願
之
通

聞
届
候
事六

月
廿
日

相
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
五
二
Ａ
〕【
五
一
】【
小
田
山
売
買
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
三
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
□
□
町
Ｋ
Ｙ
謙
次
郎
外
壱
人
ゟ
同
國

出
雲
郡
□
□
村
農
Ｗ
Ｂ
丈
兵
衛
ヘ
掛
小
田
山
売
買
之
儀
ニ
付
故

障
人
出
来
差
縺
一
件
」

「
第
五
十
一
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）訴

答
共
取
糺
候
処
右
買
受
候
楯
縫
郡
小
田
山
売
買
之
儀
者
□
□
町

嘉
太
郎
ヘ
差
縺
有
之
地
所
続
同
所
之
義
故
嘉
太
郎
ヘ
ノ
差
縺

 *   
１

「
一

四
六
二

一
九
六
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不
片
付
内
者
故
障
有
之
候
得
共
已
ニ
嘉
太
郎
ヘ
相
掛
候
差
縺
示
談
行

届
候
上
者
少
も
故
障
無
之
趣
相
手
丈
兵
衛
ゟ
申
立
候
ニ
付
其
段
訴
訟

　
　
方
Ｋ
Ｙ
謙
次
郎
ヘ
申
聞
候
事

　
　
　
　
七
月
五
日

相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
五
三
Ａ
〕【
五
二
】【
Ｗ
Ｂ
寺
元
寺
領
田
地
売
買
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
五
日
出
訴

出
雲
國
楯
縫
郡
□
□
町
農
Ｎ
利
右
衛
門
外
弐
人
ゟ
同
國
同
郡

□
□
□
村
吉
右
衛
門
與
右
エ
門
ヘ
掛
Ｗ
Ｂ
寺
元
寺
領
田
地
売
買

差
縺
一
件
」

「
第
五
十
二
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）訴

答
共
一
ト
通
取
糺
候
処
地
主
Ｗ
Ｂ
寺
ヘ
無
沙
汰
ニ
テ
売
地
い
た
し
居

不
都
合
之
廉
も
有
之
ニ
付
戸
長
木
佐
豊
右
衛
門
ヘ
取
扱
申
付

訴
答
并
Ｗ
Ｂ
寺
へ
も
篤
ト
及
利
解
置
候
処
元
銭
壱
万
弐
千

貫
文
願
人
利
右
衛
門
方
ヘ
返
金
シ
地
所
元
戻
シ
之
取
扱
ニ
テ

内
済
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
之
義
訴
答
連
暑
状
并
戸
長
木

 *   
１

「
一

佐
豊
右
衛
門
ゟ
添
書
ニ
テ
願
出
候
ニ
付
願
之
通
聞
届
候
事

八
月
廿
二
日
相
済  
㊞ 
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
五
四
Ａ
〕【
五
三
】【
元
社
領
売
地
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
八
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
□
□
□
□
村
祠
掌
Ｍ
Ｏ
千
年
ゟ
同
國
楯

縫
郡
□
□
村
太
八
ヘ
掛
元
社
領
売
地
差
縺
一
件
」

「
第
五
十
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
一
件
訴
答
共
一
同
篤
ト
取
調
候
処
右
地
所
去
ル
文
久
元
酉
年*   
２

中

Ｍ
Ｏ
美
濃
ゟ
大
原
郡
□
□
町
Ｊ
Ｒ
寺
へ
譲
渡
同
寺
ゟ
□
□
村

Ｎ
Ｏ
林
三
郎
傅
太
郞
両
人
江
売
渡
十
ヶ
年
余
も
相
立
去
辛
未

年
中*   
３

旧
松
江
縣
ニ
於
テ
上
地
調
之
節
も
林
三
郎
傅
太
郎
両
人

所
持
ト
相
定
置
候
義
も
有
之
元
来
旧
社
寺
朱
印
地
除
地
等
ハ

勝
手
ニ
売
買
不
相
成
処
國
風
ニ
テ
従
前
ゟ
右
様
売
事
仕
来

不
都
合
之
至
乍
去
十
ヶ
年
余
も
相
立
候
儀
ニ
付
Ｍ
Ｏ
千
年
方

ニ
テ
故
障
筋
可
申
立
訳
無
之
段
及
理
解
候
処
一
同
承

 *   
１

「
一

四
六
一

一
九
五
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〔
〇
五
四
Ｂ
〕

服
之
上
世
話
人
多
八
江
相
渡
置
候
金
銭
者
不
残
願
人
千
年

（
マ
マ
）

　
　
方
ヘ
差
返
シ
右
地
所
者
林
三
郎
傅
太
郎
両
人
江
相
渡
可
申
積

双
方
無
申
分
示
談
行
届
済
口
證
書
連
暑
差
出
シ
吟
味
下
ケ

願
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

明
治
六
年
一
月
十
八
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
（
辛
酉
）
一
八
六
一
年

*   
３

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

〔
〇
五
五
Ａ
〕【
五
四
】【
夏
艸
苅
場
之
儀
ニ
付
争
論
一
件
】

壬
申
七
月
八
日
出
訴

出
雲
國
大
原
郡
□
□
村
Ｍ
Ｂ
城
角
ゟ
夏
艸
苅
場
之
儀

ニ
付
下
□
□
村
上
□
□
村
争
論
一
件
」

「
第
五
十
四
番

奉

鶴
岡
権
少
属
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
者
上
□
□
村
Ｏ
Ｔ
十
郎
右
衞
門
外
貳
拾
壱
人
ゟ
下
□
□
村
農
Ｕ
Ｔ
Ｍ

宇
兵
衛
外
貳
拾
人
ヘ
掛
ル
一
件
ニ
テ
去
ル
卯
年*   
２

ゟ
争
論
ヲ
生
シ
旧
縣

 *   
１

「
一

出
役

ヲ
始
戸
長
其
外
他
郡
役
人
迠
も
百
方
教
諭
取
扱
候
得
共
双
方

承
引
不
致
及
出
訴
候
義
ニ
付
今
般
実
地
検
分
之
上
双
方
篤

ト
取
糺
シ
且
證
書
等
検
査
お
よ
ひ
候
処
右
争
論
地
往
古
ゟ
田
畑

瀁
山
ニ
附
添
居
候
ニ
付
別
段
野
税
ハ
無
之
候
得
共
田
畑
売
買
之
節
ハ

相
当
分
賦
券
面
ヘ
記
載
有
之
依
テ
田
方
植
付
前
塘
草
苅

取
之
儀
者
更
ニ
争
論
無
之
夏
艸
ノ
ミ
紛
論
致
し
上
□
□
百
姓
共
ゟ

ハ
往
古
ゟ
入
合
苅
来
之
趣
申
張
證
書
ハ
無
之
下
□
□
百
姓
共
ゟ
ハ

入
合
苅
来
者
無
之
段
申
立
寛
政
年
中*   
３

ノ
野
論
済
口
證
書

有
之
候
得
共
右
ハ
□
□
村
ゟ
下
□
□
ヘ
掛
候
一
件
ニ
テ
上
□
□
百
姓
共

〔
〇
五
五
Ｂ
〕

調
印
無
之
故
確
證
と
も
難
致
上
□
□
ゟ
入
込
数
年
苅
来
ニ
も

相
違
無
之
乍
去
地
所
ハ
全
ク
下
□
□
分
ニ
テ
寛
政
年
中
證
書
ヲ
以

大
略
相
分
候
ニ
付
今
般
字
ゴ
ヒ
ン
マ
ツ
ゟ
西
ノ
方
ハ
下
□
□
持
ト
定
メ

上
□
□

百
姓
共
ゟ
夏
艸
苅
込
間
敷
同
南
ノ
方
大
ゾ
子
境
ゟ
北
ノ
方
是
迠

之
通
入
合
ニ
シ
テ
夏
艸
苅
取
候
て
相
互
ニ
近
傍
持
添
地
も
有
之

双
方
便
利
可
相
成
旨
篤
ト
理
解
申
聞
候
処
訴
答
一
同
承
服
之
上

更
ニ
密
図
相
認
メ
済
口
證
書
為
取
整
已
来
聊
異
存
無
之
示

談
行
届
候
趣
ヲ
以
済
口
證
書
絵
図
面
共
連
暑
差
出
吟
味
下
願

出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

四
六
〇

一
九
四
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*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

慶
応
三
（
丁
卯
一
八
六
七
）
年

   *   
３  
西
暦
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
年

〔
〇
五
六
Ａ
〕【
五
五
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
七
月
九
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
枩
江
白
潟
□
町
商
Ｕ
Ｙ
庄
兵
衛
ゟ
同
國
神
門
郡

□
□
町
商
Ｆ
Ｍ
勘
左
衛
門
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
五
十
五
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
糺
候
処
寛
政
年
中*   
２

相
手
勘
左
衛
門
方
難
渋
之
節

兄
弟
之
儀
故
訴
訟
方
祖
父
Ｕ
Ｙ
庄
兵
衛
方
ニ
テ
身
代
仕
法
世
話
中

ニ
テ
諸
借
金
引
受
相
賄
居
年
限
相
立
候
上
者
諸
借
財
ニ
不
抱
諸
家

督
家
財
共
Ｆ
Ｍ
勘
左
衛
門
方
ヘ
可
差
返
と
の
約
定
年
限
中
ノ
借
用

證
書
ニ
付
右
年
限
相
立
家
督
差
返
候
節
ニ
テ
取
消
ニ
相
成
候
次
第
且
ハ
三

十
年
余
以
前
之
儀
御
取
揚
不
相
成
候
得
共
寛
政
年
中
厚
ク
世
話

相
成
候
義
も
有
之
当
今
庄
兵
衛
方
難
渋
ニ
就
者
親
類
ニ
テ
相
互
ノ
義
故

実
意
之
示
談
可
致
旨
及
利
解
候
処
双
方
共
承
伏
ニ
テ
今
般
相
手
勘

左
衛
門
ゟ
銭
三
千
貫
文
先
年
ノ
為
報
恩
訴
訟
方
庄
兵
衛
方
ヘ
差
遣
シ

猶
已
来
親
類
突
合
等
都
テ
従
前
之
通
実
意
ノ
場
ニ
復
シ
訴
答
共
無

 *   
１

「
一

申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
願
出
依
之
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通

〔
〇
五
六
Ｂ
〕

聞
届
双
方
ノ
證
書
元
戻
シ
為
致
已
来
右
一
件
ニ
付
争
論
ヲ
不
生
様
都
テ

右
関
係
ノ
書
類
為
差
返
候
事

八
月
晦
日

相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
年

〔
〇
五
七
Ａ
〕【
五
六
】【
馬
売
渡
代
金
滞
一
件
】

壬
申
七
月
十
二
日
出
訴

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
Ｉ
Ｉ
茂
助
外
貳
人
ゟ
北
條

作
州
□
□
□

Ｋ
Ｎ
亀
吉
ヘ
相
掛
馬
売
渡
代
金
滞
一
件
」

「
第
五
十
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

「
Ｉ
Ｉ
茂
助
ト
外
貳
人
ト
差
縺
有
之
ニ
付
追
々
取
調
候
処
廣
瀬
町
貫
属
卒

（
朱
）隠

居
Ｍ

Ｓ
八
右
衛
門
ト
申
者
仲
人
ニ
テ
引
受
居
候
訳
も
有
之
ニ
依
テ
同
人
并
茂
助

弐
人
之
方
ゟ
一
人

 *   
１

「
一

（
　
） 
１４縣
下

四
五
九

一
九
三
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附
北
條
縣
ヘ
罷
出
度
趣
ニ
付
其
段
聞
届
且
相
手
亀
吉
全
ク
欺
偽
ニ
テ
馬
借

受
候

趣
ニ
付
願
書
并
添
書
共
相
渡
置
候
事

十
月
七
日
」

右
者
北
條
縣
ニ
於
テ
取
調
之
上
相
手
Ｋ
Ｎ
亀
吉
不
埒
ニ
付
身
代
限
取
立

金
七
両
三
分
受
取
罷
帰
候
得
共
元
金
五
拾
七
両
余
ニ
テ
受
取
金
些
少
故
願
人

茂
助
共
承
引
不
致
去
未
十
一
月
Ｍ
Ｓ
八
右
衛
門
引
受
居
候
廉
ヲ
以
残
金

八
右
衛
門
ゟ
受
取
可
申
段
申
張
候
得
共
證
書
も
無
之
全
体
茂
助
両
人
ゟ

〔
〇
五
七
Ｂ
〕

亀
吉
ヘ
売
渡
代
金
滞
候
ゟ
破
談
相
成
候
節
扱
ニ
立
入
受
込
候
迠
ニ
テ

借
主
ニ
無
之
故
残
金
不
残
可
為
払
出
筋
も
無
之
尤
去
辛
未
年*  
２
ゟ
作
州

□
□
□
迠
両
度
罷
越
亀
吉
ゟ
金
拾
四
両
為
経
費
受
取
居
候
ニ
付

今
般
受
取
候
分
ヲ
合
シ
金
貳
拾
壱
両
三
分
八
右
衛
門
ゟ
茂
助
両
人
ヘ
渡

其
後
ハ
茂
助
共
検
分
八
右
衛
門
も
受
人
相
成
候
故
作
州
ヘ
罷
越
候

費
用
丈
ケ
損
分
可
致
旨
理
解
申
聞
候
処
一
同
承
服
之
上

今
般
金
四
両
相
渡
し
残
金
拾
七
両
三
分
来
ル
一
月
十
七
日
限
相
手

八
右
衛
門
ゟ
茂
助
共
ヘ
払
出
候
積
双
方
無
申
分
示
談
行
届
済
口

證
書
連
暑
差
出
シ
願
下
之
儀
歎
願
ニ
付
伺
之
上
聞
届

候
事

十
一
月
廿
八
日

相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*  
２

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

〔
〇
五
八
Ａ
〕【
五
七
】【
改
百
姓
席
順
等
ニ
付
故
障
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
廿
日
出
訴

出
雲
國
大
原
郡
□
□
村
農
Ｋ
Ｋ
助
市
後
家
か
る
ゟ
同
村
庄
屋

熱
田
又
兵
衛
ヘ
相
掛
改
百
姓
席
順
并
同
村
農
Ｋ
Ｋ
栄
左
衛
門
買
受
候
村
山

油
木
売
払
之
儀
ニ
付
故
障
差
縺
一
件
」

「
奉

鶴
岡

瞪

第
五
十
七
番
」

（
朱
）訴

答
共
取
糺
候
処
又
兵
衛
ヘ
掛
改
百
姓
席
順
之
儀
者
当
時
又
兵
衛
義
ハ

庄
屋
役
ヲ
も
相
勤
居
且
聊
壱
名
ノ
義
ニ
テ
除
名
ト
云
訳
ニ
モ
無
之
互
ニ

義
ヲ
以
ス
レ
ハ
可
譲
筈
ノ
処
却
テ
村
役
人
ヲ
相
手
取
婦
人
ノ
身
ニ
テ
出
訴

い
た
し
不
束
ノ
至
ト
当
今
ノ
時
勢
能
々
教
諭
之
上
右
廉
ハ
御
取
揚
ケ

不
相
成
旨
厚
ク
申
聞
願
出
下
渡
候
事

一

Ｋ
Ｋ
栄
左
衛
門
買
受
候
村
山
故
障
之
儀
ハ
條
理
相
立
候
儀
ニ
付
追
テ

可
及
沙
汰
旨
申
聞
一
ト
先
帰
村
申
付
候
事

右
一
件
山
林
之
義
ニ
付
差
縺
之
廉
取
調
候
処
右
林
山
ハ
数
十

年
前
栄
左
衛
門
方
ゟ
村
方
ヘ
売
渡
置
候
義
ニ
付
元
戻
し
取
斗
候

〔
〇
五
八
Ｂ
〕

 *   
１

「
一

四
五
八

一
九
二
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得
共
価
不
当
之
趣
ヲ
以
一
同
ヨ
リ
今
般
故
障
申
出
右
ハ
四
年
前
未

年

姓
入
札
之
上
価
取
極
売
渡
置
候
ヘ
共
村
方
一
同
ヘ
相
談
不
致
故

差
縺
相
成
候
義
ニ
テ
従
来
之
仕
来
ト
ハ
乍
申
頭
百
姓
取
斗
方

不
宜
村
方
一
同
ニ
テ
持
居
候
山
林
売
買
ニ
就
而
ハ
一
同
熟

議
承
引
之
上
な
ら
て
ハ
難
相
成
旨
及
理
解
候
処
頭
百
姓

一
同
承
服
村
方
和
熟
之
為
メ
右
買
請
候
山
林
ハ
其
侭
栄
左
衛
門
ゟ

元
戻
し
可
致
積
双
方
無
申
分
示
談
行
届
且
村
持
田
畑
山
林
等

銘
々
ヘ
分
ケ
向
之
義
願
出
候
ヘ
共
前
書
之
通
双
方
和
順
相
成

上
ハ
往
々
為
筋
相
成
候
様
一
同
評
決
之
上
連
印
不
願
出
而
ハ
御
沙
汰

ニ
難
被
及
旨
及
理
解
候
処
承
知
之
上
双
方
申
分
無
之
已
来
一
同

相
談
之
上
双
方
為
筋
相
成
候
様
方
法
ヲ
立
差
縺
ケ
間
敷
一
切

無
之
様
相
互
ニ
実
意
ヲ
尽
シ
可
申
積
済
口
証
書
連
署
差
出
し
候
ニ
付

伺
之
上
吟
味
下
聞
届
候
事

明
治
六
年
二
月
四
日
済

*   
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
五
九
Ａ
〕【
五
八
】【
山
林
売
買
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
廿
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
枩
江
□
□
町
貫
属
卒
Ｈ
Ｎ
武
藏
ゟ
同
國

出
雲
郡
□
□
村
農
Ｗ
Ｂ
丈
兵
衛
へ
掛
山
林
売
買
之
儀
ニ
付
差

縺
一
件
」

（
　
）
１５頭
百

 *   
１

「
一

「
第
五
十
八
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

　
　
訴
答
共
篤
ト
取
糺
候
処
Ｈ
Ｎ
武
造
方
ヘ
買
議
定
不
行
届
丈
兵
衛

（
マ
マ
）

不
承
知
ニ
付
篤
ト
及
利
解
候
処
□
□
村
ヘ
嘉
太
郎
ヘ
相
預
置
候

銭
八
百
貫
文
当
十
月
十
五
日
限
リ
嘉
太
郎
ゟ
元
戻
シ
之
積
ニ
テ

示
談
行
届
候
段
届
出
候
ニ
付
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通

吟
味
下
い
た
し
候
事

一

神
門
郡
□
□
町
船
大
工
栄
三
郎
ヘ
右
山
売
渡
之
儀
者
去
辛

未
十
月
限
ノ
約
定
之
処
追
ニ
日
追
い
た
し
置
当
申
三
月
迠

種
々
掛
合
候
得
共
山
代
金
払
出
シ
不
申
ニ
付
無
拠
他
所
ヘ
右
山

売
渡
候
得
共
双
方
談
事
不
行
届
廉
篤
ト
及
利
解
候
処

〔
〇
五
九
Ｂ
〕

今
般
山
代
金
内
千
貳
百
貫
文
受
取
候
内
銭
六
百
貫
文
相
手
丈
兵
衛

嘉
太
郎
両
人
ゟ
十
月
十
日
限
栄
三
郎
方
ヘ
相
渡
候
積
ニ
テ
双
方

無
申
分
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
済
口
證
書
連
暑
取

之
願
之
通
聞
届
候
事

一

出
雲
郡
□
□
□
村
元
三
郎
外
三
人
右
小
田
山
仲
間
合
之
旨
申

出
候
得
共
約
定
證
書
も
無
之
ニ
付
篤
ト
利
解
之
上
村
役
人
共
ニ
テ
取
扱

可
致
旨
申
付
願
書
下
渡
候
事

四
五
七

一
九
一
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一

Ｗ
Ｂ
丈
兵
衛
□
□
村
嘉
太
郎
山
代
金
算
用
差
縺
之
義
ハ
約
定

證
書
も
無
之
不
都
合
之
廉
有
之
候
間
篤
ト
利
解
之
上
相
対
勘

　
　
定
決
算
可
致
旨
申
聞
候
事

　
　
　
　
九
月
廿
九
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*   
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
〇
Ａ
〕【
五
九
】【
家
作
売
買
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
廿
四
日
出
訴

出
雲
國
飯
石
郡
□
□
□
町
商
Ｍ
Ｕ
Ｙ
丈
助
ゟ
同
國
同
郡
□
□
□

村
Ｈ
Ｉ
文
十
ヘ
掛
家
作
売
買
差
縺
一
件
」

「
第
五
十
九
番

奉

鶴
岡
権
少
属
」

（
朱
）

右
一
件
双
方
篤
ト
取
調
候
処
去
ル
庚
午
年*   
２

十
二
月
中
右
家
作
□
□
□
町

Ｍ
Ｎ
三
根
助
ヘ
売
渡
然
ル
処
右
ハ
先
祖
伝
来
ノ
家
作
ニ
付
売
事

難
致
趣
ヲ
以
文
十
ゟ
破
談
申
出
依
之
更
ニ
家
賃
取
極
三
根
助
ヘ
貸
渡

若
後
日
売
払
候
節
ハ
時
ノ
相
場
ヲ
以
三
根
助
ヘ
可
譲
渡
旨
約
定
致
し

破
談
相
成
其
後
一
応
断
も
不
致
Ｍ
Ｕ
丈
助
ヘ
右
家
作
売
渡
候
故
庚

午
十
二
月
約
定
ノ
場
ヲ
以
三
根
助
ゟ
故
障
申
出
差
縺
相
成
候
義
ニ
テ
文
十

 *   
１

「
一

丈
助
不
行
届
廉
有
之
依
テ
丈
助
ヘ
売
渡
之
義
ハ
破
談
元
戻
シ
之
上

今
般
更
ニ
至
当
ノ
代
銭
ヲ
以
文
十
ゟ
三
根
助
ヘ
売
渡
従
来
住
居
人
Ｔ
Ｎ

米
藏
ヘ
為
譲
替
尤
丈
助
も
差
掛
居
所
無
之
難
渋
可
相
成
処
幸
ヒ
右

家
作
二
軒
ニ
相
成
居
候
ニ
付
代
銭
相
当
ノ
割
合
ヲ
以
明
家
之
分
一
軒
丈
助

ヘ
譲
渡
住
居
為
致
可
申
旨
篤
ト
理
解
申
聞
候
処
双
方
一
同
承
服
之
上

〔
〇
六
〇
Ｂ
〕

丈
助
ヘ
売
渡
候
義
者
破
談
元
戻
シ
之
上
更
ニ
代
銭
千
五
百
貫
文
ニ
テ

文
十
ゟ
三
根
助
ヘ
売
渡
其
侭
代
銭
割
合
ヲ
以
米
藏
丈
助
両
人
ヘ
為
譲

替
候
積
双
方
無
申
分
示
談
行
届
済
口
證
文
連
暑
差
出
シ
吟
味
下

願
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

*   
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年

〔
〇
六
一
Ａ
〕【
六
〇
】【
□
□
川
魚
漁
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
廿
七
日
租
税
課
上
村
行
雄
ゟ
附
送
ル

出
雲
國
秋
鹿
郡
□
□
□
村
農
Ｓ
Ｄ
清
右
衛
門
外
四
拾
九
人
ゟ
同
村
農

Ｋ
Ｔ
紋
助
外
貳
拾
六
人
ヘ
相
掛
□
□
川
魚
漁
差
縺
一
件
」

「
第
六
十
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

 *   
１

「
一

四
五
六

一
九
〇
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訴
答
共
取
調
候
処
□
□
川
漁
業
之
儀
Ｋ
Ｔ
紋
助
始
外
貳
拾
六
人
ニ
テ
無

謂
仕
来
故

Ｓ
Ｄ
清
右
衛
門
外
四
拾
九
人
ノ
方
自
然
難
渋
相
成
一
村
内
ニ
テ
争
論
ヲ

生
シ
候
ニ
付
双
方

證
拠
等
取
糺
候
処
税
銭
モ
無
之
小
人
数
ニ
テ
漁
業
可
致
訳
柄
更
ニ
無
之

ニ
付

素
ゟ
□
□
村
中
ノ
川
ニ
候
得
者
村
中
一
流
ニ
テ
漁
業
可
致
義
勿
論
公
平

之
儀
ト
再
応
説
諭
及
候
処
訴
答
共
承
服
い
た
し
□
□
村
地
中
ノ
川
ニ
テ

漁
場
三
ヶ
所
有
之
ニ
付
村
民
七
十
七
軒
ヲ
三
分
シ
一
番
二
番
三
番
ト

廿
五
六
人
宛
一
ト
組
ニ
シ
テ
漁
場
一
ヶ
所
一
ヶ
年
ツ
ヽ
ノ
交
代
ニ
テ
村
中

一
同
相
互
ニ

利
ヲ
得
ル
ヤ
ウ
実
意
営
業
可
致
積
双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味

下
願
出
候
依
之
済
口
證
書
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

八
月
四
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*   
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
二
Ａ
〕【
六
一
】【
正
金
質
入
受
戻
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
廿
七
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
末
次
□
□
町
畳
屋
松
太
郎
ゟ
同
□
町

 *   
１

「
一

Ｔ
Ｍ
Ｙ
嘉
兵
衛
外
壱
人
江
相
掛
正
金
質
入
受
戻
之
儀
ニ
付
差

縺
一
件
」

「
奉

鶴
岡

瞪

第
六
十
一
番
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
質
入
後
年
数
も
相
立
受
戻
シ
限
月
相
過

双
方
等
閑
ニ
い
た
し
置
不
都
合
之
廉
も
有
之
間
篤
ト
利
解

之
上
戸
長
平
田
甚
助
Ｎ
Ｇ
五
郎
兵
衛
ヘ
取
扱
申
付
置
候
処
今
般

銭
貳
百
貫
文
相
手
Ｋ
Ｚ
佐
助
ゟ
差
出
し
候
積
ニ
テ
双
方
無
申
分

示
談
行
届
候
段
届
出
候
ニ
付
願
之
通
聞
届
吟
味
下
い
た
し
候
事

十
月
四
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
三
Ａ
〕【
六
二
】【
金
談
差
縺
一
件
】

壬
申
七
月
廿
七
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
松
江
白
潟
□
□
町
商
Ｔ
Ｄ
為
藏
ゟ
同
□
□
□

町
Ｓ
Ｂ
Ｙ
忠
藏
ヘ
掛
金
談
差
縺
一
件
」

「
奉

鶴
岡

瞪

第
六
十
二
番
」

（
朱
）

 *   
１

「
一

四
五
五

一
八
九
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訴
答
共
取
調
候
処
全
ク
質
入
之
儀
ニ
テ
願
人
為
藏
義
者
質
渡
世

罷
在
至
当
之
代
銭
貸
渡
其
後
下
厳
質
物
受
返
し
方

難
致
旨
相
手
忠
藏
ゟ
申
立
右
買
入
代
金
等
取
調
候
得
共
全
ク

質
主
不
都
合
之
義
も
無
之
仮
令
質
屋
ニ
テ
損
毛
有
之
候
迚

無
拠
次
第
質
法
及
説
諭
候
処
承
服
い
た
し
済
口
證
書

差
出
し
已
来
異
存
無
之
段
申
出
候
ニ
付
聞
届
候
事

九
月
廿
七
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
四
Ａ
〕【
六
三
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
七
月
廿
八
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
松
江
白
潟
□
町
商
Ｍ
Ｙ
忠
助
ゟ
同
國
神
門
郡

□
□
町
Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
愛
助
へ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
六
十
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

取
調
候
処
右
ハ
愛
助
偽
ヲ
以
借
出
候
義
ニ
テ
右
愛
助
入
牢
吟
味
中
也

右
者
篤
ト
吟
味
い
た
し
候
処
全
ク
相
対
借
貸
ニ
テ
愛
助
義
難
渋
者
ニ
テ
現
今

 *   
１

「
一

返
金
之
手
段
無
之
ニ
付
依
之
願
人
忠
助
ヘ
篤
ト
利
解
之
上
追
テ
時
節
ヲ

見
合
セ
当
人
ゟ
可
受
取
趣
申
聞
承
服
い
た
し
候
ニ
付
愛
助
ヘ
も
能
々
返
弁

　
方
申
聞
双
方
異
存
無
之
趣
ニ
付
吟
味
下
い
た
し
候
事

「
十
一
月
廿
七
日
相
済
」

（
朱
）*  

１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
五
Ａ
〕【
六
三－

【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
七
月
廿
八
日
出
訴

出
雲
國
枩
江
住
貫
属
士
族
Ｔ
Ｋ
左
之
衛
ゟ
鳥
取
縣
管
内
隠
岐

□
町
Ｕ
Ｙ
武
右
衛
門
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
六
十
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
願
書
相
添
添
書
共
願
人
江
相
渡
米
子
鳥
取
縣
出
張
所
ヘ

（
朱
）罷

出
候
様
申
付
置
候
処
其
後
仲
済
人
立
入
是
非
示
談

致
度
已
来
右
一
件
ニ
付
御
願
ケ
間
敷
義
決
而
無
之
間
御
添
書

返
上
願
書
御
下
被
下
度
旨
訴
訟
方
Ｔ
Ｋ
左
之
衛
ゟ
願
出
候
ニ
付

願
之
通
聞
届
書
類
下
渡
候
事

（
　
） 
１６２
】

 *   
１

「
一

（
　
）
１７国

四
五
四

一
八
八
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八
月
七
日 
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１ 
朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
六
Ａ
〕【
六
四
】【
金
札
売
買
議
定
差
縺
一
件
】

壬
申
八
月
三
日
出
訴

出
雲
國
神
門
郡
矢
尾
村
副
戸
長
飯
塚
喜
左
衛
門
ゟ
同
國
枩
江

末
次
□
町
Ｎ
Ｇ
Ｙ
林
兵
衛
外
五
人
江
掛
金
札
売
買
議
定
差

縺
一
件
」

「
第
六
十
四
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

右
一
件
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
壬
申
五
月
中
金
札
千
八
百
五
十
両

相
手
Ｎ
Ｇ
Ｙ
林
兵
衛
外
五
人
ゟ
願
人
飯
塚
喜
左
衛
門
ヘ
買
議
定
い
た
し

内
金
都
合
百
七
十
両
ト
銭
二
百
貫
文
相
渡
置
候
処
其
後
壬
申
五
月*   
２

中
再
ヒ
銭
相
場
一
定
ノ
御
沙
汰
有
之
候
ニ
付
彼
是

差
縺
相
成
候
義
ニ
而
全
体
金
銭
売
買
ハ
不
相
成
候

規
則
且
去
ル
辛
未
七
月
十
四
日*   
３

之
相
場
ヲ
以
一
定
ノ

御
沙
汰
有
之
後
下
々
ニ
テ
私
ニ
高
下
ノ
取
引
い
た
し
候
ニ
付

〔
〇
六
六
Ｂ
〕

未
相
済
候
て
濱
田
縣
ゟ
伺
済
之
通
双
方

 *   
１

「
一

共
夫
々
処
置
可
及
候
ヘ
共
出
訴
前
既
ニ

入
金
元
戻
し
取
引
相
済
候
儀
ニ
付
右
ハ
取
揚

裁
判
ニ
難
及
段
申
聞
以
来
出
訴
い
た
す

間
敷
旨
証
書
差
出
し
候
ニ
付
吟
味
下
聞
届
候
事

明
治
六
年
二
月
廿
七
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

明
治
五
（
壬
申
）
年

*   
３

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年

〔
〇
六
七
Ａ
〕【
六
五
】【
酒
売
事
差
縺
一
件
】

壬
申
八
月
二
日
出
訴

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
Ｆ
Ｄ
宇
右
衛
門
ゟ
同
國
意
宇
郡
松
江

□
町
Ａ
Ｔ
Ｙ
源
市
外
貳
人
江
相
掛
酒
売
事
差
縺
一
件
」

「
第
六
十
五
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
Ｆ
Ｄ
宇
右
衛
門
不
行
届
ニ
テ
元
方
売
事
破
談
不
相
成

内
ニ
仲
間
ヘ
破
談
之
挨
拶
抔
申
聞
候
儀
も
有
之
旁
不
都
合
ニ
付
最
早
ノ

約
定
通
取
引
可
致
旨
及
利
解
置
候
処
酒
百
石
宇
右
衛
門
引
受
候

 *   
１

「
一

四
五
三

一
八
七
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而
者
差
支
候
義
も
有
之
ニ
付
五
拾
石
引
受
都
テ
約
定
通
受
取
渡
致

双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付
吟
味
下
之
義
願
出
依
之
済
口
證
書

連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
候
事

八
月
十
二
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
八
Ａ
〕【
六
六
】【
売
掛
金
滞
裁
許
後
約
定
違
変
ニ
付
再
訴
一
件
】

壬
申
八
月
五
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
枩
江
白
潟
□
町
Ｈ
Ｕ
為
右
衛
門
ゟ
濱
田
縣
下

石
州
□
□
□
港
商
Ｎ
Ｏ
專
次
郎
ヘ
掛
売
掛
金
滞
裁
許
済
之
処

約
定
違
変
ニ
付
再
訴
一
件
」

「
第
六
十
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
一
通
取
糺
候
処
当
申
七
月
皆
金
四
百
五
拾
両
可
受
取
筈
約
定

（
朱
）相

成
候
段
濱
田
縣
ゟ
先
般
申
越
候
義
も
有
之
ニ
付
願
書
并

添
書
共
相
渡
願
人
差
添
人
共
差
出
候
事
」

「
一
八
月
廿
四
日
皆
金
受
取
事
済
相
成
候
趣
濱
田
縣
大
森
出
張
所
ゟ
報

（
朱
）

 *   
１

「
一

答
有
之
其
段
願
人
Ｈ
Ｕ
為
右
衛
門
ゟ
も
届
出
候
ニ
付
聞
届
置
候
事

八
月
廿
五
日
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
六
九
Ａ
〕【
六
七
】【
売
事
差
縺
一
件
】

壬
申
八
月
七
日
出
訴

鳥
取
縣
管
内
伯
耆
國
日
野
郡
□
□
村
農
Ｓ
Ｄ
周
藏
ゟ
雲
州

能
義
郡
□
□
□
村
農
Ｓ
Ｄ
重
左
衞
門
へ
掛
売
事
差
縺
一
件
」

「
第
六
十
七
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
訴
答
共
取
調
候
処
相
手
Ｓ
Ｄ
重
左
衛
門
不
筋
之
義
有
之
間
厳
敷

（
朱
）及

利
解
候
処
元
金
百
七
両
外
ニ
金
八
両
元
金
ノ
利
分
ト
シ
テ
差
出
シ

都
合
金
百
拾
五
両
之
内
金
四
拾
両
当
八
月
限
残
七
十
五
両
来
ル

十
月
廿
日
限
リ
返
金
皆
済
之
積
ニ
テ
双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
ニ
付

吟
味
下
ノ
義
願
出
依
之
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
置

済
口
證
書
写
相
添
其
段
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ヘ
申
遣
候
事

八
月
十
五
日
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

 *   
１

「
一

四
五
二

一
八
六
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*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
〇
Ａ
〕【
六
八
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
八
月
九
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
枩
江
□
□
町
貫
属
卒
Ｍ
Ｂ
茂
七
ゟ
同
国
神

門
郡
□
□
町
Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
愛
助
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
六
十
八
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

一
ト
通
取
糺
候
処
相
手
愛
助
欺
偽
ニ
テ
借
出
シ
候
趣
右
愛
助
外
不
埒

之
儀
も
有
之
入
牢
申
付
吟
味
中
ニ
候
事

右
一
件
篤
ト
取
調
候
処
全
ク
相
対
貸
金
ニ
候
得
共
現
今
愛
助
返
弁

之
手
段
無
之
ニ
付
其
段
申
聞
候
処
追
テ
時
節
ヲ
見
合
当
人
ゟ
取
立

度
候
間
吟
味
下
い
た
し
呉
候
様
願
人
ゟ
申
出
候
ニ
付
吟
味
下
い
た
し
候
事

十
一
月
廿
五
日
相
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

 *   
１

「
一

〔
〇
七
一
Ａ
〕【
六
九
】【
田
地
売
買
差
縺
一
件
】

壬
申
八
月
十
二
日
出
訴

一

出
雲
國
島
根
郡
□
□
□
村
農
Ａ
Ｄ
兵
右
エ
門
ゟ
同
國
能

義
郡
□
□
村
庄
藏
外
壱
人
江
掛
田
地
売
買
差
縺
一
件

「
第
六
十
九
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
取
調
候
処
地
所
売
買
ニ
付
村
役
人
始
下
作
人
共
ヘ
一
応
ノ
断
も

不
致
譲
受
候
段
双
方
不
行
届
不
都
合
之
廉
有
之
間
双
方
ヘ

一
ト
通
利
解
之
示
談
申
付
置
候
事

〔
〇
七
二
Ａ
〕【
七
〇
】【
質
物
差
縺
一
件
】

壬
申
八
月
十
三
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
□
□
□
村
Ｆ
Ｓ
長
藏
ゟ
同
郡
□
□
村
農

藤
左
衛
門
ヘ
掛
質
物
差
縺
一
件
」

「
第
七
十
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

訴
答
共
一
ト
通
取
調
候
処
右
ハ
全
ク
神
門
郡
□
□
町
Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
愛
助

偽
ヲ
以
横
取
い
た
し
候
義
ニ
テ
右
愛
助
入
牢
吟
味
中
ニ
有
之
候
事

 *   
１

「
一

四
五
一

一
八
五
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右
者
全
ク
愛
助
偽
ヲ
以
品
物
借
受
其
後
無
断
預
品
売
払
全
ク

衒
ニ
付
貸
主
損
分
相
成
候
旨
願
人
て
ふ
ヘ
申
聞
候
事

十
一
月
廿
五
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
三
Ａ
〕【
七
一
】【
社
木
伐
採
之
由
ニ
付
訴
一
件
】

壬
申
八
月
十
九
日
出
訴

出
雲
國
大
原
郡
□
□
□
村
祠
掌
Ｏ
Ｇ
登
喜
之
助
社

木
伐
採
之
由
氏
子
一
同
ゟ
訴
出
一
件
」

「
第
七
十
一
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

双
方
一
ト
通
取
調
候
処
相
対
示
談
い
た
し
度
旨
申
出
候
ニ
付
聞
届
置
候
事

取
調
候
処
原
告
ヨ
リ
ハ
村
社
宇
佐
八
幡
社
内
之
伐
木
い
た
し
候
段

申
立
被
告
ヨ
リ
ハ
社
地
ニ
ハ
無
之
地
続
自
分
持
山
林
ニ
テ
伐
木
い
た
し

候
段
申
立
差
縺
相
成
候
義
之
処
畢
竟
原
被
従
来
不
和
ヨ
リ
生
シ

候
一
件
ニ
付
相
互
ニ
実
意
ヲ
以
和
熟
可
致
旨
一
応
及
理
解

候
内
双
方
ヨ
リ
猶
予
申
出
居
今
般
示
談
行
届
原
被
右

 *   
１

「
一

〔
〇
七
三
Ｂ
〕

一
件
ニ
付
異
存
無
之
旨
ニ
テ
済
口
証
書
差
出
ス

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
四
Ａ
〕【
七
二
】【
元
番
所
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
】

壬
申
八
月
廿
三
日
出
訴

出
雲
國
第
四
大
區
小
八
區
島
根
郡
□
□
島
Ｉ
Ｇ
新

藏
者
同
村
百
姓
一
同
ト
元
番
所
之
儀
ニ
付
差
縺
一
件
」

「
第
七
十
二
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

右
一
件
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
右
番
所
之
儀
ハ
百
余
年
前

□
□
村
ゟ
所
替
ニ
相
成
依
テ
百
姓
共
ゟ
番
所
ヘ
地
所

附
置
貢
納
高
掛
等
年
々
島
中
高
割
ヲ
以
差
出
し

居
候
故
百
姓
持
ニ
相
違
無
之
依
之
番
所
御
廃
止
ニ

相
成
候
上
者
島
中
百
姓
共
ヘ
地
所
可
差
返
尤
組

番
人
Ｉ
Ｇ
新
藏
差
懸
居
所
無
之
ニ
付
此
姓

〔
〇
七
四
Ｂ
〕

右
家
作
地
不
用
ニ
候
て
入
札
ヲ
以
右
掛
人
ヘ

御
払
下
ニ
可
相
成
然
ル
上
ハ
敷
地
至
当
代
価

 *   
１

「
一

四
五
〇

一
八
四
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ヲ
以
島
百
姓
共
ゟ
Ｉ
Ｇ
新
藏
ヘ
買
請

之
儀
相
対
示
談
ヲ
以
取
計
候
極
利
解
ニ

及
ヒ
双
方
無
申
分
示
談
行
届
伺
之
上
吟
味
下
聞
届

候
事

明
治
六
年
二
月
廿
八
日

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
五
Ａ
〕【
七
三
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
八
月
廿
三
日
出
訴

出
雲
國
第
一
大
區
小
七
區
意
宇
郡
枩
江
□
□
商
Ｙ
Ｓ
武

三
郎
ゟ
柏
嵜
縣
管
内
越
後
国
刈
羽
郡
□
□
町
商
Ｓ
Ｔ

忠
藏
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
七
十
三
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

「
一
ト
通
取
糺
候
処
證
書
も
有
之
事
実
相
違
無
之
様

（
朱
）相

見
得
候
ニ
付
願
書
并
添
書
共
相
渡
願
人
差
添
人
共

柏
崎
縣
ヘ
差
出
候
事

八
月
廿
五
日
」

 *   
１

「
一

右
柏
崎
縣
ヘ
差
出
候
処
元
金
三
百
七
拾
四
円
余
受
取
残
利
金
六
十

八
円
余
ハ
来
明
治
七
年
よ
り
十
ヶ
年
賦
ニ
受
取
候
積
示
談
行
届
候
段

同
縣
ゟ
報
答
願
人
武
三
郎
持
参
当
取
調
候
得
共
不
能
若
し
も

〔
〇
七
五
Ｂ
〕

無
之
ニ
付
此
段
上
間
ヘ
及
御
沙
汰
兼
候
事

明
治
六
年
五
月
三
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
六
Ａ
〕【
七
四
】【
魚
問
屋
株
差
縺
一
件
】

壬
申
十
月
五
日
出
訴

出
雲
國
意
宇
郡
□
□
町
商
Ａ
Ｚ
Ｚ
九
郎
右
衛
門
ゟ
同
町

商
Ｓ
Ｍ
久
平
ヘ
掛
魚
問
屋
株
差
縺
一
件
」

「
第
七
十
四
番

奉
」

（
朱
）

訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
壬
申
中
Ｓ
Ｍ
久
平
ヨ
リ
魚
問
屋
株
願
出

候
ヘ
共
御
差
留
相
成
其
後
九
郎
右
衛
門
ゟ
彼
是
差
留
候
義
モ
有
之

ニ
付
差
縺
相
成
居
候
ヘ
共
諸
問
屋
株
之
義
ハ
不
遠
一
般
之
仮

規
則
仮
沙
汰
可
相
成
ニ
付
夫
迠
之
処
従
前
之
通
九
郎
右
衛
門
方

ニ
テ
通
例
之
口
銭
請
取
相
互
ニ
実
意
ヲ
以
取
引
可
致
旨
理

 *   
１

「
一

四
四
九

一
八
三
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解
ニ
及
候
処
一
同
承
伏
之
上
一
般
之
仮
規
則
仮
沙
汰

相
成
候
ニ
就
而
者
双
方
共
聊
無
申
分
無*   
２

之
是
迠
ノ
通
実

　
意
ヲ
以
家
業
相
営
候
積
双
方
示
談
行
届
済
口
證
書

　
連
署
差
出
し
吟
味
下
伺
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
候
事

〔
〇
七
六
Ｂ
〕

　
　
　
明
治
六
年
二
月
十
二
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２
「
依
」
の
誤
記
か

〔
〇
七
七
Ａ
〕【
七
五
】【
田
地
買
議
定
差
縺
一
件
】

辛
未
九
月
出
訴
元
枩
江
縣
ゟ
引
続

出
雲
國
意
宇
郡
松
江
□
□
町
Ｎ
Ｅ
Ｙ
善
市
外
貳
人
ゟ

同
国
出
雲
郡
□
□
村
農
理
右
衛
門
ヘ
掛
田
地
買
議
定
差

縺
一
件
」

「
第
七
十
五
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

訴
答
共
篤
ト
取
糺
候
処
約
定
證
書
有
之
若
売
主
ゟ
破
談

い
た
し
候
節
ハ
為
内
金
受
取
候
銭
倍
戻
シ
買
主
ゟ
破
談
之
節
者

内
金
損
耗
之
積
確
證
有
之
ニ
付
篤
ト
及
利
解
候
処
受
取
置

 *   
１

「
一

候
銭
弐
千
三
百
貫
有
之
間
倍
銭
四
千
六
百
貫
文
当
申

七
月
三
日
限
相
手
理
右
衛
門
ゟ
返
済
之
積
双
方
無
申
分

　
　
示
談
行
届
已
来
右
一
件
ニ
付
異
存
決
而
無
之
間
吟
味
下

願
出
依
之
済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届
吟
味
下

い
た
し
候
事

申
六
月
廿
七
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
八
Ａ
〕【
七
六
】【
借
家
売
事
差
縺
一
件
】

壬
申
十
月
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
□
□
町
商
Ｋ
Ｍ
傅
七
ヨ
リ

同
町
Ｋ
Ｍ
万
太
郎
外
五
人
江
掛
借
家
売
事
差
縺

一
件
」

「
第
七
十
六
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

取
調
ノ
上
訴
答
共
篤
ト
理
解
お
よ
ひ
候
処
一
同
承
伏
ノ
上
来
酉

正
月
中
迠
ニ
借
家
人
茂
藏
も
当
外
壱
人
ゟ
家
作
明
渡
候
旨

示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
聞
届
置
候
事

十
月
廿
日
相
済

 *   
１

「
一

四
四
八

一
八
二
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訴
答
連
印
済
口
證
書
取
置
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１ 
朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
七
九
Ａ
〕【
七
七
】【
酒
造
株
差
縺
一
件
】

壬
申
十
月
八
日
出
訴

出
雲
國
大
原
郡
□
□
町
商
Ｆ
Ｍ
泰
四
郎
ゟ
同
國
島
根
郡

□
□
村
Ｓ
Ｙ
間
助
ヘ
掛
酒
造
株
差
縺
一
件
」

「
第
七
十
七
番

奉

鶴
岡
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
訴
訟
篤
ト
取
調
候
処
去
ル
庚
午
年*   
２

ゟ
相
手
間
助
方
ヘ
酒

造
株
借
受
何
様
新
規
之
儀
被

仰
出
候
共
聊
異
変
無

之
貸
賃
可
払
出
旨
確
證
有
之
候
得
共
酒
株
之
儀
ハ
一
般

御
改
正
之
儀
ニ
付
證
書
通
ニ
も
致
兼
尤
五
ヶ
年
分
貸
賃
可

受
取
積
故
諸
道
具
譲
渡
候
廉
も
有
之
且
当
申
年
迠
株

返
済
之
掛
合
も
不
致
等
閑
置
不
行
届
廉
も
有
之
依
テ
残

三
ヶ
年
分
貸
賃
ヲ
中
折
シ
一
年
半
分
相
手
間
助
ゟ
出
銭
可

致
旨
厚
ク
理
解
申
聞
候
処
双
方
共
承
服
い
た
し
一
年
半
分

貸
賃
銭
千
九
拾
五
貫
文
之
内
半
金
者
来
明
治
六
年
一
月

〔
〇
七
九
Ｂ
〕

 *   
１

「
一

十
七
日
限
残
金
同
四
月
中
皆
済
可
致
積
双
方
無
申
分

示
談
行
届
候
趣
ヲ
以
済
口
證
書
連
暑
差
出
シ
願
下
差
出
し

候
ニ
付
伺
済
之
上
聞
届
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年

〔
〇
八
〇
Ａ
〕【
七
八
】【
山
林
境
争
論
一
件
】

壬
申
十
月
十
二
日
出
訴

出
雲
國
大
原
郡
□
□
村
農
Ｍ
Ｍ
弥
左
衛
門
ゟ
同
村
農
Ｋ
Ｋ
助

市
後
家
ま
ツ
ヘ
掛
山
林
境
争
論
一
件
」

「
第
七
十
八
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
ハ
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
先
年
ま
ツ
夫
禎
四
郎
時
代
同
人

并
弥
左
衛
門
立
会
之
上
境
木
立
置
有
之
願
人
弥
左
衛
門
申
出

尤
ニ
付
従
前
之
通
境
木
ゟ
中
央
大
岩
見
通
し
北
ヘ
真
直
ク
ニ
境

界
ヲ
立
可
申
旨
理
解
申
聞
候
処
双
方
承
服
之
上
済
口
證
書
連

暑
差
出
シ
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
候
事

壬
申
十
一
月
十
九
日
相
済

㊞
（
鶴
岡
）

 *   
１

「
一

四
四
七

一
八
一



明
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*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
八
一
Ａ
〕【
七
八－

【
田
地
売
買
差
縺
一
件
】

壬
申
十
月
十
七
日
出
訴

出
雲
國
出
雲
郡
□
□
□
村
農
Ｉ
Ｂ
豊
一
右
衛
門
ゟ
同
國
大

原
郡
□
□
村
農
Ｆ
Ｏ
繁
市
ヘ
掛
田
地
売
買
差
縺
一
件
」

「
第
七
十
八
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
一
件
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
出
雲
郡
□
□
□
村
ニ
テ
新
田
四
町
五
反
歩

代
銭
八
万
貫
文
ニ
テ
去
ル
辛
未
八
月
中
売
事
議
定
い
た
し
候
得
共
買
主
豊

市
右
衛
門
見
込
違
ニ
テ
金
子
難
出
来
追
々
田
地
価
下
落
相
成
候
ニ
付
代
金

（
マ
マ
）

滞
ゟ
差
縺
相
成
候
得
共
入
金
三
万
八
千
貫
文
余
相
渡
残
金
約
定
通
受
取
度

段
売
主
五
藏
ゟ
申
立
候
得
共
買
主
豊
市
右
衛
門
迷
惑
申
立
尤
事
情
憫

然
之
儀
ニ
も
有
之
依
テ
地
所
ハ
中
分
シ
弐
町
弐
反
五
畝
歩
代
銭
四
万
貫
文

ニ
テ
豊
市
右
衛
門
ヘ
引
受
残
半
分
者
相
当
破
談
金
ヲ
差
出
シ
作
徳
米
之
儀
者

辛
未
壬
申
半
分
ツ
ヽ
可
受
取
尤
入
銭
四
万
貫
文
ニ
未
満
之
分
ハ
一
ヶ
年
壱

割
五
分
ノ

〔
〇
八
一
Ｂ
〕

利
足
ヲ
加
豊
市
右
衛
門
ゟ
払
出
可
申
段
厚
ク
及
理
解
候
処
訴
答
一
同
承
服

之
上

（
　
） 
１８２
】

 *   
１

「
一

一
割
入
銭
四
千
貫
文
破
談
金
差
出
候
積
尤
田
地
代
銭
割
合
ヲ
以
地
所
ヲ
減

シ
可
受
取

段
双
方
無
申
分
示
談
行
届
済
口
證
書
連
暑
差
出
候
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
伺

之
上

聞
届
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

明
治
六
年
一
月
十
七
日
済

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
八
二
Ａ
〕【
七
九
】【
為
替
金
差
縺
一
件
】

壬
申
十
月
廿
日
小
田

リ
郵
便
ニ
テ
願
書
廻
ル

小
田
縣
管
下
備
中
國
賀
陽
郡
□
□
村
Ｔ
茂
平

ヨ
リ
雲
州
仁
多
郡
□
□
村
Ｎ
Ｍ
Ｙ
傳
四
郎
外
貳
人
江
掛

為
替
金
差
縺
一
件
」

「
他
縣
」

（
朱
）

「
第
七
十
九
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
一
件
双
方
相
手
一
同
篤
ト
取
調
候
処
右
ハ
Ｎ
Ｍ
傳
四
郎
ゟ
願
人

Ｔ
茂
平
方
ヘ
約
定
通
荷
物
積
出
シ
候
得
共
彼
是
為
替
金
違
約

且
前
ニ
取
引
之
方
ヘ
引
取
候
故
延
引
相
成
居
趣
申
立
候
ニ
付
他
人

（
　
） 
１９縣
ヨ

 *   
１

「
一

四
四
六

一
八
〇
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江
可
差
返
荷
物
前
ニ
取
引
之
方
ヘ
可
引
止
メ
筋
無
之
ニ
付
Ｉ

Ｎ
助
十
ゟ
私
積
為
替
金
九
拾
壱
両
借
用
之
分
傳
四
郎
理
助

　
両
人
ゟ
至
当
加
利
足
返
金
之
上
荷
物
取
戻
シ
初
発
約
定
通

Ｔ
茂
平
方
ヘ
済
方
可
致
段
厚
ク
及
理
解
候
処
一
同
承
服
之
上

〔
〇
八
二
Ｂ
〕

Ｉ
Ｎ
Ｙ
助
十
ゟ
借
用
之
金
九
拾
壱
両
傳
四
郎
理
助

両
人
ゟ
早
々
返
金
荷
物
取
戻
し
荒
苧
Ｔ
茂
平
方
ヘ

相
渡
済
方
可
致
積
双
方
無
申
分
示
談
行
届
候
段
一
同
連

印
済
口
證
書
差
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
其
段
小
田
縣
ヘ
返
報

済
口
證
相
添
差
出
候
事

「
一
月
廿
日
済
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
八
三
Ａ
〕【
八
〇
】【
家
督
（
相
続
）
差
縺
一
件
】

壬
申
十
月
廿
日
出
訴

一

出
雲
國
神
門
郡
□
□
町
Ｔ
Ｓ
岩
次
郎
外

貳
人
ヨ
リ
同
町
Ｔ
Ｓ
佐
五
左
衛
門
江
掛
家
督
差
縺

一
件

「
第
八
十
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

　
　
連
累
多
人
数
難
渋
処
ニ
付
出
郷
席
之
節
取
調
呉
候
様

双
方
ゟ
願
出
候
ニ
付
聞
届
置
候
事

当
御
管
下
出
雲
國
神
門
郡
□
□
町
商
Ｔ
Ｓ
岩
二
郎
ヨ
リ
同
町
Ｔ
Ｓ
佐
五

（
マ
マ
）

左
エ
門
ヘ

掛
リ
家
督
相
続
差
縺
一
件
去
壬
申
十
月
中
御
訴
訟
申
上
双
方
共
篤
ト
御
取

調
被

成
下
候
処
先
年
Ｔ
Ｓ
三
樹
病
死
後
相
続
人
無
之
故
三
樹
伯
父
Ｎ
Ｙ
房
右
エ
門

〔
〇
八
三
Ｂ
〕

取
扱
ヲ
以
佐
五
左
衛
門
ヲ
婿
養
子
ニ
貰
請
然
ル
処
静
衛
実
子
三
樹
義
弟
岩

二
郎
相
続
可
致
順
令
之
処
無
其
儀
Ｎ
Ｙ
房
右
衛
門
一
存
ヲ
以
諸
親
類
ヘ

相
談
モ
不
致
佐
五
左
衞
門
ヲ
相
続
為
致
候
故
親
類
并
岩
次
郎
ヨ
リ
故
障

申
出
佐
五
左
衛
門
ヲ
離
縁
血
統
ノ
岩
次
郎
ヘ
相
続
為
致
度
段
申
出
佐
五
左

衛
門
義
ハ

房
右
エ
門
扱
ヲ
以
家
名
相
続
イ
タ
シ
居
岩
次
郎
義
ハ
三
樹
存
生
中
分
家
為

致
候
者

ニ
テ
譲
渡
之
地
処
等
モ
売
払
置
只
今
ニ
至
リ
本
家
ヘ
帰
リ
相
続
可
為
致
筋

無
之
尤
差
掛
リ
居
処
モ
無
之
岩
次
郎
ニ
付
右
家
一
軒
買
求
仕
向
可
遣
段
申

出
彼
是
差
縺
之
処

右
房
右
エ
門
一
存
ニ
テ
取
斗
候
ニ
モ
セ
ヨ
後
見
人
ノ
取
斗
ナ
レ
ハ

四
四
五

一
七
九
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今
更
故
障
可
申
筋
無
之
有
之
候
ハ
ヽ
存
生
中

　
掛
合
可
致
之
処
年
数
ヲ
経
テ
兎
角
申
〔
ス
〕
ハ
不
條
理
ニ
付
佐
五
左
衛
門

　
　
相
続
可
致
乍
去
佐
五
左
衛
門
モ

　
追
々
難
渋
ニ
至
リ
此
上
ハ
邸
宅
売
払
候
外
無
之
事
故
相
当
之
代
金
ヲ
以
岩

次
郎
ヘ
売
渡
シ
家

　
名
相
続
可
為
致
尤
兼
而
岩
二
郎
ヘ
可
仕
向
遣
見
込
之
右
家
価
百
四
十
貫

（
マ
マ
）

并
檀
場
売

払
残
銭
三
百
五
十
貫
文
ハ
邸
宅
料
之
内
ニ
テ
差
引
可
致
段
御
理
解
之
趣
奉

畏
候
依
之

屋
敷
ハ
更
ニ
相
当
ノ
価
ヲ
以
譲
受
ル
及
四
百
九
十
貫
文
差
引
致
〔
以
下
、
判

読
困
難
〕*   
１*   

１

綴
込
み
が
深
く
判
読
困
難

〔
〇
八
四
Ａ
〕【
八
一
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
十
一
月
五
日
出
訴

濱
田
縣
管
内
岩
見
國
邑
智
郡
□
□
□
□
村
農
Ｍ
Ｋ
吉
十
郎
ゟ

（
お
お
ち
）

当
縣
管
下
出
雲
國
意
宇
郡
□
□
村
Ｎ
Ｔ
佐
十
ヘ
掛
貸
金

滞
一
件
」

「
第
八
十
一
番

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

 *   
１

「
一

「
濱
田
縣
添
書
ヲ
以
願
出
候
ニ
付
双
方
篤
ト
取
調
候
処
相
手
佐
十

（
朱
）義

去
ル
二
十
二
年
前
戌
年*   
２

諸
借
財
ノ
為
家
財
不
残

　
被
引
揚
無
拠
諸
国
巡
拝
老
者
病
気
ニ
付
漸
当
壬
申

　
七
月
中 *   
３

立
帰
リ
甥
ノ
□
□
村
Ｎ
Ｔ
柳
藏
方
へ
附
籍
相
成
候

程
ノ
難
渋
も
の
ニ
テ
所
持
品
等
等
も
無
之
且
二
十
二
年
前

ノ
貸
金
ニ
テ
今
更
返
弁
申
付
方
無
之
其
段
願
人
Ｍ
Ｋ
吉

十
郎
代
Ｍ
Ｋ
亀
三
郎
ヘ
申
聞
承
服
い
た
し
候
ニ
付
伺
ノ
上

向
後
異
存
無
之
段
一
札
取
之
委
細
濱
田
縣
ヘ
申
遣
候
事

壬
申
十
一
月
廿
四
日
相
済
」
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

嘉
永
三
（
庚
戌
、
一
八
五
〇
）
年

*   
３

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

〔
〇
八
五
Ａ
〕【
八
二
】【
関
普
請
木
伐
採
之
儀
ニ
付
争
論
一
件
】

壬
申
三
月
出
訴
之
趣
ヲ
以
旧
廣
瀬
縣
ゟ
附
送
之
分

出
雲
國
能
義
郡
□
□
村
農
Ｋ
Ｇ
房
造
外
三
人
ゟ
同
国

同
郡
□
□
□
村
農
Ｆ
Ｗ
祐
三
郎
ヘ
掛
関
普
請
木
伐
採

之
儀
ニ
付
争
論
一
件
」

「
第
八
十
二
番

奉

鶴
岡
権
少
属
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

 *   
１

「
一

四
四
四

一
七
八
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「 
壬
    

申
十
一
月
八
日
相
済 
」

（
朱
）

右
一
件
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
争
論
ノ
山
林
ハ
全
ク
相
手
祐
三
郎
所

持
地
ニ
候
得
共
山
谷
ノ
間
至
テ
難
所
故
往
古
ゟ
右
山
林
ニ
テ
伐
来
ニ
も

相
違

無
之
乍
去
願
人
房
造
外
三
人
方
ニ
伐
来
可
致
と
の
證
拠
書
も
無
之
右

関
ゟ
用
水
引
受
候
田
地
相
手
祐
三
郎
所
持
ノ
分
モ
有
之
依
テ
関
普
請
用

山
林
丈
今
般
両
村
役
人
立
会
之
上
境
相
立
相
当
価
ヲ
以
相
手
祐
三
郎
ゟ

願
人
Ｋ
Ｇ
房
造
外
三
人
ヘ
売
渡
向
後
関
山
者
𠈓
置
候
て
双
方

條
理
も
立
弁
利
可
相
成
旨
厚
ク
理
解
申
聞
候
処
訴
答
一
同
承
服
ノ
上

聊
申
分
無
之
旨
ヲ
以
済
口
證
書
差
出
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞

届
候
事

㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
八
六
Ａ
〕【
八
三
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
十
一
月
廿
三
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
松
江
□
□
町
商
Ｙ
Ｍ
唯
七
ゟ
同
國
意
宇
郡

□
□
村
商
Ｙ
Ｍ
Ｙ
藤
市
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件
」

「
第
八
十
三
番
」

（
朱
）

 *   
１

「
一

右
訴
答
共
取
調
候
処
去
ル
辛
未
九
月
中
酒
造
株
百
五
十
石

価
銭
六
千
五
百
貫
文
ニ
テ
売
渡
シ
内
銭
六
百
五
十
貫
文
相
渡
シ

残
金
十
一
月
中
可
払
出
趣
ヲ
以
買
受
酒
株
書
入
更
ニ

借
用
証
書
相
分
置
候
処
其
後
分
石
酒
造

株
一
般
被
廃
止
候
故
彼
是
差
縺
相
成
候
義
ニ
テ

右
者
一
旦
売
渡
シ
更
ニ
借
用
銭
之
儀
故
相

手
藤
市
方
ニ
而
損
分
可
致
尤
酒
株
伺
当
出
入
い
た
し

置
候
儀
故
酒
造
鑑
札
冥
加
金
十
両
可
相
渡
旨

〔
〇
八
六
Ｂ
〕

及
理
解
候
処
一
同
承
知
之
上
当
三
月
中
ニ

金
十
両
相
手
Ｙ
Ｍ
藤
市
ゟ
願
人
Ｙ
Ｍ
唯
七
ヘ

可
有
間
損
双
方
無
申
分
示
談
行
届

済
口
証
書
連
暑
差
出
候
吟
味
下

願
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞
届
候
事

明
治
六
年
三
月
九
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
八
七
Ａ
〕【
八
四
】【
貸
金
滞
一
件
】

壬
申
十
一
月
廿
八
日
出
訴

出
雲
國
出
雲
郡
□
□
□
村
農
Ｓ
Ｄ
愛
藏
ゟ
同
國
神
門

 *   
１

「
一

四
四
三

一
七
七
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郡
□
□
□
□
村
Ｏ
Ｍ
勇
四
郎
ヘ
掛
貸
金
滞
一
件 
」

　
　 
「 
第
    

八
十
四
号
　
　
　
　
　
奉
　
鶴
岡
　 
瞪
」 

（
朱
）

 
㊞ 
（
鶴
岡
）

右
訴
答
共
取
調
候
処
去
ル
慶
応
二
年
十
二
月
中*   
２

二
口
ニ
テ
都
合
銭
七
千
貳
百
貫
文
Ｏ
Ｍ
勇
四
郎
ヘ
借
受

証
書
差
入
置
候
へ
共
父
覚
三
郎
方
ノ
身
持
不
宜
ヨ
リ

勘
当
ヲ
受
現
今
他
ヘ
奉
公
い
た
し
居
候
程
之
儀

故
調
金
之
手
段
無
之
家
業
取
附
候
ツ
ゝ
追
而

返
済
可
致
趣
申
立
彼
是
差
縺
相
成
候
儀
之
処

奉
公
中
ト
ハ
乍
申
親
類
中
ヘ
モ
不
談
い
つ
連
ニ
就

取
斗
方
モ
可
有
者
尤

〔
〇
八
七
Ｂ
〕

勇
四
郎
ハ
二
男
受
人
割
元
モ
不
改
貸
金
不

行
届
之
廉
モ
有
之
候
間
精
々

勘
弁
済
口
示
談
可
致
旨
理
解
及
候
処

一
月
承
知
之
上
親
類
中
ゟ
銭
七
百
五
十
貫
文

調
達
其
余
ハ
当
人
勇
四
郎
家
業
取

附
次
第
追
々
済
方
可
致
様
双
方

無
申
分
示
談
行
届
済
口
証
書
連
署

差
出
候
吟
味
下
願
出
候
ニ
付
伺
之
上
聞

届
候
事

二
月
十
二
日 
済

*  
１ 
朱
書
き
の
斜
線
あ
り

*   
２

西
暦
一
八
六
六
年

〔
〇
八
八
Ａ
〕【
八
五
】【
小
間
物
座
株
貸
賃
滞
差
縺
一
件
】

壬
申
十
一
月
十
四
日
出
訴

出
雲
國
島
根
郡
□
□
Ｓ
Ｙ
久
兵
衛
ゟ
同
國
神
門
郡
□

□
町
Ｆ
Ｙ
貞
藏
ヘ
掛
小
間
物
座

賃
滞
差

縺
一
件
」

「
第
八
十
五
号

奉

鶴
岡
権
少
属
」

（
朱
）

右
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
去
辛
未
九
月
ゟ
丸
三
ヶ
年
之
間

小
物
座
株
願
人
久
兵
衛
ゟ
借
受
一
ヶ
年
賃
銭
五
百
貫
文
ツ
ヽ

可
払
出
積
約
定
證
書
有
之
候
得
共
諸
座
株
一
般
御

改
正
ニ
付
借
主
ゟ
株
主
ヘ
元
戻
致
シ
度
申
出
候
得
共
株

主
ニ
テ
彼
是
故
障
可
申
立
筋
無
之
依
テ
株
ハ
元
戻

之
上
当
申
年
貸
賃
之
義
者
二
月
中
幸
便
ヲ
以
貞
藏

ゟ
一
応
相
改
候
迠
ニ
テ
双
方
等
閑
い
た
し
置
候
ニ
付
半
年

分
貳
百
五
拾
貫
文
相
手
貞
藏
ゟ
差
出
可
申
旨
理
解

 *   
１

「
一

（
　
）
２０株
貸

四
四
二

一
七
六
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〔
〇
八
八
Ｂ
〕

　
　
申
聞
候
処
一
同
承
服
之
上
即
内
銭
貳
百
五
十
貫
文

　
　
相
手
貞
藏
ゟ
願
人
久
兵
衛
ヘ
相
渡
双
方
無
申
分
示
談

行
届
済
口
證
書
連
暑
差
出
候
吟
味
下
願
出
候
ニ
付

伺
済
之
上
聞
届
候
事

十
一
月
廿
九
日
相
済
㊞
（
鶴
岡
）

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
八
九
Ａ
〕【
八
六
】【
貸
金
滞
一
件
】

一

壬
申
十
一
月
廿
五
日
出
訴

貫
属
士
族
Ｔ
Ｍ
滋
ゟ
神
門
郡
□
□
町
Ｎ
Ｉ
敬
藏
ヘ
掛

貸
金
滞
一
件
」

「
第
八
十
六
号

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
訴
答
共
取
調
候
処
相
手
敬
藏
義
者
外
悪
事
も
有
之

素
ゟ
困
窮
も
の
ニ
テ
返
弁
之
道
難
相
立
吟
味
之
上
悪
事

ハ
至
当
処
刑
申
付
候
得
共
貸
金
之
儀
現
今
致
方
無
之

依
テ
其
段
願
人
Ｔ
Ｍ
滋
ヘ
申
聞
承
知
ニ
付
追
テ
時
節
ヲ
見
合

可
受
取
段
教
諭
之
上
受
書
取
之
伺
済
相
成
候
事

 *   
１

「
一

十
一
月
廿
九
日
　
相
済

*  
１ 
朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
九
〇
Ａ
〕【
八
七
】【
継
母
養
育
米
家
督
差
縺
一
件
】

壬
申
六
月
中
箱

事

出
雲
國
神
門
郡
□
□
□
村
Ｍ
Ｈ
彦
兵
衛
ゟ
同
村
Ｋ
Ｄ
曽

祢
十
ヘ
掛
継
母
養
育
米
家
督
差
縺
一
件
」

「
第
八
十
七
号

奉

鶴
岡

瞪
」

（
朱
）

㊞
（
鶴
岡
）

右
一
件
訴
答
共
取
調
候
処
先
年
旧
松
江
縣
ゟ
裁
判
相
成
当
金

ニ
付
年
々
米
四
俵
貳
斗
ツ
ヽ
養
子
曽
祢
十
ゟ
差
出
居
ル
ニ
付
聊
も

苦
情
可
申
立
謂
レ
無
之
段
及
利
解
候
処
承
服
之
上
已
来

相
互
ニ
実
意
ヲ
尽
シ
可
申
段
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付

伺
之
上
聞
届
候
事

十
一
月
廿
九
日
相
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

（
　
）
２１訴
之

 *   
１

「
一

四
四
一

一
七
五
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〔
〇
九
一
Ａ
〕【
八
八
】【
葉
藍
代
金
滞
差
縺
一
件
】

一
　
明
治
五
年
十
一
月
五
日
出
訴

 
 
出
雲
国
意
宇
郡
□
□
村
Ｍ
Ｊ
善
十
ゟ
同
郡
□
□

　
　
村
Ｋ
Ｈ
金
左
衛
門
へ
掛
葉
藍
代
金
滞
差
縺
一
件 
」

　
　 
「 
第
    

八
十
八
号 
」　
　
　
　
　
奉 
　
鶴
岡
　 
瞪

（
朱
）

右
一
件
訴
答
共
壬
申
十
一
月
中
取
調
候
処
相
手
金
左
衛
門

義
者
申
九
月
逃
亡
跡
老
幼
婦
人
等
斗
ニ
テ
所
持
品
等

（
ば
か
り
）

更
ニ
無
之
就
而
者
現
今
返
済
方
法
難
相
立
故
追
テ

本
人
モ
見
当
リ
候
上
ハ
時
節
ヲ
見
合
セ
可
請
取
旨

及
理
解
候
処
承
知
之
上
聊
異
存
無
之
本
人

〔
〇
九
一
Ｂ
〕

金
左
衛
門
立
帰
リ
候
て
時
節
ヲ
待
請
取
候
様

可
仕
旨
証
書
一
札
差
出
候
ニ
付
伺
済
之
上

取
斗
済
相
成
候
事

明
治
六
年二

月
五
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

 *   
１

「
一

〔
〇
九
二
Ａ
〕【
八
九
】【
家
督
差
縺
一
件
】

壬
申
十
一
月
廿
九
日
〔
出
〕
訴

出
雲
国
神
門
郡
□
□
村
Ｏ
Ｔ
朝
一
左
衞
門
ゟ
同
村
新
次
郎
ヘ

掛
家
督
差
縺
一
件
」

「
第
八
十
九
号
」

奉

鶴
岡
権
少
属

（
朱
）

右
一
件
訴
答
共
篤
ト
取
調
候
処
右
ハ
出
雲
国
神
門
郡
□
□
村
ニ
テ

Ｏ
Ｔ
朝
市
郎
左
衞
門
ゟ
同
国
同
郡
□
□
村
農
Ｔ
Ｔ
五
郎
衛
門
ヘ
掛

（
マ
マ
）

家
督
差
縺
一
件
ニ
而
辰
次
郎
存
命
中
五
左
衛
門
養
子
与

（
マ
マ
）

相
成
年
数
二
十
余
年
モ
相
立
家
督
譲
請
居
願
人
朝
一
郎
（
マ
マ
）

左
衞
門
義
者
濱
村
附
籍
相
成
居
候
ヘ
ハ
願
之
趣
御
取
揚

難
相
成
旨
及
理
解
候
処
承
服
い
た
し
然
上
ハ
右
一
件
ニ
付

以
来
御
願
ケ
間
敷
義
一
切
無
御
座
旨
証
書
一
札
差
出
し
候
ニ
付

〔
〇
九
二
Ｂ
〕

伺
之
上
取
斗
済
ニ
相
成
候
事

明
治
六
年
一
月
廿
八
日
済

*  
１

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

〔
〇
九
三
Ａ
〕【
九
〇
】【
田
畑
差
縺
一
件
】

 *   
１

「
一

四
四
〇

一
七
四
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明
治
六
年 *   
１

壬
申
十
一
月
出
訴

雲
國
島
根
郡
□
□
□
Ｍ
Ｋ
勘
藏
ゟ
鳥

　
　
取
縣
下
伯
耆
国
會
見
郡
□
□
□
村
清

　
　
平
へ
掛
田
畑
差
縺
一
件
」

「
第
九
十
号
」

奉

山
川

安
國

（
朱
）

「
右
一
件
一
応
取
調
之
上
添
翰
ヲ
以
訴
訟
人
Ｍ
Ｋ

（
朱
）勘

藏
鳥
取
縣
ヘ
差
向
候
処
同
縣
ニ
而
取
調
中

下
済
相
対
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
聞
届

〔
〇
九
三
Ｂ
〕

候
旨
ニ
テ
同
縣
添
翰
差
出
し
候
ニ
付
伺
之
上

聞
届
候
事
」

明
治
六
年
四
月
廿
日

*   
１

壬
申
の
年
は
一
二
月
三
日
が
太
陽
暦
明
治
六
年
一
月
一
日

*  
２

朱
書
き
の
斜
線
あ
り

【
本
文
読
下
し

了
】

 *   
２

「
出

三
　
注
　
　
の
　
　
部

（
一
）⑴

今
回
は
、
松
江
地
方
裁
判
所
の
所
蔵
に
か
か
る
『
訴
訟
事
件
銘
細

録

第
一
号
』
を
紹
介
す
る
。
同
地
方
裁
判
所
に
は
、
明
治
五
年
の
簿
冊
が

一
冊
、
明
治
六
年
の
簿
冊
が
三
冊
（
第
二
号
ノ
一
、
二
及
び
三
止
）、
明
治
七

年
の
簿
冊
が
一
冊
（
第
七
号
）
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
明
治
七
年
の

簿
冊
は
、
一
月
の
出
訴
の
分
の
み
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
続
く
簿

冊
の
行
方
は
分
か
ら
な
い
。

⑵
本
簿
冊
に
は
、
明
治
五
年
中
に
出
訴
の
第
九
十
号
ま
で
の
事
件
記
録
が

編
綴
さ
れ
て
い
る
（
同
じ
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
三
件
あ
る
の
で
、

全
部
で
九
三
件
に
な
る
）。

⑶
ア
本
簿
冊
の
表
紙
の
大
き
さ
は
現
在
の
Ａ
五
版
と
Ｂ
五
版
の
中
間
、
厚

さ
は
一
・
〇
㎝
で
あ
る
。
編
綴
・
製
本
の
際
の
截
断
に
よ
り
、
ま
た
は
折
込

み
に
よ
り
、
縦
（
天
地
）
の
寸
法
に
は
〇
・
五
㎝
乃
至
二
ま
た
は
二
・
五
㎝

程
度
の
ズ
レ
が
で
る
の
で
、
右
の
寸
法
は
、
一
応
の
目
安
に
す
れ
ば
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
イ
表
紙
は
か
な
り
傷
ん
で
い
る
が
、
真
ん
中
に
「
訴
訟
事
件
銘

細
録
」
の
標
題
が
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
他
、
右
肩
に
「
十
七
番

明
治
五
壬
申

年
」（
但
し
、
墨
の
色
と
文
字
の
太
さ
が
違
う
の
で
、
別
々
に
記
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
）、
そ
の
右
下
に
「
永
久
保
存
」
の
朱
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ

て
い
る
。
表
紙
の
左
下
部
に
は
「
聴
訟
課
」
と
、
そ
の
上
部
に
「
第
一
号
」

の
附
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
墨
書
き
で
あ
る
。「
十
七
番
」
は
、

四
三
九

一
七
三
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一
群
の
簿
冊
の
整
理
番
号
と
思
わ
れ
る
。
編
綴
を
複
数
回
繰
り
返
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
あ
る
（
末
尾
の
写
真
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

　
⑷
ア
本
簿
冊
の
中
味
は
、
白
地
の
半
紙
が
用
い
ら
れ
袋
綴
じ
に
な
っ
て
い

る
。
虫
喰
い
や
水
濡
れ
な
ど
の
損
傷
が
な
く
、
保
存
状
態
は
非
常
に
良
好
で

あ
る
。
和
紙
が
極
め
て
優
れ
た
記
録
媒
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
イ
用
紙
が
白
地
の
半
紙
な
の
で
、
行
数
、
一
行
の
文
字
数
の
制
約
（「
訴
答

文
例
」
第
六
條
第
四
（
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
二
四
七
号
）
参
照
）
に
も

未
だ
縛
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
記
述
の
行
数
に
繁
閑
が
あ
り
、
文
字
の
大
き

さ
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
整
理
の
便
宜
上
、
各
丁
に
番
号
と
記
号
を
振
っ
た

（
例
、
〇
〇
一
Ａ
ま
た
は
Ｂ
）。

　
ウ
一
つ
の
事
件
が
始
め
の
半
丁
Ａ
（
表
）
で
始
ま
り
、
そ
の
半
丁
だ
け
で

終
わ
る
も
の
が
多
い
。
次
の
半
丁
Ｂ
（
裏
）
に
記
述
が
な
く
白
地
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
と
き
、
煩
を
避
け
そ
の
丁
数
の
記
載
を
省
略
し
た
。

　
⑸
本
稿
に
お
い
て
、
先
ず
、〔
〕
を
用
い
て
丁
数
を
記
し
、
続
い
て
【
】

を
用
い
て
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
事
件
番
号
と
事
件
名
を
記
し
た
。
な
お
、

簿
冊
中
の
事
件
番
号
の
順
番
に
誤
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
三
件
に
つ
き
、
標

題
の
個
所
の
番
号
を
枝
番
号
に
よ
っ
て
示
し
た
（【
八
】
と
【
八
の
２
】、【
六

三
】
と
【
六
三
の
二
】、【
七
八
】
と
【
七
八
の
２
】）。

　
⑹
冒
頭
に
、「
出
訴
の
年
月
日
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
年
号
は
干
支

（
ま
た
は
十
二
支
の
み
）
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
干
支
に
よ
る
年
号
の
捉
え
方
の
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
六
年
版
で

は
、
明
治
の
年
号
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
西
暦
の
年
号
を
注
記
し
た
。

⑺
ア
島
根
県
は
、
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
後
の
旧
藩
時
代
の
松
江
藩
、
廣

瀬
藩
、
母
里
藩
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
地
域
で
、
松
江
縣
、
廣
瀬
縣
、
母
里

縣
に
な
り
（
七
月
一
四
日
）、
間
も
な
く
、
島
根
県
と
な
り
（
一
一
月
一
五

日
）、
一
方
、
旧
津
和
野
藩
と
濱
田
藩
（
濱
田
縣
）
が
浜
田
県
と
な
り
（
明
治

四
年
一
一
月
一
五
日
）、
明
治
九
年
に
島
根
県
と
浜
田
県
が
合
体
し
て
島
根

県
と
な
り
（
八
月
二
一
日
、
同
時
に
鳥
取
県
を
併
合
し
、
後
、
別
れ
て
再
び

島
根
県
と
鳥
取
県
に
な
る
）、
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
勝
田
政
治
『
廃
藩
置

県
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
一
八
八
号
二
四
四
頁
「
府
藩
県
対
照
表
」
に
よ
る
）。

イ
本
簿
冊
中
に
出
て
く
る
事
件
は
、
現
在
の
島
根
県
の
東
半
分
、
即
ち
、

宍
道
湖
を
中
心
に
し
た
周
辺
の
秋
鹿
郡
、
松
江
郡
、
能
義
郡
、
大
原
郡
、
神

門
郡
、
飯
石
郡
、
楯
縫
郡
、
出
雲
郡
な
ど
出
雲
地
方
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
に

若
干
の
事
件
が
隣
の
鳥
取
県
米
子
地
方
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

（
末
尾
の
地
図
を
参
照
。『
島
根
県
史
』
の
表
紙
裏
に
あ
る
同
県
の
地
図
の
複

写
を
使
用
し
た
）。

ウ
本
簿
冊
に
は
、
旧
松
江
縣
、
旧
廣
瀬
縣
お
よ
び
旧
母
里
縣
よ
り
の
引
継

ぎ
を
受
け
た
旨
を
記
し
た
事
件
が
三
二
件
あ
る
。
明
治
五
年
は
廃
藩
置
県
の

事
務
処
理
の
進
行
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

⑻
次
に
、
ア
一
つ
書
き
で
当
事
者
（
願
人
・
相
手
方
、
原
告
・
被
告
な
ど
）

の
住
所
、
身
分
、
氏
名
が
記
さ
れ
、
次
い
で
事
件
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ

と
ん
ど
の
事
件
は
「
…
…
差
縺
一
件
」
と
し
て
記
さ
れ
、
少
数
の
「
…
…
ニ

付
争
論
」
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。

四
三
八

一
七
二
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イ
個
人
情
報
保
護
の
立
場
か
ら
、
当
事
者
や
関
係
人
の
住
所
の
一
部
を
伏

せ
字
に
し
（
例
、
□
□
□
）、
氏
名
の
う
ち
氏
は
大
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
替
え
た
。
裁
判
官
や
代
言
人
、
戸
長
な
ど
公
の
立
場
に
あ
る
人
物
に
つ
い

て
は
、
住
所
、
氏
名
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
。
代
人
は
当
事
者
本
人
と
同
様
に

扱
い
、
氏
は
大
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
替
え
た
。

　
ウ
次
い
で
、
事
件
番
号
、
担
当
裁
判
官
名
が
「
第
○
○
番
（
号
）　
奉
　
□

□
□
□
」
と
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。
事
件
番
号
は
【
一
】～【
八
三
】
事
件
ま

で
は
「
第
○
番
」、【
八
四
】
事
件
以
下
は
「
第
○
号
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
⑼
表
記
法
に
つ
い
て
⑴
。
ア
判
決
理
由
に
該
る
、
事
件
に
つ
い
て
の
判
断

が
記
さ
れ
て
い
る
。
何
も
記
述
が
な
い
も
の
も
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
。

　
イ
本
文
の
文
章
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
候
文
で
あ
る
。
平
仮
名
も
時
折

混
じ
っ
て
い
る
。
当
て
字
も
あ
る
。
原
文
に
は
句
読
点
が
な
く
文
字
が
続
い

て
い
る
が
、
そ
の
表
記
に
で
き
る
だ
け
近
い
形
で
読
み
下
し
を
つ
け
た
。
な

お
、
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
氏
名
表
記
に
ズ
レ
が
あ
る
と
き
、
表

題
部
と
異
な
る
方
に
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

　
ウ
表
題
部
の
部
分
に
は
朱
書
き
の
斜
線
が
引
か
れ
て
い
る
事
件
が
多
い
。

終
結
し
た
こ
と
を
示
す
、
い
わ
ば
チ
ェ
ッ
ク
記
号
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ

の
斜
線
が
あ
る
こ
と
を
注
に
示
し
た
。

　
⑽
表
記
法
に
つ
い
て
⑵
。
ア
本
文
の
冒
頭
部
と
文
末
は
定
型
的
な
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
冒
頭
部
で
は
、
殆
ど
が
「（
右
）
訴
答
共

篤
ト
（
一
ト
通
）
取
調
（
糺
）
之
上
及
利
（
理
）
解
候
処
」
と
記
さ
れ
、「
訴

答
共
取
調
候
処
」
の
部
分
は
共
通
し
て
い
る
。「
篤
ト
」
が
「
一
ト
通
」、「
取

調
」
が
「
取
糺
」、「
利
解
」
が
「
理
解
」
等
、
表
現
に
若
干
の
違
い
が
認
め

ら
れ
る
。

イ
文
末
の
文
章
も
、
例
え
ば
金
銭
の
仕
払
い
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
、

弁
済
に
つ
い
て
の
合
意
内
容
の
記
述
に
続
い
て
、「
双
方
無
申
分
示
談
行
届

（
候
ニ
付
）
済
口
証
（
證
）
書
連
署
（
暑
）
取
之
差
出
し
吟
味
下
ケ
願
出
候

ニ
付
伺
之
上
聞
（
聴
）
届
候
事
」「
聊
異
存
無
之
段
訴
答
連
印
済
口
證
書
差
出

吟
味
下
願
出
候
ニ
付
聞
届
候
事
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、「
示
談
行
届
（
候
ニ

付
）」
に
続
い
て
「
済
口
…
…
」
と
か
、「
双
方
無
申
分
」
と
「
聊
異
存
無
之

段
」、「
済
口
証
（
證
）
書
連
署
（
暑
）
取
之
」
と
「
訴
答
連
印
済
口
證
書
差

出
」、
ま
た
、「
吟
味
下
（
ケ
）
願
出
候
ニ
付
」「
聞
（
聴
）
届
候
事
」
は
表
現

が
同
じ
で
、「
伺
之
上
」
の
有
無
に
違
い
が
あ
る
程
度
の
定
型
的
な
文
章
で
締

め
く
く
ら
れ
、
現
在
で
い
う
訴
の
取
下
げ
ま
た
は
訴
訟
上
の
和
解
に
よ
っ
て

事
件
終
結
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
も
っ
と
も
、
上
記
の
よ

う
な
定
型
的
な
表
現
は
、
明
治
六
年
お
よ
び
七
年
の
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』

に
お
い
て
は
、
多
少
異
な
っ
て
き
て
い
る
。

ウ
他
県
の
当
事
者
を
相
手
取
っ
た
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
管
轄
の
違
い
を
示

す
た
め
か
、
本
文
は
朱
書
き
で
書
か
れ
、
相
手
方
（
被
告
）
の
住
所
地
を
管

轄
す
る
そ
の
他
県
へ
い
わ
ゆ
る
移
送
を
命
じ
た
り
、
そ
の
地
を
管
轄
す
る
裁

判
所
へ
訴
状
を
提
出
す
べ
し
と
し
て
、
却
下
の
扱
い
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
結
果
の
報
告
が
あ
っ
た
場
合
、
追
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

エ
本
文
の
末
尾
に
、
年
月
日
に
次
い
で
「
相
済
」
ま
た
は
単
に
「
済
」
と

あ
る
の
は
、「
一
件
落
着
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

四
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オ
記
録
の
冒
頭
部
に
、
上
述
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
住
所
、
身
分
お
よ
び

氏
名
な
ら
び
に
事
件
名
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
朱
書
き
の

斜
線
ま
た
は
バ
ツ
印
が
引
か
れ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
。
注

に
そ
れ
を
記
し
た
が
、
当
該
事
件
が
落
着
し
た
と
い
う
印
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
紹
介
を
試
み
て
き
た
『
事
件
簿
』
や
『
裁
判
言
渡
書
』
の
中
に
、

大
き
く
朱
書
き
の
バ
ツ
印
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
そ
れ
と
同
様
の
い
わ
ば
符
号
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
⑾
そ
の
他
　
ア
本
文
中
に
出
て
く
る
印
鑑
や
年
号
等
を
注
に
お
い
て
示
し

た
。
事
件
ご
と
に
半
角
の
ア
ス
テ
リ
ス
ク
（*  
）
の
下
の
数
字
は
そ
の
注
の
番

号
を
示
し
て
い
る
。
注
記
は
各
事
件
の
末
尾
に
置
い
た
。

イ
一
つ
の
事
件
の
末
行
と
次
の
事
件
と
の
間
に
は
、
二
行
の
空
き
を
お
い

た
。ウ

当
事
者
の
表
記
に
つ
い
て
、「
原
告
」「
被
告
（
例
、【
四
〇
】【
七
一
】）」

の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
若
干
見
受
け
ら
れ
る
が
、「
願
人
・
相
手

（
方
）」（
例
、【
五
六
】）
が
最
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ほ
か
に
少
数
の

「
訴
訟
人
」（
原
告
側
）、「
訴
答
」（
例
、【
二
】【
六
〇
】）
の
語
が
原
告
・
被

告
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
ま
だ
当
事
者
の
用
語
に
ブ
レ

が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

エ
年
号
に
つ
い
て
。「
辛
未
」
又
は
単
に
「
未
」
は
、
明
治
四
年
辛
未
西
暦

一
八
七
一
年
を
指
し
、「
壬
申
」
又
は
「
申
」
は
、
明
治
五
年
壬
申
西
暦
一
八

七
二
年
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
初
出
の
個
所
に
の
み
注
で
示
す
よ
う
に

し
た
。
年
号
は
当
時
、
干
支
で
示
す
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
本
簿
冊
に
お
い
て
は
、
明
治
に
よ
る
年
号
の
表
記
は
稀
で
あ
り
、
西

暦
は
一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
（
冒
頭
の
行
に
出
訴
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て

い
る
が
、
本
簿
冊
に
お
い
て
明
治
の
元
号
に
よ
る
記
述
は
【
八
八
】
事
件
が

初
出
で
、
そ
れ
ま
で
は
全
て
干
支
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
）。
現
代
の
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
西
暦
の
方
が
理
解
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

本
文
中
、
干
支
で
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、「
明
治
△
（
一
八
○
○
）
年
」

と
示
し
、
十
二
支
の
み
で
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、「
西
暦
一
八
○
○
年
」
と

し
て
、
注
に
示
す
よ
う
に
し
た
。

オ「
連
暑
」
又
は
「
連
署
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
そ
の
ま
ま
写
し
、
最
初

の
「
連
暑
」
に
の
み
「（
マ
マ
）」
と
注
意
書
き
の
ル
ビ
を
つ
け
た
。

カ
漢
字
の
略
字
は
本
字
で
表
し
（
例
、「
雖
（
ト
）
モ
」）、
複
合
文
字
は

（
例
、「
ト
モ
」）
は
通
常
の
表
記
で
記
し
た
。「
以
多
し
」
は
、「
い
た
し
」

い

た

と
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。「
候
得
共
」「
候
へ
共
」
は
本
文
の
記
述
に
倣
い
、

そ
の
ま
ま
記
し
た
。
掛
、
係
、
懸
は
本
文
の
通
り
に
記
し
た
。

キ
な
お
、
人
名
、
特
に
女
性
の
名
前
に
は
変
体
カ
ナ
を
使
っ
て
い
る
も
の

が
あ
る
が
、
使
っ
て
い
る
ワ
ー
プ
ロ
で
作
字
を
し
て
い
な
い
の
で
、
元
の
漢

字
を
当
て
た
。

⑿「
四

目
次
表
」
に
つ
い
て
。
最
上
欄
の
「
番
号
」
は
編
集
の
便
宜
上
つ

け
た
も
の
、
次
の
「
年
度
・
番
号
」
欄
は
、
簿
冊
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
度

と
事
件
番
号
で
あ
る
。「
終
局
」
の
日
付
は
、
そ
の
事
件
の
確
定
し
た
日
と
一

致
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
事
件
に
つ
い
て
確
定
的
に
決
着
が
つ
い
た

日
付
を
示
す
他
の
証
拠
が
な
い
の
で
、
一
応
、「
終
局
」
の
日
付
と
し
て
示
す

四
三
六

一
七
〇
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こ
と
に
し
た
。

（
二
）

（
１
）　
袋
綴
じ
白
地
半
紙
に
墨
書
き

（
２
）　
文
書
の
差
出
人
が
複
数
で
、
文
書
の
署
判
が
複
数
の
場
合
を
い
い
（
連
判
）、

連
署
と
も
い
う
。
原
則
と
し
て
は
あ
て
名
書
に
近
い
も
の
が
上
位
者
で
あ
る
が
、

多
人
数
の
場
合
は
、
二
列
・
三
列
に
連
署
す
る
こ
と
が
あ
る
。
連
判
者
の
順
位

を
籤
に
よ
っ
て
決
め
た
孔
子
（
く
じ
）
次
第
と
し
た
り
、
首
謀
者
を
隠
す
た
め

圏
状
式
に
連
署
し
、
こ
れ
を
傘
（
か
ら
か
さ
）
連
判
と
か
円
（
つ
ぶ
ら
）
連
判

と
か
い
っ
た
（
高
柳
光
寿
・
竹
内
理
三
＝
編
『
日
本
史
辞
典
　
第
二
版
』
角
川
書

店
）。

　（
古
く
レ
ン
ジ
ョ
と
も
）
同
一
の
書
面
に
二
人
以
上
が
並
べ
て
署
名
し
、
花
押

を
書
く
な
ど
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
署
名
や
花
押
。
連
印
。
連
判
状
（『
広
辞

苑
』
第
七
版
）。

（
３
）　
搾
滓
・
〆
粕
。
豆
粕
や
魚
油
を
搾
っ
た
残
滓
な
ど
を
い
い
、
肥
料
・
飼
料
、

ま
た
醸
造
原
料
な
ど
に
用
い
る
（『
広
辞
苑
』
第
六
版
（
二
〇
〇
八
年
））。

（
４
）　
前
年
（
辛
未
）
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
年
号
の
誤
表
記
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

（
５
）　【
第
八
番
】
の
事
件
が
二
つ
綴
ら
れ
て
い
る
。
番
号
の
付
け
間
違
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
は
枝
番
号
を
附
け
て
【
八
の
２
】
と
し
て
お
い
た
。

（
６
）　
箱
訴
は
、
江
戸
時
代
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
庶
民
の
直
訴
を
受
け
る
た
め

に
一
七
二
一
（
亨
保
六
）
年
設
け
た
制
度
。
評
定
所
門
前
に
目
安
箱
を
置
き
、

訴
状
を
投
入
さ
せ
た
。
高
柳
光
寿
・
竹
内
理
三
編
『
日
本
史
辞
典
』
第
二
版
（
昭

和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
、
角
川
書
店
）

（
７
）　
明
治
三
年
は
庚
午
西
暦
一
八
七
〇
年
。「
己
巳
」
の
巳
年
は
明
治
二
（
一
八
六

九
）
年
に
該
る
。

（
８
）　
但
書
は
朱
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
半
部
分
は
脚
注
に
示
し
た
文

章
が
墨
書
き
で
上
書
き
す
る
よ
う
な
位
置
に
記
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
外
側
に
は

な
お
五
行
程
度
の
書
込
み
が
出
来
る
ほ
ど
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う

な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は
、
訂
正
と
見
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
読
み
取
れ
た
朱
書
き
の
部
分
を
併
せ
て
記
し
た
。

（
９
）　
廣
瀬
縣
は
、
江
戸
期
は
廣
瀬
藩
、
廃
藩
置
県
（
明
治
四
年
七
月
一
四
日
）
に

よ
り
廣
瀬
県
、
さ
ら
に
、
同
年
一
一
月
一
五
日
に
松
江
県
、
母
里
県
と
と
も
に

島
根
県
と
な
っ
た
。
因
み
に
、
島
根
県
は
そ
の
後
、
浜
田
県
、
鳥
取
県
と
共
に

島
根
県
と
な
っ
た
が
、
後
、
鳥
取
県
と
分
れ
た
（
明
治
一
四
年
九
月
一
二
日
）

（
勝
田
政
治
『
廃
藩
置
県
─「
明
治
国
家
」
が
生
ま
れ
た
日
─
』
二
四
四
頁
の
表

に
よ
る
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
年
七
月
））。

（
　
）　
差
紙
と
は
、
江
戸
時
代
、
奉
行
所
が
出
頭
の
日
時
を
定
め
て
被
告
を
呼
び
出

１０
す
召
喚
状
。
名
を
さ
し
て
召
喚
す
る
の
で
こ
の
称
が
あ
る
。
諸
藩
で
も
領
民
に
対

す
る
召
喚
状
を
差
紙
と
称
し
た
（
高
柳
光
寿
・
武
内
理
三
編
『
日
本
史
辞

典
　
第
二
版
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
九
年
一
二
月
）。

　
江
戸
時
代
、
奉
行
所
か
ら
特
定
の
人
に
対
し
て
出
す
呼
び
出
し
状
。
召
喚
状

（
上
田
万
年
他
編
『
新
大
字
典
　
普
及
版
』
講
談
社
、
一
九
九
三
年
三
月
（
第
一

刷
）、
な
お
、
参
照
し
た
の
は
第
四
刷
（
一
九
九
三
年
四
月
））。

四
三
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（
　
）　
戸
籍
の
存
在
す
る
土
地
。
ま
た
、
明
治
期
に
は
、
そ
の
人
が
あ
る
地
方
自
治

１１
体
の
管
轄
下
に
在
る
こ
と
を
意
味
し
た
（『
広
辞
苑
　
第
六
版
』
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
八
年
一
月
）。

（
　
）　
訴
訟
方
と
は
、
原
告
側
当
事
者
を
指
し
て
使
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、

１２
原
告
・
被
告
の
用
語
を
使
っ
て
い
る
例
も
あ
る
（
例
、〔
七
十
一
番
〕
事
件
）。

（
　
）　
略
売
と
は
、
婦
女
・
児
童
を
か
ど
わ
か
し
奪
っ
て
売
る
こ
と
（
上
田
万
年
他
編

１３
『
新
大
字
典
　
普
及
版
』
講
談
社
、
一
九
九
三
年
三
月
）。

（
　
）　
北
條
県
は
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
美
作
国
を
管
轄
す
る
県
と
し
て
置
か
れ
た

１４
が
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
岡
山
県
に
併
合
さ
れ
た
。
な
お
、
美
作
国
は
現

在
の
岡
山
県
北
部
。
山
陽
道
の
一
。
津
山
、
勝
山
が
中
心
地
。

（
　
）
「
未
年
」
な
ら
明
治
四
（
辛
未
、
西
暦
一
八
七
一
）
年
で
、
出
訴
の
前
年
に
該

１５
り
、「
四
年
前
」
と
合
わ
な
く
な
る
。「
明
治
四
年
、
即
ち
、
出
訴
の
前
（
年
）、

未
の
年
頭
云
々
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
か
。

（
　
）　【
第
六
十
三
番
】
の
事
件
が
二
件
あ
る
が
、
番
号
の
付
け
間
違
い
と
思
わ
れ
る
。

１６
二
件
目
に
枝
番
号
を
つ
け
、【
六
三
の
２
】
と
し
た
。

（
　
）　
現
在
、
島
根
県
に
属
す
る
日
本
海
の
島
々
。
江
戸
期
は
出
雲
藩
の
預
り
領
。

１７
古
代
よ
り
罪
人
遠
流
の
地
と
さ
れ
た
。
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
、
鳥
取
藩
所
管
、

そ
の
後
隠
岐
県
・
大
森
県
・
濱
田
県
な
ど
を
経
て
、
一
八
八
一
年
島
根
県
管
轄

と
な
る
（
前
掲
『
日
本
史
辞
典
』
よ
り
一
部
抜
粋
）。

（
　
）　【
第
七
十
八
番
】
の
事
件
が
二
件
あ
る
が
、
番
号
の
付
け
間
違
い
と
思
わ
れ
る
。

１８
二
件
目
に
枝
番
号
を
つ
け
、【
七
八
の
２
】
と
し
た
。

（
　
）　
小
田
県
は
、
現
在
の
岡
山
県
西
部
と
広
島
県
東
部
に
ま
た
が
っ
て
位
置
し
て

１９
い
た
。
県
庁
所
在
地
は
、
現
在
の
笠
岡
市
。

（
　
）　
本
文
の
内
容
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
「
株
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
文
字
は
、

２０
木
偏
に
牛
で
、「
件
」
と
も
「
株
」
と
も
、
中
途
半
端
な
文
字
で
あ
る
。

（
　
）　
箱
訴
に
つ
き
、（
６
）
を
参
照
。

２１

四
三
四

一
六
八
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四
三
三

一
六
七

番
号１２３４５６

年
度
・
番
号

明
治
五

（
壬
申
）
年

第 
一
番

同
　
年

第 
二
番

同
　
年

第 
三
番

同
　
年

第 
四
番

同
　
年

第 
五
番

同
　
年

第 
六
番

出
訴
／

上
訴
日

明
治
五
年

 
三
月 
五
日*  

同
　
年

三
月
十
二
日*  

同
　
年

 
二
月 
晦
日*  

同
　
年

二
月
十
九
日*  

同
　
年

三
月
廿
五
日*  

同
　
年

三
月
廿
八
日*  

終
局
・
年
月
日

明
治
五
年

 
四
月
十
九
日

同
　
年

 
五
月
廿
四
日

同
　
年

 
六
月
　
三
日

 
記
載
な
し

同
　
年

 
記
載
な
し

同
　
年

 
十
月
十
二
日

訴
名
／
差
縺

家
屋
鋪
差
縺

貸
金
滞

（
千
五
百
貫
文
）

鯡
〆
箱
代
金
滞

（
金
四
十
両
）

家
財
并
田
地

差
縺
再
訴

貸
金
滞

（
二
百
二
十
四

貫
四
十
八
文
）

田
地
質
地
差
縺

結

局

借
家
明
渡

内
済
示
談

済
口
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
済
口
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届

記
載
な
し

示
談
済
口
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届

示
談
内
済
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届

事
件
担
当
官

高
橋 
是
知

鶴
岡 
重
勝

鶴
岡 
重
勝

記
載
な
し

山
川 
安
國

鶴
岡 
瞪

原
告
／
申
立
人

代
人
／
代
言
人

Ｋ
Ｔ
　
和
藏

Ｔ
Ｂ
　
長
右
衛
門

Ｓ
Ｙ
Ｙ 
善
藏

（
商
）

〔
Ｕ
Ｙ
〕
清
助

Ｎ
Ｅ
Ｙ 
長
右
衛
門

Ｔ
Ｂ
　
八
束

（
社
司
）

Ａ
Ｚ
Ｚ 
東
一
郎

（
農
）

被
告
／
相
手
方

代
人
／
代
言
人

Ｍ
Ｄ
Ｙ 
源
重

Ｋ
Ｄ
Ｙ 
傳
助

　
　 
外
二
人

Ｋ
Ｇ 
磯
吉

　
　 
外
一
人

Ｋ
Ｍ
Ｙ 
弥
右
エ
門

Ｎ
Ｇ
　
了
庵

（
士
族
）

Ａ
Ｚ
Ｚ 
浅
右
衛
門

備

考

*   
元
松
江
縣
ゟ
引
渡

*   
元
松
江
縣
ゟ
引
渡

「
示
談
行
届
吟
味
下
願
出
候
ニ
付

済
口
證
書
連
暑
取
之
願
之
通
聞
届

書
類
下
渡
候
事
」

*   
元
枩
江
縣
ゟ
送
り

四
月
廿
一
日 
鳥
取
縣
米
子
出
張

所
へ
差
出
候
事

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
渡

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
渡

　
貸
金
を
申
七
月
二
五
日
と
、
酉

正
月
晦
日
の
二
回
に
分
け
て
返
済

之
積

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
渡

（
田
地
不
残
元
戻
し
の
積
り
）

四
　
目
　
　
次
　
　
表



明
治
五
壬
申
年 
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て

─　　─

（
　
　
　
）

─　　─113

四
三
二

一
六
六

７８８の２ *  ９　１０　１１　１２

同
　
年

第 
七
番

同
　
年

第 
八
番

同
　
年
　 

第 
八
番

同
　
年

第 
九
番

同
　
年

第 
十
番

明
治
四
年

 
第
十
一
番

明
治
五
年

 
第
十
二
番

同
　
年

三
月
廿
五
日*  

同
　
年

十
二
月
廿
二

日 
　
　
　 *  

明
治
四
年

十
二
月
三
日

　
　
箱
訴 *  *  

明
治
四
年

　
十
二
月

　
　 
再
訴 *  

明
治
三
年

 
十
一
月

*  

明
治
四
年

 
十
二
月

*  

明
治
四
年

 
六
月

*  

同
　
年

 
八
月
十
三
日

明
治
六
年

 
四
月
十
三
日

記
載
な
し

明
治
五
年

 
六
月 
七
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
五
日

記
載
な
し

明
治
五
年

 
五
月
廿
七
日

貸
金
滞

（
二
百
両
）

養
子
差
縺

船
宿
之
儀
ニ
付

愁
訴

田
地
之
儀
ニ
付

差
縺

家
督
差
縺

田
地
売
買
差
縺

新
宮
社
之
儀
ニ

付
差
縺

示
談
済
口
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届

鳥
取
縣
へ
差

出熟
和
相
成
・

済
口

不
筋
ニ
付
村

役
人
へ
取
扱

申
付

租
税
課
上
村

行
雄
へ
申
継

ぎ内
済
示
談

済
口
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届内
済
示
談
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届

済
口
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届

村
田 
雷
藏

高
橋 
是
知

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　 
瞪

高
橋 
是
知

鶴
岡
　
瞪

　
　 
奥
右
衛
門

Ｉ
Ｈ 
政
助
後
家

Ｋ
Ｋ 
平
左
衛
門

（
商
）

Ｋ
Ｍ
寺

Ｋ
Ｄ 
勘
右
衛
門

老
母

Ｋ
Ｍ
Ｙ 
喜
兵
衛

（
商
）

借
家 
傳
助

Ｓ
Ｚ
後
家
か
る

Ｓ
Ｍ
Ｙ 
彦
右
衛
門

才
三
郎
後
家
か
る

　
　
　 
惣
十

□
□
村
百
姓
一
同

Ｋ
Ｄ 
丹
藏

Ｔ
Ｄ
　
文
藏

Ｍ
Ｎ
　
如
水

Ｓ
Ｋ
　
巴

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
渡

（
元
金
丈
五
ヶ
年
賦
無
利
足
に
て

返
済
之
積
）
但 
三
十
七
両
受
取

渡
済
、
三
十
三
両
は
酉
戌
の
二
ヶ

年
に
、
残
百
三
十
両
は
、
申
よ
り

丑
年
ま
で
六
ヶ
年
賦
に
よ
り
皆
済

の
示
談

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
渡

*   
編
集
上
枝
番
号
を
つ
け
た

*  *   
箱
訴
元
枩
江
縣
ゟ
引
続

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

辛
未
十
二
月
裁
許
の
処
、
請
書
差

出
さ
ず
、
再
訴

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
続

勘
右
衛
門
病
気
に
付
、
家
督
を
弟

丹
藏
に
譲
り
、
隠
居
料
と
し
て
、

家
財
の
三
ト
通
を
引
受

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続
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四
三
一

一
六
五

　１３　１４　１５　１６

明
治
五
年

第
十
三
番

同
　
年

第
十
四
番

同
　
年

第
十
五
番

同
　
年

第
十
六
番

明
治
四
年

 
十
二
月

*  

明
治
四
年

 
四
月

*  

明
治
四
年

四
月
廿
四
日*  

明
治
五
年

 
二
月
四
日*  

七
月
下
旬

明
治
五
年

 
六
月
三
日

明
治
六
年

 
二
月
廿
四
日

明
治
五
年

 
七
月
十
二
日

再
訴
に
つ
き

明
治
五
年

 
八
月
二
日

追
記

八
月
十
五
日

元
寺
領
持
主
之

儀
ニ
付
差
縺

貸
金
滞

貸
金
并
売
掛
滞

売
掛
金
差
縺

示
談
済
口
・

吟
味
下
げ

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届一
　
示
談
・

吟
味
下
げ

願
出
聞
届

二
　
示
談
・

吟
味
下
げ

願
出
聞
届

三
　
示
談
・

吟
味
下
げ

願
出
聞
届

却
下
（
濱
田

縣
へ
差
遣
候

事
）

再
訴
に
つ
き

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

Ｚ
Ｊ
寺

Ｉ
Ｂ
　
熊
藏

（
士
族
）

Ｏ
　
　
助
藏

（
農
）

Ｈ
Ｕ 
為
右
衛
門

□
□
□
村
百
姓
共

Ｋ
Ｍ
Ｙ 
忠
三
郎

一
（
農
）

　
安
兵
衛
後
家

二 
嘉
平

　 
萬
七

三 
Ｋ
Ｔ 
権
市

Ｎ
Ｏ 
專
次
郎

（
商
）

　
　 
外
三
人

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

辛
未
（
明
治
四
）
十
月
旧
松
江
縣

に
於
て
裁
判
。
Ｚ
Ｊ
寺
不
承
服
に

て
受
書
不
差
出
、
再
願
書
差
出
候

趣

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

訴
答
共
一
ト
通
取
調
之
上

戸
長
共
へ
取
扱
申
付
置
候

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

一 
銭
二
十
貫
文
　
萬
七
よ
り
助

藏
へ
相
渡
し
其
余
は
取
引
無
之

示
談

二 
金
二
万
　
安
兵
衛
後
家
よ
り

助
藏
へ
相
渡
候
積

三 
家
作
売
買
相
談
中
焼
失
に
よ

る
双
方
の
損
害
を
、
五
百
五
十

五
貫
文
中
百
七
十
七
貫
文
、
外

五
十
貫
文
を
二
回
に
分
け
て
庫

七
よ
り
助
藏
へ
相
渡
候
積
り

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
続

　
吟
味
中
、
Ｎ
Ｏ 
專
次
郎
欠
席

し
、
受
人
方
ヘ
金
百
両
相
渡
、
残

三
百
五
十
両
を
七
月
中
に
返
済
之

積
申
付

*  *   
返
済
方
約
定
違
変
に
付
再
訴



明
治
五
壬
申
年 
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て

─　　─

（
　
　
　
）

─　　─115

四
三
〇

一
六
四

　１７　１８　１９　２０　２１

同
　
年

第
十
七
番

同
　
年

第
十
八
番

同
　
年

第
十
九
番

同
　
年

第
二
十
号

同
　
年

第
二
一
番

　
　
再
訴*  *  *  *  *  

明
治
四
年

 
九
月

*  *  

（
明
治
三
年

八
月
四
日
返
答

書
差
遣
）

（
明
治
四
年

十
月
廿
五
日
大

坂
府
へ
返
答
書

差
遣
）

明
治
五
年

 
四
月
廿
六
日

 
九
月
廿
八
日

明
治
五
年

 
七
月

銀
談

売
掛
金
滞

為
替
金
差
縺

売
掛
并
為
替
古

着
差
縺

貸
金
滞

濱
田
縣
へ
移

送相
手
方
病
死

に
付
、
手
続

中
断
、
其
段

鳥
取
縣
へ
申

送
り
。
そ
の

後
、
吟
味
下

げ
願
出
聞
届

示
談
の
上
熟

談
相
成
、
見

切
り
吟
味
下

げ
願
出
聞
届

記
載
な
し

記
載
な
し

記
載
な
し

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

Ｋ
Ｕ
Ｙ 
半
次
郎

Ｉ
Ｍ
Ｙ 
利
兵
衛

　
　
　
　
義
一
郎

Ｈ
Ｎ
　
幸
吉

（
商
）

Ｉ
Ｓ 
治
左
衛
門

Ｋ
Ｍ
Ｙ 
覚
三
郎

Ｓ
Ｙ
Ｙ 
善
藏

Ｕ
Ｙ
　
菊
次
郞

　
　
　 
半
三
郎

　
　
　 
清
之
助

（
商
）

　
　
　
杢
左
衛
門

*   
旧
松
江
縣
ゟ
引
渡

　
先
方
よ
り
受
取
金
過
多
に
つ
き
、

上
記
返
答
書
相
添
え
京
都
府
へ
申

遣
り
、
但
し
そ
の
後
返
答
な
し

*   
旧
枩
江
縣
ゟ
附
送

　
上
記
返
答
書
大
坂
府
へ
申
遣
り
、

但
し
そ
の
後
返
答
な
し

*   
旧
枩
江
縣
ゟ
附
送
り

　
鳥
取
縣
へ
掛
合
に
及
ぶ
も
未
だ

報
答
無
し
、
但
し
義
一
郎
よ
り
差

出
す
金
子
Ｔ
Ｍ
勝
藏
に
願
置
候
事

*   
旧
松
江
縣
ゟ
附
送
り

　
申
四
月
廿
六
日
相
手
方
清
之
助

病
死
後
幼
少
の
子
供
老
人
難
渋
に

付
返
弁
の
道
な
く
、
願
人
損
毛
に

異
存
な
し
と
し
て
、
吟
味
下
げ
願

出

*   
旧
枩
江
縣
ゟ
附
送
り
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四
二
九

一
六
三

　２２　２３　２４　２５　２６　２７　２８

同
　
年

第
二
二
番

同
　
年

第
二
三
番

同
　
年

第
二
四
番

同
　
年

第
二
五
番

同
　
年

第
二
六
番

同
　
年

第
二
七
番

同
　
年

第
二
八
番

明
治
四
年

 
十
月

*  *  

明
治
五
年

 
三
月

*  *  *  

明
治
四
年

 
五
月

*  

明
治
四
年

　
十
二
月

*  

明
治
五
年

 
五
月
四
日

明
治
五
年

 
五
月
四
日

明
治
五
年

 
六
月
十
八
日

明
治
五
年

 
六
月

明
治
五
年

 
六
月
事
済

明
治
五
年

 
六
月
十
日

明
治
五
年

 
（
五
月
七
日
）

田
地
買
議
定
差

縺貸
金
滞

貸
金
滞

助
成
金
差
縺

草
山
之
儀
分
山

差
縺

酒
造
株
代
金
返

済
之
儀
ニ
付
差

縺家
屋
敷
売
払
世

話
料
其
外
諸
雑

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届

*  *   
却
下
（
元

廣
瀬
縣
ゟ
鳥

取
縣
米
子
出

張
所
へ
添
翰

本
人
差
出
）

元
金
返
済
及

利
足
を
返
金

可
致
（
双
方

受
書
差
出
）

示
談
和
熟

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届聞
糺
、
年
寄

忠
藏
へ
取
扱

鶴
岡
　
瞪

記
載
な
し

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

山
川 
安
國

鶴
岡
　
瞪

村
田
　
曽

Ａ
Ｄ
　
宗
三

（
商
）

Ｔ
Ｄ
Ｙ 
卯
兵
衛

（
商
）

Ｉ
Ｔ 
次
郎
兵
衛

　
　
　
藤
右
衛
門

（
農
）

　
　
　
　
勝
兵
衛

（
農
）

　
　 
外
五
十
七
人

Ｉ
Ｔ
　
政
藏

（
商
）

Ｎ
　
善
右
エ
門

（
商
）

Ｍ
Ｙ 
幸
三
郎

（
農
）

　
　 
外
四
人

Ｙ
Ｎ
Ｙ 
嘉
助

Ｔ
Ｂ
　
友
十
郎

　
　
　 
豊
七

（
農
）

　
　 
八
左
衛
門

Ａ
Ｂ 
八
左
衛
門

（
農
）

　
　
　
外
五
人

Ａ
Ｄ 
孫
兵
衛

Ｈ
Ｎ
　
元
助

（
貫
属
卒
）

*   
旧
松
江
縣
ゟ
附
送
り

*   
旧
枩
江
縣
ゟ
附
渡

　
相
手
方
死
去
難
渋
之
者
に
付
返

弁
の
道
出
来
兼
ね
、
大
坂
表
へ
掛

合
ど
も
、
そ
の
後
何
の
報
返
無
之

申
送
り
相
成

*   
元
廣
瀬
縣
ゟ
附
送

*   
元
廣
瀬
縣
ゟ
引
続

*   
元
廣
瀬
縣
ゟ
引
続

五
月
七
日
聞
糺

説
諭
の
上
年
寄
忠
藏
へ
取
扱
申
付
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四
二
八

一
六
二

　２９　３０　３１　３２　３３　３４　３５

同
　
年

第
二
九
番

同
　
年

第
三
十
番

同
　
年

第
三
一
番

同
　
年

第
三
二
番

同
　
年

第
三
三
番

同
　
年

第
三
四
番

同
　
年

第
三
五
番

*  

明
治
五
年

 
五
月
七
日

明
治
五
年

五
月
十
九
日

明
治
五
年

五
月
廿
五
日

明
治
五
年

 
四
月

*  

明
治
五
年

五
月
廿
八
日

明
治
五
年

 
五
月
卅
日

明
治
五
年

 
八
月
十
七
日

明
治
五
年

 
五
月
廿
二
日

明
治
六
年

 
二
月
　
　
日

　（
日
付
空
欄
）

明
治
五
年

 
六
月
十
日

明
治
五
年

 
八
月
廿
八
日

費
之
儀
ニ
付
差

縺貸
質
差
縺

古
手
物
代
金
滞

貸
金
滞

田
畑
差
縺

一
年
神
主
差
止

候
儀
ニ
付
差
縺

鑪
并
田
畑
差
縺

鉄
荷
売
買
差
縺

申
付
・
願
書

下
戻
す

内
済
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
愛

助
、
召
捕
吟

味
中

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
聞
届

双
方
和
合
・

吟
味
下
げ

却
下 *  

（
願
書
并
添

書
共
相
渡
し

米
子
鳥
取
縣

出
張
所
ヘ
差

出
候
事
）

山
川 
安
國

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

　
　
　 
三
代
吉

Ｋ
Ｂ
Ｔ
Ｙ 
栄
太
郎

Ｙ
Ｇ
　
庄
藏

（
商
）

Ｓ
Ｄ
　
詳
藏

（
農
）

□
□
□
百
姓
一
同

Ｋ
Ｔ 
六
郎
左
衞
門

（
農
）

Ｙ
Ｍ 
吉
兵
衛

（
商
）

Ｉ
Ｄ 
松
之
助

Ｕ
Ｎ
　
和
助

　
　 
外
一
人

Ｎ
Ｎ 
喜
三
郎

（
商
）

Ｔ
Ｓ
寺

Ｙ
Ｙ
　
岩
根

（
祠
官
）

Ｔ
Ｂ 
長
右
衛
門

Ｉ
Ｙ 
長
右
衛
門

*   
元
廣
瀬
縣
ゟ
廻
る

*   
関
守
Ｈ
Ｕ
泉
藏
ゟ
出
訴
の
趣
を

以
て
庶
務
課
ゟ
廻
る

*   
吟
味
中
相
対
内
済
示
談
に
て
吟

味
願
下
げ
願
出
聞
届
け
た
旨
鳥
取

縣
米
子
出
張
所
ゟ
返
翰
あ
り
願
人

ゟ
も
申
出
が
あ
り
吟
味
下
げ
願
出

聞
届
け
置
く
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四
二
七

一
六
一

　３６　３７　３８　３９　４０　４１　４２　４３

同
　
年

第
三
六
番

同
　
年

第
三
七
番

同
　
年

第
三
八
番

同
　
年

第
三
九
番

同
　
年

第
四
十
番

同
　
年

第
四
一
番

同
　
年

第
四
二
番

同
　
年

第
四
三
番

明
治
五
年

 
六
月
十
日*  

明
治
五
年

 
六
月
十
日

明
治
五
年

六
月
十
二
日

明
治
五
年

 
六
月
十
日

明
治
五
年

六
月
十
二
日

明
治
五
年

六
月
十
二
日

明
治
五
年

六
月
十
七
日

明
治
五
年

五
月
十
九
日

明
治
五
年

 
六
月
十
五
日

明
治
五
年

 
六
月
十
五
日

明
治
五
年

 
八
月
五
日

明
治
七
年

 
一
月
二
十
日

明
治
五
年

 
七
月
十
二
日

明
治
五
年

 
七
月
三
日

明
治
五
年

 
六
月
廿
三
日

と
き
、
い
ま
両

人
の
略
売
差
縺

正
金
質
物
ニ
致

置
候
儀
ニ
付
差

縺唐
胡
摩
元
代
金

差
縺

金
札
引
当
銭
借

用
之
儀
ニ
付
差

縺酒
株
代
金
差
縺

質
物
差
縺

魚
問
屋
之
儀
ニ

付
差
縺

田
地
差
縺

Ｎ
Ｔ
兵
三
郎

再
吟
味
の
義

鳥
取
縣
米
子

出
張
所
へ
掛

合
に
及
候
事

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
済
口

証
書
差
出
す

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

鶴
岡
　
瞪

Ｎ
Ｔ 
兵
三
郎

（
商
）

Ｗ
Ｂ
　
千
藏

（
商
）

Ｋ
Ｍ 
嘉
五
郎

（
商
）

Ｉ
Ｔ 
祐
右
衛
門

Ｍ
Ｍ 
卯
右
衛
門

（
商
）

Ｎ
Ｍ 
熊
三
郎

（
商
）

Ｉ
Ｉ
Ｙ 
德
市

Ｏ
Ｄ
　
栄
藏

Ｈ
Ｎ 
柳
三
郎

（
貫
属
卒
）

Ｎ
Ｓ
Ｙ 
武
兵
衛

Ｈ
Ｍ
Ｙ 
傅
兵
衛

Ｉ
Ｈ
　
佐
吉

（
商
）

Ａ
Ｋ 
敬
左
衛
門

（
貫
属
）

Ｋ
Ｍ
Ｙ 
弥
助

Ｋ
Ｚ
Ｙ 
清
兵
衛

Ｓ
Ｎ
Ｙ 
德
市

Ｍ
Ｄ 
泰
藏

　
　 
外
両
人

Ｕ
Ｎ 
市
郎
左
衛
門

（
農
）

*   
鳥
取
縣
米
子
出
張
所
ゟ
送
に
相

成
候
事

　
再
応
鳥
取
縣
へ
掛
合
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四
二
六

一
六
〇

　４４　４５　４６　４７　４８　４９　５０　５１

同
　
年

第
四
四
番

同
　
年

第
四
五
番

同
　
年

第
四
六
番

同
　
年

第
四
七
番

同
　
年

第
四
八
番

同
　
年

第
四
九
番

同
　
年

第
五
十
番

同
　
年

第
五
一
番

明
治
五
年

六
月
十
八
日

明
治
五
年

六
月
廿
五
日

明
治
五
年

六
月
廿
五
日

明
治
五
年

六
月
廿
九
日

明
治
五
年

六
月
廿
三
日

明
治
五
年

六
月
廿
七
日

明
治
五
年

 
七
月
二
日

明
治
五
年

 
六
月
三
日

明
治
五
年

 
八
月
晦
日

明
治
六
年

 
二
月
七
日

明
治
五
年

 
九
月
廿
九
日

 
六
月
廿
三
日 *  

明
治
五
年

 
七
月
九
日

明
治
五
年

 
七
月
五
日

 
六
月
廿
日 *  

明
治
五
年

 
七
月
五
日

売
惣
代
金
滞

親
ゟ
譲
渡
田
地

證
文
之
儀
ニ
付

差
縺

預
（
リ
）
金
滞

山
林
売
買
差
縺

金
談
差
縺

縁
談
差
縺
并
縁

女
荷
物
不
相
返

ニ
付
差
縺

酒
株
差
縺

小
田
山
売
買
之

儀
ニ
付
故
障
人

出
来
差
縺

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届  
　
　
　 *  

示
談
・
吟
味

下
げ
聞
届

示
談
（
道
感

追
善
の
た
め

金
五
十
両
寄

附
）

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届内
済
示
談
・

済
口
証
書

示
談
・
済
口

証
書

示
談
・
願
下

げ
願
出
聞
届

示
談
行
届
・

訴
訟
方
へ
申

し
聞
か
せ

鶴
岡
　
瞪

記
載
な
し

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

山
川 
安
國

山
川 
安
國

山
川 
安
國

鶴
岡
　
瞪

Ｈ
Ｎ 
幸
吉

（
商
）

　
　 
外
五
人

Ｈ
　
才
次
郎

（
農
）

Ｔ
Ｋ
寺

代 
Ｙ
Ｓ 
武
三
郎

Ｗ
Ｂ
　
丈
兵
衛

（
農
）

Ｎ
Ｗ
Ｙ 
善
市

Ｇ
Ｓ
Ｊ 
観
憧

Ｉ
Ｂ
　
孫
六

Ｋ
Ｙ 
謙
次
郎

　
　 
外
一
人

Ｓ
Ｅ
　
清
藏

Ｈ
　
忠
四
郎

Ｍ
Ｔ
　
道
感

（
松
江
貫
属
士
族
）

 
同
　 
権
太
夫

Ａ
Ｔ
　
嘉
太
郎

（
農
）

Ｉ
Ｄ 
武
左
ヱ
門

Ｋ
Ｚ 
紋
太
夫

（
枩
江
貫
属
士
族
）

Ｙ
Ｄ 
益
右
衛
門

Ｗ
Ｂ 
丈
兵
衛

（
農
）

*   
他
に
刑
事
罰
あ
り

　
道
感
斬
罪
に
相
成
、
弟
権
太
夫

に
返
弁
の
道
無
し
。
Ｙ
Ｓ
武
三
郎

親
族
と
し
て
、
道
感
追
善
料
を
Ｔ

Ｋ
寺
に
寄
附

*   
終
結
日
が
出
訴
日
よ
り
前
な
の

で
、
明
治
六
年
か

*   
明
治
六
年
か
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四
二
五

一
五
九

　５２　５３　５４　５５　５６　５７

同
　
年

第
五
二
番

同
　
年

第
五
三
番

同
　
年

第
五
四
番

同
　
年

第
五
五
番

同
　
年

第
五
六
番

同
　
年

第
五
七
番

明
治
五
年

 
七
月
五
日

明
治
五
年

 
七
月
八
日

明
治
五
年

 
七
月
八
日

明
治
五
年

 
七
月
九
日

明
治
五
年

七
月
十
二
日

明
治
五
年

 
七
月
廿
日

明
治
五
年

 
八
月
廿
二
日

明
治
六
年

 
一
月
十
八
日

明
治
五
年

 
八
月
晦
日

明
治
五
年

　
十
月
七
日

十
一
月
廿
八
日

明
治
六
年

 
二
月
四
日

Ｗ
Ｂ
寺
元
寺
領

田
地
売
買
差
縺

元
社
領
売
地
差

縺夏
艸
刈
場
之
儀

ニ
付
争
論

貸
金
滞

馬
売
渡
代
金
滞

改
百
姓
席
順
并

村
山
油
木
売
払

之
儀
ニ
付
故
障

差
縺

内
済
示
談
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届  
　 *  

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届一
人
ニ
付
北

條
縣
へ
移
送 *  

示
談
・
願
下

げ
聞
届

一 
百
姓
席
順

之
儀
は
取

揚
不
相
成

願
出
下
渡

す一 
村
山
故
障

之
儀
は
追

て
沙
汰
に

及
ぶ
可
し

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
権
少

属鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

Ｎ
　 
利
右
衛
門

（
農
）

　
　 
外
二
人

Ｍ
Ｏ
　
千
年

（
祠
掌
）

上
□
□
村

Ｏ
Ｔ 
十
郎
右
衛
門

　
　 
外
二
十
一
人

Ｕ
Ｙ 
庄
兵
衛

（
商
）

Ｉ
Ｉ
　
茂
助

　
　
　
外
二
人

Ｋ
Ｋ
　
助
市
（
農
）

 
後
家
か
る

　
　
吉
右
衛
門

　
　
與
右
エ
門

　
　
　
　
太
八

下
□
□
村

Ｕ
Ｔ
Ｍ 
宇
兵
衛

（
農
）

　
　
外
二
十
人

Ｆ
Ｍ 
勘
左
衛
門

（
商
）

Ｋ
Ｎ
　
亀
吉

熱
田 
又
兵
衛

（
庄
屋
）

Ｋ
Ｋ 
栄
左
衛
門

（
農
）

*   
戸
長
木
佐
豊
右
衛
門
へ
取
扱
申

付
、
戸
長
よ
り
添
書

*   
Ｍ
Ｓ
八
右
衛
門
（
貫
属
卒 
隠

居
）
が
仲
人
を
引
受
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四
二
四

一
五
八

　５８　５９　６０　６１　６２　６３

同
　
年

第
五
八
番

同
　
年

第
五
九
番

同
　
年

第
六
十
番

同
　
年

第
六
一
番

同
　
年

第
六
二
番

同
　
年

第
六
三
番

明
治
五
年

 
七
月
廿
日

明
治
五
年

七
月
廿
四
日

明
治
五
年

七
月
廿
七
日

明
治
五
年

七
月
廿
七
日

明
治
五
年

七
月
廿
七
日

明
治
五
年

七
月
廿
八
日

明
治
五
年

 
九
月
廿
九
日

明
治
五
年

 
八
月
四
日

明
治
五
年

 
十
月
四
日

明
治
五
年

 
九
月
廿
七
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
七
日

山
林
売
買
之
儀

ニ
付
差
縺

家
作
売
買
差
縺

□
□
川
魚
漁

差
縺

正
金
質
入
受
戻

之
儀
ニ
付
差
縺

金
談
差
縺

貸
金
滞

示
談
・
吟
味

下
げ
願
い

（
関
連
の
争

い
に
つ
き
備

考
欄
）

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届済
口
証
書
差

出
し
異
存
無

き
段
申
出
聞

届吟
味
下
げ

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡

　 
権
少
属

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

Ｈ
Ｎ
　
武
藏

（
貫
属
卒
）

Ｍ
Ｕ
Ｙ 
丈
助

（
商
）

Ｓ
Ｄ 
清
右
衛
門

（
農
）

　
　
外
四
十
九
人

　
　
　
　
松
太
郎

（
畳
屋
）

Ｔ
Ｄ
　
為
藏

（
商
）

Ｍ
Ｙ
　
忠
助

（
商
）

Ｗ
Ｂ 
丈
兵
衛

（
農
）

Ｈ
Ｉ
　
文
十

Ｋ
Ｔ
　
紋
助

（
農
）

　
　
外
二
十
六
人

Ｔ
Ｍ
Ｙ 
嘉
兵
衛

　
　
　
外
一
人

Ｓ
Ｂ
Ｙ 
忠
藏

Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ 
愛
助 *  

一 
嘉
太
郎
ゟ
丈
兵
衛
へ
預
ヶ
銭

元
戻
し
の
示
談
・
吟
味
下
げ

一 
栄
三
郎
へ
山
売
渡
、
丈
兵
衛
、

嘉
太
郎
よ
り
栄
三
郎
へ
相
渡
す

示
談
・
吟
味
下
げ
願
い

一 
元
三
郎
外
三
人
の
申
出
は
村

役
人
共
の
取
扱
可
致

一 
丈
兵
衛
、
嘉
太
郎
間
の
山
代

金
算
用
差
縺
之
義
は
相
対
勘
定

決
算
可
致

村
民
七
十
七
軒
を
三
分
し
、
一
組

が
三
ヶ
所
の
漁
場
を
一
年
毎
に

一
ヶ
所
づ
つ
交
代
す
る

*   
愛
助
偽
を
以
て
借
出
の
義
に
て
、

愛
助
を
入
牢
吟
味
中
の
刑
事
事
件

あ
り
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道
法
学
　
四
二
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四
二
三

一
五
七

　６３の２*  　６４　６５　６６　６７　６８　６９

同
　
年

第
六
三
番

同
　
年

第
六
四
番

同
　
年

第
六
五
番

同
　
年

第
六
六
番

同
　
年

第
六
七
番

同
　
年

第
六
八
番

同
　
年

第
六
九
番

明
治
五
年

七
月
廿
八
日

明
治
五
年

 
八
月
三
日

明
治
五
年

 
八
月
二
日

明
治
五
年

 
八
月
五
日

　
　
再
訴

明
治
五
年

 
八
月
七
日

明
治
五
年

 
八
月
九
日

明
治
五
年

八
月
十
二
日

明
治
五
年

 
八
月
七
日

明
治
六
年

 
二
月
廿
七
日

明
治
五
年

 
八
月
十
二
日

明
治
五
年

 
八
月
廿
五
日

明
治
五
年

 
八
月
十
五
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
五
日

貸
金
滞

金
札
売
買
議
定

差
縺

酒
売
事
差
縺

売
掛
金
滞
裁
許

済
之
処
約
定
違

変
ニ
付
再
訴

売
事
差
縺

貸
金
滞

田
地
売
買
差
縺

管
轄
違
い
に

つ
き
取
下
げ

*  *  

出
訴
前
に
取

引
済
に
付
吟

味
下
げ
聞
届

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届管
轄
違
い

約
定
相
成
た

る
旨
濱
田
縣

ゟ
申
越
し

*  

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届  
　
　
　 *  

吟
味
下
げ   *  

双
方
へ
示
談

を
申
付 
　 *  

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

Ｔ
Ｋ 
左
之
衛

（
貫
属
士
族
）

飯
塚 
喜
左
衛
門

（
村
副
戸
長
）

Ｆ
Ｄ 
宇
右
衛
門

Ｈ
Ｕ 
為
右
衛
門

Ｓ
Ｄ
　
周
藏

（
農
）

Ｍ
Ｂ
　
茂
七

（
貫
属
卒
）

Ａ
Ｄ 
兵
右
エ
門

（
農
）

Ｕ
Ｙ 
武
右
衛
門

Ｎ
Ｇ
Ｙ 
林
兵
衛

　
　
　
外
五
人

Ａ
Ｔ
Ｙ 
源
市

　
　
　
外
二
人

Ｎ
Ｏ 
專
次
郎

（
商
）

Ｓ
Ｄ 
重
左
衛
門

（
農
）

Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ 
愛
助

　
　
　
　
庄
藏

　
　
　 
外
一
人

*   
編
集
上
枝
番
号
を
つ
け
た

*  *   
米
子
鳥
取
縣
出
張
所
ヘ
罷
り

出
る
様
申
付
け
、
仲
済
人
立
入
、

示
談
致
度
旨
申
出

*   
な
お
、
八
月
二
十
四
日
皆
金
受

取
事
済
相
成
る
趣
、
濱
田
縣
大
森

出
張
所
ゟ
報
答
あ
り
、
そ
の
旨
願

人
よ
り
も
届
出
あ
り
、
聞
届
置
候

事

*   
済
口
証
書
写
し
を
添
え
、
鳥
取

縣
米
子
出
張
所
ヘ
申
遣
り
候
事

*   
相
手
愛
助
入
牢
吟
味
中
に
付
返

弁
の
手
段
無
之
、
時
節
を
見
合
わ

せ
当
人
ゟ
取
立
い
た
し
呉
候
様
申

出

*   
双
方
不
行
届
不
都
合
之
廉
有
之

間
双
方
へ
一
通
り
利
解
の
示
談
申

付



明
治
五
壬
申
年 
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て

─　　─

（
　
　
　
）

─　　─123

　７０　７１　７２　７３　７４　７５　７６　７７

同
　
年

第
七
十
番

同
　
年

第
七
一
番

同
　
年

第
七
二
番

同
　
年

第
七
三
番

同
　
年

第
七
四
番

同
　
年

第
七
五
番

同
　
年

第
七
六
番

同
　
年

第
七
七
番

明
治
五
年

八
月
十
三
日

明
治
五
年

八
月
十
九
日

明
治
五
年

八
月
廿
三
日

明
治
五
年

八
月
廿
三
日

明
治
五
年

 
十
月
五
日

明
治
五
年

 
九
月 
　
　 *  

明
治
五
年

 
十
月

明
治
五
年

 
十
月
八
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
五
日

明
治
六
年

 
二
月
廿
八
日

明
治
五
年

 
八
月
廿
五
日

明
治
六
年

 
五
月
三
日 *  

明
治
六
年

 
二
月
十
二
日

明
治
五
年

六
月
廿
七
日

明
治
五
年

 
十
月
廿
日

質
物
差
縺

社
木
伐
採
之
由

訴
出

元
番
所
之
儀
ニ

付
差
縺

貸
金
滞

魚
問
屋
株
差
縺

田
地
買
議
定
差

縺借
家
売
事
差
縺

酒
造
株
差
縺

吟
味
下
げ   *  

示
談
・
済
口

証
書
差
出
す

示
談
・
吟
味

下
げ
聞
届

却
下

願
書
并
添
書

共
相
渡
シ
願

人
差
添
人
共

柏
崎
縣
へ
差

出示
談
・
吟
味

下
げ
伺
出
、

伺
の
上
聞
届

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届  
　
　
　 *  

示
談
・
願
下

げ
差
出
し
聞

届

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

記
載
な
し

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡

Ｆ
Ｓ
　
長
藏

　
　 
（
て
ふ
）

氏
子
一
同

Ｉ
Ｇ
　
新
藏

Ｙ
Ｓ 
武
三
郎

（
商
）

Ａ
Ｚ
Ｚ 
九
郎
右
衛

門（
商
）

Ｎ
Ｅ
Ｙ
　
善
市

　
　
　
外
二
人

Ｋ
Ｍ
　
傳
七

（
商
）

Ｆ
Ｍ 
泰
四
郎

（
商
）

　
　
　
藤
左
衛
門

（
農
） 　
　
　
　
　 *  

Ｏ
Ｇ 
登
喜
之
助

（
祠
掌
）

同
村
百
姓
一
同

Ｓ
Ｔ
　
忠
藏

（
商
）

Ｓ
Ｍ
　
久
平

（
商
）

　
　 
理
右
衛
門

（
農
）

Ｋ
Ｍ 
万
太
郎

　
　
　
外
五
人

Ｓ
Ｙ
　
間
助

*   
Ｙ
Ｎ
Ｔ
Ｙ
愛
助
偽
を
以
て
横
取

い
た
し
、
入
牢
吟
味
中
。
貸
主
損

分
相
成
候
申
聞

*   
相
対
示
談
い
た
し
度
旨
申
出
候

に
付
聞
届
置

*   
元
金
受
取
、
残
利
金
は
十
ヶ
年

賦
に
受
取
る
積
り
示
談
行
届
候
段

柏
崎
縣
ゟ
報
答

*   
元
枩
江
縣
ゟ
引
続

*   
訴
答
連
印
済
口
証
書
取
置
候
事

四
二
二

一
五
六
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四
二
一

一
五
五

　７８　７８の２　７９　８０　８１

同
　
年

第
七
八
番

同
　
年

第
七
八
番

同
　
年

第
七
九
番

同
　
年

第
八
十
番

同
　
年

第
八
一
番

明
治
五
年

十
月
十
二
日

明
治
五
年

十
月
十
七
日

明
治
五
年

 
十
月
廿
日  *  

明
治
五
年

 
十
月
廿
日

明
治
五
年

十
一
月
五
日*  

明
治
五
年

十
一
月
十
九
日

明
治
六
年

 
一
月
十
七
日

明
治
六
年

 
一
月
廿
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
四
日

山
林
境
争
論

田
地
売
買
差
縺

為
替
金
差
縺

家
督
（
相
続
）

差
縺

貸
金
滞

境
界
を
定
め

る
こ
と
に
双

方
承
服
・
済

口
証
書
差
出

し
吟
味
下
げ

願
出
聞
届   *  

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
済
口

証
書
差
出
し

伺
の
上
聞
届

*  *  

相
手
方
ゟ
取

立
不
能
に
付

返
弁
申
付
方

無
之
、
申
聞

承
服
、
向
後

異
存
無
之
段

一
札
取
之 *  *  

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

Ｍ
Ｍ 
弥
左
衛
門

（
農
）

Ｉ
Ｂ 
豊
一
右
衛
門

（
農
）

Ｔ
　
茂
平

Ｔ
Ｓ 
岩
次
郎

　
　 
外
二
人

Ｍ
Ｋ 
吉
十
郎

（
農
）

代 
Ｍ
Ｋ 
亀
三
郎

Ｋ
Ｋ
　
助
市
（
農
）

 
後
家 
ま
ツ

Ｆ
Ｏ
　
繁
市

（
農
）

Ｎ
Ｍ
Ｙ 
傳
四
郎

　
　
　 
外
二
人

Ｔ
Ｓ 
佐
五
左
衛
門

Ｎ
Ｔ
　
佐
十

*   
先
年
ま
つ
夫
禎
四
郎
時
代
、
同

人
と
弥
左
衛
門
立
会
の
上
境
木
を

立
て
た
が
、
申
出
あ
り
従
前
の
通

り
境
木
よ
り
中
央
大
岩
見
通
し
北

へ
真
直
ぐ
に
境
界
を
立
て
る
こ
と

*   
小
田
縣
よ
り
郵
便
に
て
願
書
廻

る

*  *   
済
口
證
添
え
小
田
縣
へ
返
報

*   
連
累
多
人
数
の
為
、
出
郷
の
節

に
取
調
べ
て
く
れ
る
よ
う
願
出
聞

届

*   
濱
田
縣
添
書
を
以
て
願
出

*  *   
委
細
濱
田
縣
へ
申
遣
る



明
治
五
壬
申
年 
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て
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（
　
　
　
）

─　　─125

　８２　８３　８４　８５　８６　８７

同
　
年

第
八
二
番

同
　
年

第
八
三
番

同
　
年

第
八
四
号

同
　
年

第
八
五
号

同
　
年

第
八
六
号

同
　
年

第
八
七
号

明
治
五
年

 
三
月 
　
　 *  

明
治
五
年

十
一
月
廿
三

日明
治
五
年

十
一
月
廿
八

日明
治
五
年

十
一
月
十
四

日明
治
五
年

十
一
月
廿
五

日明
治
五
年

六
月
中

箱
訴

明
治
五
年

 
十
一
月
八
日

明
治
六
年

 
三
月
九
日

明
治
六
年

 
二
月
十
二
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
九
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
九
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
九
日

関
普
請
木
伐
採

之
儀
ニ
付
争
論

貸
金
滞

貸
金
滞

小
間
物
座
株
貸

賃
滞
差
縺

貸
金
滞

継
母
養
育
米
家

督
差
縺

済
口
證
書
差

出
・
吟
味
下

げ
願
出
聞
届

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届取
下
げ
（
相

手
の
返
弁
困

難
な
事
情
を

教
諭
、
受
書

を
取
り
伺

済
） *  

示
談
・
吟
味

下
げ
願
出
聞

届

鶴
岡

　
　
権
少
属

記
載
な
し

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡

　
　
権
少
属

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡
　
瞪

Ｋ
Ｇ
　
房
造

（
農
）

　
　 
外
三
人

Ｙ
Ｍ
　
唯
七

（
商
）

Ｓ
Ｄ
　
愛
藏

（
農
）

Ｓ
Ｙ 
久
兵
衛

Ｔ
Ｍ
　
滋

（
貫
属
士
族
）

Ｍ
Ｈ 
彦
兵
衛

Ｆ
Ｗ 
祐
三
郎

（
農
）

Ｙ
Ｍ
Ｙ 
藤
市

（
商
）

Ｏ
Ｍ 
勇
四
郎

Ｆ
Ｙ
　
貞
藏

Ｎ
Ｉ
　
敬
藏

Ｋ
Ｄ 
曽
祢
十

*   
旧
廣
瀬
縣
ゟ
附
送

*   
相
手
は
困
窮
者
に
て
、
返
弁
の

道
難
相
立
、
現
今
致
し
方
な
く
時

節
を
見
合
わ
せ
て
受
取
る
可
き
段

教
諭四

二
〇

一
五
四
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四
一
九

一
五
三

　８８　８９　９０

同
　
年

第
八
八
号

同
　
年

第
八
九
号

同
　
年

第
九
十
号

明
治
五
年

十
一
月
五
日

明
治
五
年

十
一
月
廿
九

日明
治
五
年

 
十
一
月

明
治
六
年

 
二
月
五
日

明
治
六
年

 
一
月
廿
八
日

明
治
六
年

 
四
月
廿
日

葉
藍
代
金
滞
差

縺家
督
差
縺

田
畑
差
縺

相
手
逃
亡
に

付
返
済
困
難

な
事
情
に
あ

り
、
本
人
見

当
る
と
き
、

時
節
を
見
合

わ
せ
受
取
る

可
き
旨
を
理

解
に
及
び
一

札
差
出
し
伺

済
み *  

却
下
（
願
い

の
趣
取
揚
難

証
書
一
札
差

出
伺
済
之
上

取
計
い
済
）

相
対
示
談
・

吟
味
下
げ
願

出
聞
届  
　 *  

鶴
岡
　
瞪

鶴
岡

　
　
権
少
属

山
川 
安
國

Ｍ
Ｊ
　
善
十

Ｏ
Ｔ 
朝
一
左
衞
門

Ｍ
Ｋ
　
勘
藏

Ｋ
Ｈ 
金
左
衛
門

　
　
　
　
新
次
郎

　
　
　
　 
清
平

*   
九
月
に
相
手
逃
亡
跡
老
幼
婦
人

等
ば
か
り
に
て
所
持
品
等
も
無
く
、

現
今
返
済
方
法
難
相
立
、
後
に
本

人
も
見
当
る
と
き
、
時
節
を
見
合

わ
せ
て
請
取
る
可
き
旨
理
解
に
及

ぶ

*   
辰
次
郎
存
命
中
、
五
左
衛
門
養

子
と
な
り
、
二
十
余
年
も
経
ち
家

督
譲
受
居
る
故
願
人
の
願
い
の
趣

御
取
揚
難
相
成
旨
及
理
解
処
承
服

*   
一
応
取
調
の
上
、
添
翰
を
以
て

訴
訟
人
鳥
取
縣
に
差
向
き
、
取
調

申
下
げ
相
対
示
談
・
吟
味
下
げ
願

出
聞
届
の
旨
、
同
縣
添
翰
差
出
し

候
に
付
伺
之
上
聞
届



明
治
五
壬
申
年 
『
訴
訟
事
件
銘
細
録
』（
第
一
号
）
に
つ
い
て

─　　─

（
　
　
　
）

─　　─127

四
一
八

一
五
二

五
　
写
　 
真
（
二
葉
、
地
図
）
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四
一
七

一
五
一




